
最高裁総訟第41号

令和6年1月25日

各法廷首席書記官殿

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官定久朋宏

事件記録等の特別保存に関する規則の運用について（指示）

標記の運用について下記のとおり定めましたので、これによってください。

記

1 通達の準用

令和6年1月10日付け最高裁総三第392号事務総長通達「事件記録等の特

別保存に関する規則の運用について」 （以下「運用通達」 という。 ）の定め（記

3及び記6から記9までの定めを除く。 ）は、その性質に反しない限り、最高裁

判所における事件記録、事件書類及び少年調査記録の特別保存に関する事務につ

いて準用する。この場合において、運用通達中「記録係等」 とあるのは「記録係

等（最高裁判所第二訟廷事務室記録保存係を含む。 ） 」 と、運用通達記2の(1)ウ

中「事件担当部（当該事件を担当した本庁、支部、出張所又は簡易裁判所の部署

を指す。以下同じ。 ） 」 とあるのは「事件担当部（当該事件を担当した最高裁判

所の各法廷。以下同じ。 ） 」 と読み替えるものとする。

2事件記録及び事件書類に関する運用通達記2の(1)イの基準（日刊紙2紙掲載）

及び運用通達記2の(1)ウの基準（事件担当部申出）による認定プロセス

（1） 下級審において特別保存予定となっていない事件の事務処理は、以下のとお

りとする。ただし、当審が第一審となる事件については、イ(ｳ)、 ウ(ｳ)及UVｴ)、

エ並びにオの処理を除く。



ア事件担当部（当該事件を担当した最高裁判所の各法廷）の当該事件を担当

する裁判所書記官（以下「担当書記官」 という。 ）は、広報課から提供され

る当審の事件終局に関する記事を確認し、運用通達記2の(1)イの基準（日刊

紙2紙掲載）に該当する場合には、運用通達別紙様式第2－1の特別保存経

過確認票（以下「確認票」 という。 ）を作成して所要事項を記載し、裁判書

の原本（当審が第一審となる事件の場合は、事件記録。イ㈲及びウ(ｲ)におい

て同じ。 ）を記録保存係に引き継ぐ際に、又は引き継いだ後に、同係に送付

する。

イ担当書記官は、当審の事件終局時における運用通達記2の(1)ウの申出（以

下「事件担当部申出」 という。 ）を行うか否かの検討結果に従い、次の例か

ら㈲までの処理を行う。

（ｧ）検討の結果（事件担当部申出の有無）を当審事件記録の表紙の余白に記

載する。

（ｲ）事件担当部申出を行う場合には､運用通達別紙様式第3の申出書を作成

し、裁判長の確認を受ける。

（ｳ） 申出書写しを作成し、事件記録の末尾に編てつする。

（ｴ）確認票を作成して所要事項を記載し、裁判書の原本を記録保存係に引き

継ぐ際に、又は引き継いだ後に、申出書とともに同係に送付する。

ウ記録保存係は、担当書記官から確認票又は申出書の送付を受けた事件につ

いて、次の(ｱ)から㈲までの処理を行う。

例別紙の特別保存対象事件リスト （以下「リスト」 という。 ）に当該事件

の情報を入力し、特別保存の認定までの進捗を管理する。

け）運用通達別紙様式第1－1の特別保存記録等保存票（以下「保存票」 と

いう。 ）を作成し、長官により当該裁判書の原本を特別保存に付する認定

を得る。

（ｳ）原審の記録係等（運用通達記4(1)に定める記録係等）に対し、確認票の
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写しを送付して当審裁判書の原本が特別保存に付されたことを連絡する。

㈲認定日等を記入した確認票の写しを担当書記官及び民事事件係又は刑事

事件係（以下「事件係」 という。 ）に送付する。

エ担当書記官は、ウ(ｴ)の送付を受けた後、次の(ｱ)から(ｳ)までの処理を行う。

㈱確認票写しを事件記録の末尾に編てつする。

（ｲ） 当審事件記録の表紙の余白に「裁判書原本を特別保存」 と朱書する。

（ｳ）記録送付書に、アの場合は「特別保存予定（2紙掲載） 、事件記録に確

認票写し添付」 と、イ〃)の場合は「特別保存予定（事件担当部申出） 、事

件記録に確認票写し及び申出書写し添付」 と記載し、返還する事件記録と

ともに事件係に引き継ぐ。

オ事件係は、事件記録を返還する前に、エの処理がされていることを確認す

るほか、事件担当部申出があった場合には、申出書写しが事件記録の末尾に

編てつされていることを確認する。

(2) 下級審において特別保存予定となっている事件の事務処理は、以下のとおり

とする。

ア事件係は、下級審から事件記録の送付を受けた際に、記録送付書及び記録

表紙の記載によって、当該事件記録が特別保存の予定であること又は当該事

件に係る裁判書原本が特別保存の認定を受けていることを把握した場合に

は、次の(ｱ)及び‘r)の処理を行う。

例事件簿又は事件管理システムの備考欄に「特別保存予定」 と記載又は入

力する。

㈱当該事件に関する事件番号等の情報を記録保存係に連絡する。

イ記録保存係は、ア(ｲ)の情報をリストに入力し、特別保存の認定までの進捗

を管理する。

ウ担当書記官は、事件終局時に、確認票を作成して所要事項を記載し、裁判

書の原本を記録保存係に引き継ぐ際に、又は引き継いだ後に、同係に送付す



る。

エ記録保存係は、確認票の送付を受けた事件について、次の(ｱ)から(ｳ)までの

処理を行う。

（ｱ） イで入力したリストの情報と照合する。

け）保存票を作成し、長官により当該裁判書の原本を特別保存に付する認定

を得る。

（ｳ）担当書記官に対し、当該事件の裁判書の原本が特別保存に付されたこと

を連絡する。

オ担当書記官は、エ(ｳ)の連絡を受けた後、次の㈱及び(ｲ)の処理を行う。

例当審事件記録の表紙の余白に「裁判書原本を特別保存」 と朱書する。

（ｲ）記録送付書に「裁判書原本を特別保存」 と記載し、返還する事件記録と

ともに事件係に引き継ぐ。

力事件係は、事件記録を返還する前に、オの処理がされていることを確認す

る。

少年調査記録に関する運用通達記2の(1)イの基準（日刊紙2紙掲載）及び運用3

通達記2の(1)ウの基準（事件担当部申出）による認定プロセス

下級審において特別保存予定となっていない事件の事務処理は、以下のとおり

とする。

(1) 担当書記官は、広報課から提供される当審の事件終局に関する記事を確認

し、運用通達記2の(1)イの基準（日刊紙2紙掲載）に該当する事件について、

次のアからウまでの処理を行う。

ア少年調査記録の表紙の余白に「特別保存予定（2紙掲載） 」 と朱書し、同

表紙の特別保存に付する認定を行う原因となるべき事件の事件番号の右に

⑬と朱書する。

イ運用通達別紙様式第2－2の特別保存経過確認票（少年調査記録） （以下

「確認票（調査記録） 」 という。 ）を作成して所要事項を記載し、少年調査



記録の末尾に編てつする。

ウ事件が終局し、少年調査記録を返還する際には、記録送付書に「少年調査

記録につき特別保存予定（2紙掲載） 、少年調査記録に確認票添付」 と記載

する。

(2) 担当書記官は、当審の事件終局時における運用通達記2の(1)ウの申出を行う

か否かの検討結果に従い、次のアからオまでの処理を行う。

ア検討の結果（申出の有無）を少年調査記録の表紙の余白に記載する。

イ事件担当部申出を行う場合には､運用通達別紙様式第3の申出書を作成し、

裁判長の確認を受けた後、少年調査記録の末尾に編てつする。

ウ少年調査記録の表紙の余白に「特別保存予定（事件担当部申出） 」 と朱書

し、同表紙の特別保存に付する認定を行う原因となるべき事件の事件番号の

右に⑮と朱書する。

エ確認票（調査記録）を作成して所要事項を記載し、少年調査記録の末尾に

編てつする。

オ事件が終局し、少年調査記録を返還する際には、記録送付書に「少年調査

記録につき特別保存予定（事件担当部申出） 、少年調査記録に確認票及び申

出書添付」 と記載した上で、事件係に引き継ぐ。

（3） 事件係は、少年調査記録を返還する前に、 (2)オの処理がされていることを確

認する。

4その他

この指示に定めるもののほか、特別保存に関する事務について必要な事項は、

訟廷首席書記官が指示する。

付記

この指示は、令和6年1月30日から実施する。



(別紙）

特別保存対象事件リスト

※特別保存に付さなかった場合は斜線を引く。

整理

番号

事件番号

年 符号 番号

事件名 通称等
担当

法廷

他の審級で特別

保存予定・候補

となった

判例集

裁判集

掲戦

主要日刊紙掲載状況

朝日 掲戴日 読売 掲戦日 毎日 掲載日 日経 掲載日 2紙以上

担当部

申出
要望

薮判害等

引縫

特別保存

認定日

(※）

総務局へ

の報告

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



【機密性2】

最高裁総訟第148号

令和6年3月27日

各法廷首席書記官殿

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

事件記録の保管及び送付に関する事務の取扱いについて

（指示）

標記の事務について下記のとおり定めましたので、 これによってください。

記

1 通達の準用

平成7年3月24日付け最高裁総三第14号総務局長通達「事件記録の保管及

び送付に関する事務の取扱いについて」 （以下「保管送付通達」 という。 ）の定

め（記第1の5から8までの定めを除く。 ）は、その性質に反しない限り、最高

裁判所における事件記録の保管及び送付に関する事務について準用する。この場

合において、記第1の1の(1)中「部（下級裁判所事務処理規則（昭和23年最高

裁判所規則第16号）第10条の2第2項の規定により部とみなされるものを含

む。以下同じ。 ）に配布された事件記録」 とあるのは「小法廷に配布された事件

記録及び大法廷で取り扱う事件記録」 と、同1の(2)中「事件係又は記録係の係長

（事件係及び記録係の置かれていない裁判所にあっては、事件係又は記録係の事

務を取り扱う裁判所書記官） 」 とあるのは「民事事件係及び刑事事件係（以下

「事件係」 という。 ）又は記録保存係を担当する訟廷首席書記官補佐」 と、同4

の(3)中「部」 とあるのは「各法廷」 と、記第2の3中「訟廷管理官は」 とあるの

は、 「事件係は」 と読み替えるものとする。



2 帳簿諸票との対照調査

（1） 定期対照調査

上席書記官は、保管送付通達記第1の1の(1)又は(2)に定める事件記録につい

て、毎年12月末日に、 自ら又は保管者等を補助者として事件簿その他の帳簿

諸票との対照調査を行い、その結果を別紙様式第1により所属の首席書記官

（大法廷については訟廷首席書記官。以下3及び4において同じ。 ）に報告す

る。

（2） 臨時対照調査

上席書記官は、保管送付通達記第1の1の(1)又は(2)に定める事件記録につい

て、保管者の異動等により事務の引継ぎを行う場合には、その都度対照調査を

行い、その結果を別紙様式第2により所属の首席書記官に報告する。

3 首席書記官の検査

首席書記官は、事件記録の保管状況について、随時に検査を行う。

4大法廷首席書記官への報告

（1） 首席書記官は、 2の報告又は3の検査の結果に基づき、事件記録の保管状況

を別紙様式第3により大法廷首席書記官に報告する。

（2） 2の(1)の報告に基づく保管状況の報告については毎年1月20日までに、 2

の(2)の報告に基づく保管状況の報告については保管者の異動等があった日から

20日以内に、それぞれ行う。

5 報告書の記入要領等

別紙様式第1から別紙様式第3までの記入要領は、別紙のとおりとする。

6 紛失等事故の報告

事件記録の紛失等の事故が判明した場合には、首席書記官（大法廷については

上席書記官）は、大法廷首席書記官に直ちにその旨を報告し、かつ、その態様、

発生原因、対策等について書面により速やかに報告する。また、大法廷首席書記

官は、直ちに総務局長に報告する。

付記



、

1実施

この指示は、令和6年4月1日から実施する。

2廃止

平成25年7月26日付け最高裁総訟第416号大法廷首席書記官指示「事件記

録の保管及び送付に関する事務の取扱いについて」は、令和6年3月31日限り、

廃止する。

1

！



(別紙様式第1）

令和 年 月 日

第○小法廷首席書記官殿

第○小法廷上席書記官

事件記録対照調査結果報告書（定期）

（令和○○年○月○日現在）

保管者書記官○○○○

事故の有無 □有り 口無し事件の種別（○○事件）

事件項目
あるべき数

件数 冊数

あった数

件数 冊数
備考

件 冊 件 冊

合 計



(別紙様式第2）

令和 年 月 日

第○小法廷首席書記官殿

第○小法廷上席書記官

事件記録対照調査結果報告書（臨時）

（令和○○年○月○日現在）

前任者書記官○○○○ （ 月 日確認）

後任者書記官○○○○ （ 月 日確認）

事故の有無 口有り 口無し事件の種別（○○事件）

事件項目
あるべき数

件数 冊数

あった数

件数 冊数
備考

件 冊 件 冊

合 計



(別紙様式第3）

令和 年 月 日

大法廷首席書記官殿

第○小法廷首席書記官

事件記録の保管状況報告

(令和○○年○月○日現在）

第○小法廷の事件記録の対照調査結果について、下記のとおり報告する。

記

1 報告の種類

口定期対照調査報告に基づく報告 口臨時対照調査報告に基づく報告
口随時検査に基づく報告

2事故の有無

口有り 口無し

添付資料：上席書記官による事件記録対照調査結果報告書



(別紙）

記入要領

1 上席書記官は、首席書記官（大法廷については訟廷首席書記官。以下同じ。 ）に対し、

定期対照調査については別紙様式第1により、臨時対照調査については別紙様式第2に

より報告する。

2首席書記官は、大法廷首席書記官に対し、別紙様式第3により報告する。

3 1の報告書は、保管者（書記官又は訟廷首席書記官補佐）ごとに作成する。

4 1の基準日は、定期対照調査については毎年12月末日とし、保管者の異動等による

臨時対照調査については前任者及び後任者の異動等の日とする。ただし、前任者と後任

者の異動等の日が異なるときは、前任者の異動等の日を記入する。

5 「事件の種別」は、 「民事事件」 「刑事事件」の別に作成する。ただし、民事事件と

行政事件とを分けて作成することも差し支えない。

6 ｢民事事件」及び「行政事件」については、次の項目ごとに一欄を使用して記入する。

（1）上告事件及び上告受理事件 （オ） 、 （受） 、 （行ツ） 、 （行上）

（2）特別上告事件 （テ） 、 （行テ）

（3）特別抗告事件及び許可抗告事件 （ク） 、 （許） 、 （行ト） 、 （行う）

（4）再審事件 （ヤ） 、 （行ナ）

（5） その他の事件（(1)から(4)までの事件記録と一体となる付随事件を除く。 ）

7 「刑事事件」については、次の項目ごとに一欄を使用して記入する。

（1） 上告事件及び上告受理申立て事件 （あ） 、 （ゆ）

(2)非常上告事件 （さ）

（3）再審請求事件 （き）

（4）特別抗告事件、再抗告事件 （し）

（5） その他の事件（(1)から(4)までの事件記録と一体となる付随事件を除く。 ）

8他の裁判所等から事件記録を借受中の場合には、基本事件の備考欄に「○件○冊は○○

から借受中」などと記入する。 ’

9事件記録を他の裁判所、検察庁等へ貸出中の場合には、その事件項目の備考欄に「○件

○冊は○○に貸出中」などと記入する。



【機密性2】

最高裁総訟第149号

令和6年3月28日

各法廷首席書記官殿

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて（指示）

標記の事務について、下記のとおり定めましたので、これによってください。

記

1 通達の準用

平成4年8月21日付け最高裁総三第26号事務総長通達「事件の受付及び分

配に関する事務の取扱いについて」 （以下「受付分配通達」 という。 ）の定め

は、その性質に反しない限り、最高裁判所における事件の受付及び分配に関す

る事務について準用する。この場合において、記第1の1の(1)中「事件係（事

件係の置かれていない支部及び簡易裁判所並びに出張所において事件係の事務

を取り扱う者を含む。以下同じ。 ） 」 とあるのは「民事事件係及び刑事事件係」

と、同(2)中「部（下級裁判所事務処理規則（昭和23年最高裁判所規則第16

号）第10条の2第2項の規定により部とみなされるものを含む。以下同

じ。 ） 」 とあるのは「大法廷又は小法廷」 と、 「当該部」 とあるのは「当該法

廷」 と読み替えるものとする。

2帳簿への登載

受付分配通達記第2の4の(1)に定める事件番号の付け方の基準は、別表第1か

ら別表第7までのとおりとする。

付記
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別表第1 （民事事件）

付分配通達別表第1の民事雑事件に準ずる。

事件の種類 基本法条
記録

符号

事件番号の付け
方の基準となる
もの

事 件 簿

1 上告事件 民訴法3111、Ⅱ
324

人身法21
人身規則41

、 オ 訴訟記録送付書 民事上告事件簿

2上告受理事件 民訴法318, 311Ⅱ
人身法21
人身規則41

受 訴訟記録送付書 民事上告受理事件簿

3民訴法260条2項の申
立て

民訴法260Ⅱ オ 申立書 民事上告事件簿

4特別上告事件 民訴法327, 380Ⅱ テ 訴訟記録送付書 民事特別上告事件簿

5特別抗告事件 民訴法336

５
４
７
９
法
法
訟
事
非
家

ク 訴訟記録送付書 民事特別抗告事件簿

6許可抗告事件 民訴法337
７
７
７
９
法
法
訟
事
非
家

許 訴訟記録送付書 民事許可抗告事件簿

7 当事者参加の申立て 非訟法201
家事法411

ク 申立書 民事特別抗告事件簿

8再審事件 民訴法338, 349
非訟法83
家事法103

ヤ 訴状、申立書 民事再審事件簿

9雑事件 マ 申立書 民事雑事件簿



別表第2 （行政事件）

罫ｲ牛の升種潅白乃7K雲ｲ牛奉呈今‘

付分配通達別表第1の民事雑事件及び別表第2の雑事件に準ずる。

事件の種類 基本法条
記録

符号

事件番号の付け
方の基準となる
もの

事 件 簿

1 訴訟事件（第一審） 国公法9 行チ 訴状（訴追事由
を記載した書
面）

行政訴訟（第一審）事
件簿

2上告事件 民訴法3111、 Ⅱ
公選法25

行ツ 訴訟記録送付書 行政上告事件簿

3 上告受理事件 民訴法318, 311n
公選法25

行上 訴訟記録送付書 行政上告受理事件簿

4民訴法260条2項の申
立て

民訴法260Ⅱ 行ツ 申立書 行政上告事件簿

5特別上告事件 民訴法327 行テ 訴訟記録送付書 行政特別上告事件簿

6特別抗告事件 民訴法336 行ト 訴訟記録送付書 行政特別抗告事件簿

7許可抗告事件 民訴法337 行う 訴訟記録送付書 行政許可抗告事件簿

8再審事件 民訴法338, 349 行ナ 訴状、申立書 行政再審事件簿

9雑事件 行二 申立書 行政雑事件簿



別表第3 （刑事事件）

事件番号0

に反しない限り、受付分配通達別表第3の雑事件に準ずる。

事件の種類 基本法条
記録

符号

事件番号の付け
方の基準となる
もの

事 件 簿

1 上告事件 刑訴法405 あ 原判決書 刑事上告事件受付票。

刑事上告事件事件票

2非常上告事件 刑訴法454 さ 申立書 非常上告事件簿

3再審請求事件 刑訴法435, 436 き 請求書 刑事再審請求事件簿

4上告受理申立て事件 刑訴法406
刑訴規則257

ゆ 申立書 刑事上告受理申立て事
件簿

5移送許可申立て事件 刑訴法406
刑訴規則248

め 申立書 移送許可申立て事件簿

6判決訂正申立て事件 刑訴法415 み 申立書 判決訂正申立て事件簿

7特別抗告事件 刑訴法433
少年法17の3
刑補法19Ⅱ

し 原決定書 刑事特別抗告事件簿

8少年再抗告事件 少年法35 し 原決定書 刑事特別抗告事件簿

9費用補償請求事件 刑訴法188の2， 188
の4

ひ 請求書 費用補償請求事件簿

10刑事補償請求事件 刑補法1 も 請求書 刑事補償請求事件簿

11訴訟費用免除申立て
事件

刑訴法500 せ 申立書 訴訟費用免除申立て事
件簿

12雑事件

上告棄却決定に対する
異議申立て

刑訴法414, 385
Ⅱ、 386Ⅱ、 428

す 申立書・請求書 刑事雑事件簿



別表第4 （刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第13条に基づ
く没収の裁判の取消事件）

事件の種類 基本法条
記録

符号

事件番号の付け
方の基準となる
もの

事 件 簿

1 没収の裁判の取消請
求事件

没収応措法131
組織的犯罪処罰法18
Ⅵ、 37， 731

麻薬特例法16Ⅳ
不正競争防止法32Ⅳ
金融商品取引法209
の4Ⅵ等

収ぞ、 請求書 没収の裁判の取消第一

審事件簿

2上告事件 没収応措法13Ⅳ
組織的犯罪処罰法18
Ⅵ 、 37 、 731

麻薬特例法16Ⅳ
不正競争防止法32Ⅳ
金融商品取引法209
の4Ⅵ等

収と 原判決書 没収の裁判の取消上告
事件簿



別表第5 （医療観察事件）

事件の種類 基本法条 記録
符号

事件番号の付け
方の基準となる
もの

事 件 簿

再抗告事件 医療観察法701 医へ 原決定書 医療観察再抗告事件簿



別表第6 （法廷等の秩序維持に関する法律違反事件）

事件の種類 基本法条
記録

符号

事件番号の付け
方の基準となる
もの

事 件 簿

1 第一審事件 法廷秩序法2 秩と 本人 法廷等の秩序維持に関
する法律違反第一審事
件簿

2特別抗告事件 法廷秩序法6 秩ち 本人 法廷等の秩序維持に関
する法律違反特別抗告
事件簿



別表第7 （裁判官の分限事件）

事件の種類 基本法条
記録

符号

事件番号の付け
方の基準となる

もの

事 件 簿

1 第一審事件 裁限法3Ⅱ 分 被申立裁判官 裁判官の分限第一審事
件簿

2抗告事件 裁限法8 分ク 被申立裁判官 裁判官の分限抗告事件
簿



【機密性2】

最高裁総訟第203号

令和6年7月16日

各法廷首席書記官殿

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

「事件記録等の保存、送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票

の備付け、保存、廃棄等について」の一部改正について

（指示）

平成25年7月26日付け最高裁訟第415号大法廷首席書記官指示「事件記録

等の保存、送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等について」

の一部を下記のように改正します。

記

1 別表第1中

「

」

を

「

」

に、

「

29 閲覧謄写票（民事） 裁判関係庶務係 原符5年 13

29 民事事件記録等閲覧・謄写票 裁判関係庶務係 原符5年 13

42 特別保存記録等保存票（民事） 記録保存係

特別保存に付し

た当該事件記録

等を廃棄し，又

は独立行政法人

国立公文書館に

送付するまでの

26



二二コ
」

を

「

」

に改める。

2別表第2中

「

」

を

「

」

間

42

－1 保存期間延長記録等保存票 記録保存係

保存期間を延長

した当該事件記

録等を廃棄する

までの間（当該

事件記録等につ

いて特別保存を

した場合におい

て、国立公文書

館に送付すると

きにあっては国

立公文書館に送

付するまでの

間、特別保存を

した場合におい

て国立公文書館

に送付しないと

きにあっては永

久）

26

－1

２
２
４
－ 特別保存記録等保存票 記録保存係

特別保存に付し

た当該事件記録

等を国立公文書

館に送付するま

での間（当該事

件記録等を国立

公文書館に送付

しない場合にあ

っては永久）

26

－2

74 閲覧謄写票（刑事） 裁判関係庶務係 原符5年 37

74 刑事事件記録等閲覧・謄写票 裁判関係庶務係 原符5年 37



、

テ
」
ｒ
ｌ
ｌ

ｌ

」

を

「

〆

」

に改める｡

3様式05を別紙(1)のように、様式06を別紙(2)のように、様式10を別紙(3)の

ように、様式12を別紙は)のように、様式13を別紙(5)のように、様式15を別

100 特別保存記録等保存票 記録保存係

特別保存に付し

た当該事件記録

等を廃棄し，又

は独立行政法人

国立公文書館に

送付するまでの

間

26

100 保存期間延長記録等保存票 記録保存係

保存期間を延長

した当該事件記

録等を廃棄する

までの間（当該

事件記録等につ

いて特別保存を

した場合におい

て、国立公文書

館に送付すると

きにあっては国

立公文書館に送

付するまでの

間、特別保存を

した場合におい

て国立公文書館

に送付しないと

きにあっては永

久）

26

－1

101 特別保存記録等保存票 記録保存係

特別保存に付し

た当該事件記録

等を国立公文書

館に送付するま

での間（当該事

件記録等を国立

公文書館に送付

しない場合にあ

っては永久）

26

－2



紙(6)のように、様式16を別紙(7)のように、様式17を別紙(8)のように、様式1

8を別紙(9)のように、様式19を別紙側のように、様式20を別紙⑪のように、

様式21を別紙⑫のように、様式26を別紙⑬のように、様式27を別紙⑭のよ

うに、様式28を別紙⑬のように、様式31を別紙mのように、様式33を別紙

⑪のように、様式34を別紙⑱のように、様式35を別紙⑲のように、様式36

を別紙側のように、様式37を別綱21)のように、様式38を別紙f2)のように、様

式39を別紙卿のように、様式40を別紙例のように、様式41を別紙閥のよう

に、様式42を別紙㈱のように、様式43を別紙㈱のように、様式44を別紙㈱

のように、様式45を別紙㈱のように、様式46を別紙帥のように、様式47を

別綱31)のように、様式48を別紙例のように、様式49を別紙例のように改める。

付記

1 実施

この指示は、令和6年7月16日から実施する。

2経過措置

（1） この指示の実施の際、従前の様式による用紙が残存している場合には、これ

を使用して差し支えない。

（2） この指示の実施の際、現に備え付けられ、又は保存されている特別保存記録

等保存票の保存期間は、なお従前の例による。



別紙(1)

様式05 事件関係送付簿

送付 事 件 番 号 文 書 の 標 目 送 付 先 受領確認 備 考

● （ ）

（ ）

● （ ）

（ ）

● （ ）

● （ ）

（ ）

（ ）

● （ ）

（ ）



別紙(2)

様式06 事件記録出納簿

貸出月 日

記 録

事件番号または

被告人（少年・対象者）氏名
冊数

受 領 者

所属及び氏名

返還予定

年月 日

受領確認

返 還

年月 日

返還記録

受領者印

備 考

■ ● ● ● ●

● ● ● ■

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● 、 ● ． ● ●

● ● ■ ● ●

● ● □ ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● □



別紙(3)

様式10

郵便送達委任簿（第 小法廷）

送 付 事件番号 受送達者 送達書類 受領確認 備考

■ ■

（ ）

（ ）

□
ロ
ロ
□
□

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

□
□
□
□
□

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

□
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ



別紙(4)

様式12

事件番号｜令和 年（ ）第 号

年 月令和 日

御中裁判所

住所

氏名

受 領 書

円分を受領しました。郵便切手

予
納
郵
便
切
手
受
領
書



別紙(5)
様式13～

‐‐?--‘･-------.---......--..---…？･･ﾆｰｰｰｰｰｰ罰‘･-..-＝-………--…--..--.．取一････一一･･一････---..-----....-‘･----.．‐線･-畠･･--....------S--茸琶F＝--..-？
最高裁判所

注意 1 申鯖人は，太枠内に所要亭項を記入し， 「印紙」欄に所定額の印紙をちよう用（消印しない｡）

の上，原符から切り取らないで， この票を係員に提出してください。

2 『申鯖区分」桐， 『申鮒人』梱の「資格」欄， 「閲覧等の目的」欄及び「提出害類j欄は．餓当

文字をOで囲み，その他に麟当する場合には， （ ）内に具体的に配入してください。

3 「閲覧･農写人氏名」欄は，申鯖人以外の者に閲覧・謄写させる場合に記入してください。
4事件配録中の録音テープ等の複製を申鯖する場合には，複製用の録音テープ等をこの票ととも

に係負に提出してください。
(4"l)

ー一

一口も － ③－－－
－争 一 》

…鯛閲究･慨（癖） 申鯖区分 閲究 ・譜写 ・複製

受付年月日 令和 年 月 日 ちよう用印鮒 円

事件番号

申鯖人氏名

令和 年（ ． ）第 号
事件記録等返還

月日・事件担

当書記官受領印

● ●

口却下

口拒絶

原符番号 第 号
事件担当書記官

票受領印
伏法遥・第小法副

原符番．号 第 号 担当法廷 大法廷 ・ 第 小法廷
毛

民事事件配録等閲党・勝写票 申鯖区分 閲覚 ・騰写・複製

申鯖年月日

事件番号

軸
名
当
氏
曇
》

閲克等の目的

提出害類

年 月令和 日

令和 年（ ）第 号

碑
’

等・その他

）
委任状・その他

（ ）

申
鯖
人

資 格

住所又は

弁獲士会

氏 名

閲冗

騰写
人‘氏名

所要見込時間

当事者・代理人・利害関係人

その他（ ）

印

時間 分

閲究等の部分 詐否及び特別指定条件 詐可齢印

許

●

否

交付月日 ●

閲覧人・謄写人
記録等受領確認

●■●●●●●●●●●●●●●●●●I

●

印
紙

記 録 等

返還確認印

複製申請人
複製物受領確認

備
考



別紙(6)

様式15

一

(注）受け入れる保管金が会計規程第25条第1項に基づく場合には、 「事件番号(被告人)」は、 「保管法令」 とする。

保 管 票
受入年月日

提出者氏名

平成 年 月 日
出納官

吏等印

提出書

進行番号

事件番号

(被告人）

種 目

平成 一年度第 号

平成 年（ ）第 号

提出金額

備 考

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

現金

払出通知

年月 日

期満失効

起算年月日
主任書記官印又は
事務主任官･印

係書記官印又は

担当係印
摘 要

出納官

吏等印
支払 高 残 高

● ● ● ●

、 ● ● ●

、 ● ● ●

● ● ● ●

D C ● ●

● ● ■ ●

● 旬 ● 0

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● 、



別紙(7)

様式16

令和 年

保 管 番 号 第 号

受 入 年 月 日

事 件 番 号 令和 年（ )第 号

主任書記官 係書記官

提 出 者

目 等
ロ
n口

受領年月′ 日 保管物主任官

原 簿 進 行 番 号

返
還

事由発生年月 日

事 由

年 月 日

結 果

主任書記官 係書記官

備 考



別紙(8)

様式17

ー

(民事保管物原簿）令和 年

～

進行番号 受領月日 保管番号

■

事 件 番 号 品 目 等 保管場所

払 渡 し

年月日 事由
保管物

主任官

備 考

第 号 第 号 令和 年（ ）第号

第 号 第 号 令和 年（ ）第号

一

第 号 第 号 令和 年（ ）第号



別紙(9)

様式18

令和 年
(表）

保
管
票
送
付
簿

送付
月 日
提出嘗進行番号 事 件 ・番 号 受領確認 備 考

、 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 、号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

◆ 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ 〉第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 、 号 令和 年（ ）第 、号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第
■
一

号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号
4 ●

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号



(裏）

0

送付
月 日
提出書進行番号 事 件 番 号 受領確認 備 考

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

o 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

■
6 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第
画
万 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第． 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和
■

Ｇ

年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号



別紙⑩

様式19 (表）

令和 年

仮
出
民
事
保
管
物
送
付
簿

裁判官
･主 任

書記官

事件番号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

保管番号 第 号 第 号 第 号

原簿進行番号 第 号 第 号 第 号

目 等
口
口口

交
付
送
付

月 日

事 由

交付

送付
先

受領確認

●

返還年月日 ● ● ● ● ● ｡

備 考



(裏）

C P

令和年（ ）第 号

C G

令和年（ ）第 号
C ■

令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

第 号 第 ‘ 号

ｂ
６

第 号

、

第 号

第 号 第 号 第 号 第 号

一 ●

I

■

ら

｡

1

卜

U P

● 、 ● ● ● ● ● ●



別紙(11)

様式20

仮 出 票

I

主任書記官

仮出年月 日 令和 年 月 日

係
書
記
官 部 係

受 領

確認

原簿進行番号 令和 年度第 号

事件番号 令和 年（ ）第 号

目 等
口

口岡

仮出事由

返還予定年月日 令和 年 月 日

返還年月 日 令和 年 月 日

保管物

主任官

受領

確認

備 考



別紙(12）

様式21

則 侶

受 領 票 主任書記官

受領年月 日

原簿進行番号

事件番号

目 等
ロ
ロロ

事 由

I

令和 年

令和 年度第 号

令和 年（ ）第 号

寺子←一一 寺一

考傭
1



別紙⑬

様式26－1

保存期間延長記録等保存票

裁判所

記録（事件書類）

の表示

明・大・昭・平・令 年（ ）第 号

事 件 名

(通称）

事件

（ ）

延長の対象 記録の一部。全部 冊 事件書類 冊 通

延長の理由 ア保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来す
る 。

イ再審又は和解無効確認等の事件が現に係属し、又は係属する
ことが予想される。

ウ関連する事件が現に係属し、又は係属することが予想される。

エその他
（ ）

現に係属している事件

裁判所 支部

平成 年（ ）第 号

事件

事件の特徴

延長の要望者の氏
名等

延長の認定の日
● ●

延長の終期
● ●

延長の始期
● ●

廃棄の日
● ●

備
考



橡式26 ‐ ．＞ー

特別保存記録等保存票（事侭記録等）

"II1Hi

''l服皀蹄認票（二写し） ロ!；1土霄（二写し）

特別保存認定:l
◆
ｅ
０

Ｄ
ぴ
あ " ll

記諒（事11碍鯛）

の表,』、
fI ( )第 号

串 ｛1 名

(通 秘､）

嫌存の鍔象
ロ記録 冊

ロ事{1害頒 鮒 通

衿ﾇl保存の薄11l

二 (1)箪溌な零法刈断が,j,とれた．

二 ’21堕要な『il例となった戦|;1がされた串11などjffの購釈薄州l特に巻喜

になも?』崎が,1,された．

二 ’31訴訟琿寓！特に警考になも鳶即/j法により仇却とれた．

= 141111紺を反賎した事外で!”|酌魁値が鳥い。

こ く51今国降lに仕会の耳llを集めた又は当該蝦/,におけも特殊な意義を有す

一

一

一

’

一

ou

{61調音4M究の箪璽な善導資WIとなも．

'71 (↓､fl保頚事(1の調賓l衿に讐考になも調青をイ1つた、

二その他

（ ）

Xi.ラコセヌ

一

一

一

一

一

一

一

一

;'j9･1隻・砧I'1笠曾戦

: ’ ’ 1|蝋2凝掲戦

｝e当部111"("I;l l記に該当）

特’'1保存の邇塑

一
一
一
一
一
一

串11関係者（二当事肴二液害者二その値 ）

;iml会。学伽関係肴

その航（ ）

事ｲ1の

慨薮股び箒徹

偶考



様式27別紙(14）

人身保護事件報告簿

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● 巳

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● 0

● ●

受領確認

受領確認

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
－1■■■■■■■■＝■■－－■■＝■■＝■■■■■■ I■■■■＝ー■■ｰ■■＝ーーーー‐壺一■

認容棄却却下

受領確認

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ｡ ●

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● ●

□ ●

受領確認

受領確認

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
一一ｰ一一一■■■■ー1■■ーーーー■■ー■■■■■■ー■■■■ーー■■ー－－■■■■ー■ﾛ

認容棄却却下

受領確認

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ●

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● ●

● ●

受領確認

受領確認

終局日

終局区分

O ● ● 判決決定和解成立取下げ
ー－－■■､－－－－－ー‐ｰｰー■■■■■■一一一■■■■■■－－ｰ‐‐一一■■｡

認容棄却却下

受領確認



別紙閲

様式28

進行

番号

事件主
任官

支出

年月日

債務者の住所

及び氏名

立替金の

金 額
事件番号

立替えを

要する事項

郵便の

種別

出納担当者

への通知日 備考

年
月
日

住所〒□□ロー□□□□

フリガナ

氏名

第

年（ ）

号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□ロー□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□□－□□□□

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□□－□□□□

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□ロー□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき



別紙(16) 様式31
（ 表）

－－－－一一－一－－‐●‐一一 ③ 一一一‐ 毎一｡－一一一 一一一 ③今■＝－－

報告

（ ）

魯
⑬

● ●

bb■ ●■6F~旬■■ 守り｡■｡ ｡.●f aqQ■■■■■DB■■ ■q●■P■●■■叩■｡f■●● .■■●■■･■■｡ Q●

● ●

主任裁判官 調壷官 害記官 受付月日

● ①

記録数

4

冊

｡

令和 年（あ）第 号

事 件 名 被 告 人 身柄

U

■ b

弁
護
人

私選 国選

起訴日

第 一 審

地裁 支部 簡裁

(判決宣告 ）

第
一 F

一 審

高裁 支部

(記録受理 ・ ・ ）

(判決宣告 ． . ）

□ ● b e

■ 昏

上告申立て 被告人・ ・ 弁護人・ ・ 検察官 ● ●

異議

訂正
申立て （ ）

終

局

裁
判

裁判日 主 文
決定謄本
送達日

Ｄ
Ｏ
Ｄ
０
ｂ
０
９
Ｙ
ｒ
《
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
ｉ
０
Ｉ
▲
１
０
１
１
０
マ
０
０
９
９
６
０
‐
０
９
▲

確定日

■
由
宇
ｂ
ｐ
Ｏ
Ｐ
■
Ｕ
■
■
ａ
５
Ｌ
■
ロ
ワ
ロ
ワ
▲
甲
。
Ｆ
■
ｇ
■
●
■
ロ
ロ
■
“
■
凸
■
■
ｐ
上
甲
■
■
・
■
▲
甲
■
ｇ
“
ｑ
■
■
■
Ｕ
ａ
ｐ
ｄ

書記官

上
告
取
下
げ

取下被告人 受付日

● ●

拘置所受付日

（ 拘 刑）

8

● ●

検察官に通知

● ●

書記官 検察官
了知

第 小法廷



4 ，

(裏）

令和 年（あ）第 号

、

皐 ●－－一一一●－－－ ~q －
－■←－－1－伊一一一－←③ー

大法廷回付・撤回 回付 ● ● 撤回 □ 、

予
備
欄

D C

6

■ ず

備
考
欄

上
告
趣
意
書

完
結
後
の
処
理
事
項

そ
の
他

最終日 ● ● ● ● ● ●

提出

● ,● （ ）

● ■ （ ）

・ ・ （． ）

● ｡ （ ）

● ● （ ）

● ■ （ ）

事 項 ‘ （事件番号） 処 理

訴訟費用負担決定 ● ● 決定 命じない

訴訟費用免除申立て（ （せ） ） 。 。 免除棄却
審
審
一
◆
一
一
送付

（ （ ） 。 ） ● ●

（ （ ） ） ● ●

も

U

記録送付 ● ● 冊 原審返還 ● ●



別紙(171 様式33

令和 年 既済事件処理簿

可

－－ 口幸一●6－－ ③－ 一一▲ 4 凸 6－一●一 －－4－←－－ ■ 0－

終局
月日
事件番号

■ 9

被告人 結果
謄本
受領

確麗

確定

月日

確定通知

月日 受領確鯉
備考

■

（ ）
● ■

■

（ ）
● ■

■

（ ）
■ ●

■

（ ）
● ■

a

（ ）
■ ●

●

（ ）
｡ ■

●

（ ）
■ ■

■

（ ）

bq

■ ■

■

（ ）
● ■

■

（ ）
■ ■

■

（ ）
■ ■

●

（ ）
● ■

■

（ ）
句 ●

の

（ ）
旬 ■

●

（ ）
□ ■

●

（ ）
● ■

■

（ ）
● ■

●

（ ）
■ ■



別紙側

様式34

国選弁護人候補指名通知依頼簿

進行番号 事件番号 被告人 受領確認
選任通知

受領確認
小法廷 備考



「

別紙(19) '

令和 年

様式35

第小法廷
並
日 通郵便委任簿

－‐－
－一一①ｸ－－，－一ﾏｰ●＝*ｰ－－ ー －一一一

月日 事件 番号 受領確認

／ ■ローq■ー1■●●4■I■ロロ｡■ロウ●1■ ､ロ●｡■4■①ロCl■■■■‐①●d■の■ ■｡｡｡q■q■q■■･ロロロロ｡■■d■I

通

／ ■q■4■｡●つ‐ロー‐■､ ﾛ■1■｡｡つb4■I b■■■■■■ロ■ﾛ■q■■■q■■■‐■■ ■■●や‐■■■●｡｡‐●q■凸l■Ⅱ■｡'

通

／ F1■‐－画‐の｡‐■‐｡｡－句旬毎●q l●｡●ロ4■■‐■‐‐ロ■旬●の再一■ 曲ロ口中ローq■‐ロロ｡●●●‐■一つ1 ■4■●●ロロロー‐わ■○壷‐●や口一

通

／ ■■＝C由●の①●I■｡｡●ロの口中■ ﾛ 4■｡｡■■■■今｡●ロ■ー■ロq■q■■ ■■の｡ｰ■1■ロー●句●■■｡■■●I

通

／

／ ｡●‐●q■ロ｡■■■■｡｡●●●●■｛ b色{■■■■”戸一■■｡■ﾄ 4■勾一■d■■ ■●の勺－4■q■つ凸■ﾄ q■4■‐■■｡‐●1

通

／
口 6

■｡。■I■■■‐●●｡●■申草ロロ■b■ ﾛ｡①■①■■■●ロロ■｡■■■●ロロ pロロ甸口■トロ●●ロ■｡②■■●中■I

4 ／

通

／ ■■4■■b‐■I■ロ■■ー■q■』■ー凸■■●1 1口■■1■■●●■卜1■■‐■■■■■q■■■ 早■‐｡I■■■－q■由U■ﾛ■■4■ロー■ゆI

通

／ ■■。■■■■●●d■q■‐■‐■｡■ー｡●I P■■■■●●●争旬旬口■●■C●の煩 ■凸｡｡e●句■■■①■■■‐‐｡■凸I

通

／ ■ロU■q■4■■一○4■●一■■｡⑤｡●｡■■Ⅱ トー●｡■●Cl■‐■‐4■ロロ色●●‐■

U

■1■‐●｡■■●‐ロロ｡‐ロ今ロロ－4

通

／ ､‐●P‐口｡●■､ q■q■4■｡｡●口凸｡●■ ■■■－4■口q■■1■■－■句■■－4■■’

通

／ ,■q■l■｡■■口口｡●p■■■－，つ●■ ■●●■｡■●●●争｡｡■■●●●●I ゆの1■1■4■‐ロ■■■｡■■lロー‐■q■

通



別紙剛

様式36

進行

番号

支出

年月日

受取人の住所

フリガナ

及 び 氏 名

負担の

金額

事件番号 負担を要する事項

郵便の

種 別

受領

確認

年
月
日

〒□□□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□、□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□ロー□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき



様式37別紙(21）

･--,...-,･･･,-,一・一一,－－．=･－－－．，．．－-..-..-”切“－．．－･･････-.-....－一･･一･･一･--.-.,-取…･一・-一･一･･一･一･･･一一･･…･･毎-...-..-．線．.･－．－．．－．．．－．－．．－．．－．．．－．－．．－‘･････････-．'－．．。
－

一

最高裁判所

注意エ 申鯖人は，太枠に所要事衷を配入し， 『印紙」桐に所定額の印紙をちよう用（消印しない｡）の上，

原符から切り取らないで， この票を係貝に提出してくださし､。

2 「申鯖区分」楓， 「申鯖人」梱の『蜜柊」桐b 「閲党等の目的」掴及び「提出害類」掴は，咳当文

字をOで囲み，その他に餓当する場合には， （ ）内に具体的に妃入してください。
3 「閲克・磨写人氏名」掴は，申繭人以外の者に閲克・踊写巷させる鋼合に妃入してください。

－－－■－－e－ ー e－ －－－－4 b--一 ｡q■ ●一● ■－－

刑事a圧件配録等閲覧・謄写票（原符）

受付年月日 令和 年 月 日

申鯖区分

ち失う用印紙額

記 録‘ 。 鉦拠物

閲 完 ・ 磯 写

円

事件番号

被告人等氏名

申鯖人氏名

令和 年（ ）

第 号 事件配録等返遼

月日 ・事件担

当害配官受領印

■■q■ﾛｰｰｰｰ‐ー。■ー■

口担書

ロ却下

口拒絶

原符番号 第 号
事件担当書記官
票受領印

(大法廷・第小法廷）

原符番号 第 号 担当法廷 大法廷・第 小法廷

刑事事件記録等閲覧・旙写票

申鯖年月日 令和 年 月 日

申鯖区分

記 録 ・ 征拠物

閲 覚 ・ 磯 写

事件番号

被告人等氏名

閲覚等の目的

令和 年（ ）

第 号

瞬酸軍備等・その他

〔 ）

申
鯖
人

資 格

住 所

又は

弁膜士会

氏 名

被告人・弁塵人・その他

（ ）

印

睡拠物勝写方法
‐ ■

閲覧

瞬写
人氏名
事務貝 ・桑者・ その他

（ ）

所要兄込時間

…出“月日

時間 分

月 日

提出香類

委任状 臼 その他

〔 ）
閲覚等の部分 許否及び特別指定条件 鎮判長(宮)印

許

否

担当害記官印

印
紙

－
０
１
。
■
０
．
９
０
口
Ｉ
０
ｐ
０
ｐ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
１
０
ヨ

ロ
一
口
》
の
一
韓
弓
ロ
一
面
一
一
Ｐ
■
一
●
一
一
一
つ
一
口
・

更
■
０
０
０
０
０
０
■
Ｕ
■
ワ
ー
０
１
■
ワ
ロ
Ｕ
０
０
０
１
０
４

句
一
口
百
画
一
一
ご
●
画
』
一
一
コ
ロ
ロ
一
一
一
一
画
ロ
ロ
■

や
▲
ロ
■
■
凸
■
▲
■
凸
Ｆ
Ｄ
■
■
▽
■
■
■
■
・
■
■
９
■
■
・
口
一
■
ｑ
ｑ
■
ａ
ｑ
由
■
■
■
■
甲
。
の

一
ロ

一
？
■

口
一
口
凸
ロ
』
一
・
・
卓
一
ロ
ロ
室
一
一
・
一
口
一

口
凸
■
０
■
■
０
０
０
・
甲
色
甲
０
９
凸
■
０
９
二
■
・
・
ｑ
ｌ
ｌ
・
句
Ｉ
Ｌ

交付月 日

閲覧人‘謄写人

記録等受領確認

記 録 等

返還確認印

備
考



別紙倒

様式38

年令和

月日 押 収 番 号

事 件 番 号

被 告 人
(少年・対象者）

事件終局年月日

事 由

係書記官

部 ・ 係

処分終了

年月日

押収物

主任官 備 考

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか 人

● ●

ーーⅡ■■一一ーｰー－1■■ ■■■ーー－1■■ｰq

部 係 ●

● 令和 年押第

令和 年（ ）第 号
■■一一一I■■一一一ーロ■■一一I■■ 1■■ I■■ I■■ 1■■一4■■ 4■■ー■■ 一一一ｰ

ほか 人

● ●

一一一一一一一一一■■ｰ■■ー一一一

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか ＝人

● ●

■■ー■■＝ー一一■■一一■■ー■■一一ー

部 係 ●

◆ 令和 年押第 号

令和 年（ ）第
ロ
言

ほか 人

● ●

＝■■ー■■■■一一一一‐■■一一I■■ーー

部 係
●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか 人

● ●

ーーーーー■■一■■■ 1■■ q■■ーーー■■ 1■■ー

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号
ー■■一－一■■一一一■■一一一ーー■■一一一ｰ■■‐ーーー■■

ほか 人

● ●

ー■■ー1■■ーⅡ■■ Ⅱ■■ q■■一一ｰー4■■ 1■■ー■■

部 係 ●



1

別紙倒

様式39

令和 年

(仮出簿）

仮出
月 日

■ P

｡

押 収 番 号 符 号
係書記官
部 ● 係

返還予定
月 日

返 還
月 日

押収物

主任官
備 考

●

令和 年押第 号
部 係 ●

●

令和 年押第 号
部 係 ●

●

令和 年押第 号
部 係 ●

c

c

令和 年押第 号
部 係

｡

令和 年押第 号
部 係

令和 年押第 号
部 係

令和 年押第 号
部 係 ゆ ぺ

令和 年押第 号
部 係

の

令和 年押第 号
部 係

●

令和 年押第 号
部 係



別紙幽

様式40

令和 年

(仮出押収物送付簿）

裁判官
主 任
書記官

事件番号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

押収番号 令和年押第 号 令和年押第 号 令和年押第 号

符 号

ロ
目口口

数 量

交
付
又
は
送
付

月 日

事 由

先
付
付

交
送

受領確認

返還年月日 ● 白 ● ● ■ ●

備 考



別紙慨）

様式41

‐

才甲 L反 物 保管雲

収
、
号

押
番

事件

番号

令和 年押第 号

年（ ）第令和 号

､ 9

事件名

被告人

(少年・対象者）

係書記官･部･係

ほか 人

部 係

符号
目

ロ

ロロ

１
１
０
１

ー←の←●一一P一一一‐

数 量

受領
年月日

認

処 分

年月日 要 旨 ．

年月日 結 果
押収物
主任官

備 考

０
０
０
０

－■■■■＝■■ 4■■■■ー一一■■ｰ

０
１
１
Ⅱ

‐‐ー一一ー一÷一一■■■■

０
１
１
１

ｰーｰ■■ ■■ー■■ ■■ー■■■■■■

、

１
１

ｰｰ一一一一一一■■一■■ー

１
１
１
１

■■■■一一■■■■■■ ■■ ■■■､－■■



別紙@6)

様式42

(注）符号欄に余白が生じた場合には、その部分に斜線を引く。

仮 出 票
主任

書記官

押収物

主任官

仮出

年月日

令和 年

月 日

書
官

係
記

部 係

受領確認

事件

番号

令和 年（ ）

第 号

被告人

(少年．

対象者） ほか 人

押収

番号
令 和 年 押 第 号

符
号

U■■ 1■■ Ⅱ■■ 4■■ I■■ 1■■ q■■一■■b 』■■ 1■■ I■■ q■■ーⅡ■■一ー1■■■■ーｰ一一ー一一ー■■ローーロ■■ーI■■ーI■■ 1■■ ■■ 4■■－1■■ Ⅱ■■ Ⅱ■■ 1■■ 4■■ 1■■ Ⅱ■■ I■■ 1■■ーー一一一－－1■■ 1■■ 1■■ Ⅱ■■ 1■■ 1■■ q■■一一‐■

一 一■■ ■■一一一一一一一ー‐--■■■■－■■ ■■■■一ｰ-ーｰ一一－－－－－Ⅱ■■＝■■－－－1■■ー-4■■ーｰ■■ 1■■■■■■ Ⅱ■■■■一一＝一一一一一一1■■~一一ｰ一一ーー
Uら

出
由

仮
事

返還
予定
年月日

令 和 年 月 日

返還

年月日

令和 年 月 日

保管物

主任官

受領確認

備考



別紙㈱

様式43

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

押収物

主任官

■ 申

受 領 書（還付）

令和 年 月 日

裁判所 御中

住所

氏名

次の押収物の還付を受け、受領しました。

事件番号 年（ ）第令 和 号

事件 名

被 とf夷 人口

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 今 和1コ 年押第 号

符号 ｜」
ロ

ロロ 数量



別紙剛

様式44

、

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

●

押収物

主任官

受 領 書（仮還付）
－ ℃

令和 年 月 日

裁判所 御中

住所

氏名

次の押収物の仮還付を受け、受領しました。

必要があれば､いつでも提出します。

事件番号 令 和” 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押.収番号 令 和 年押第 号

符号 目
ロ

ロロ 数量



別紙倒

様式45

(注）

1 事件番号、押収番号等は押収物を送付した裁判所のものを記載する。

2記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

押収物受領書
『 ゆ

令和 年 月 日

裁判所 御中

庁名

次の押収物を受領しました。

押収物主任官

事件番号 令 和 ・ 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号 目
口
口口 数量



別紙伽）

様式46

、

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

押収物送付書

令和 年 月 日

裁判所 御中

庁名

次の押収物を送付します。

押収物主任官

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号 口 目ロロ 数量 備 考



別紙(31)

様式47

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

、

裁判官
押収物

主任官

保管物

主任官

押収物鑑定結果通知書

押収物主任官殿

令和 年 月 日

裁判所書記官

次の押収物は、鑑定の結果変化したから、通知します。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告 人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号
口

目ロロ 数量 変化の状況



別紙鯛

様式48

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

裁判官
主任

書記官

廃棄処分書

庁名

令和 年 月 日

押収物主任官
d

次の押収物は、廃棄する裁判（令和 年 月 日）に基づき、令和

年 月 日廃棄した。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件 名

被告 人

(少年・対象者）

一一一一一－

I

ほか 人

押収番号 年押第令 和 号

符号
口

目ロロ 数量 廃棄方法 備考



別紙側

様式49

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

裁判官
主 任
書記官

庁名

換価処分書

押収物主任官

令和 年 月 日

次の押収物は、換価する裁判（令和 年 月 日）に基づき、令和

年 月 日売却した。

事件番号 令和 年（ ）第 号

事件名

被告人

（ 少年 ） ほか 人

押収番号 令和 年押第 号

符号
ロ

目口口 数量 単価 金額 備考

合計金額 円 （保管票進行番号令和 年第 号）



最高裁訟第415号

平成25年7月26日

改正令和4年12月22日最高裁訟第468号

改正令和6年7月16日最高裁総訟第203号

各法廷首席書記官殿

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

事件記録等の保存、送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票の

備付け、保存く廃棄等について（指示）

標記の事務について、下記のとおり定めましたので、平成25年7月26日から

これによって取り扱ってください。

記

第1 事件記録及び事件書類の保存、送付及び廃棄について

1 事件記録等保存規程（昭和39年最高裁判所規程第8号。以下「規程」 とい

う。 ）の運用に関しては、次のとおりとする。

(1) 通達等の準用

規程の施行に関して、下級裁判所に対して発せられた通達（通知及び回答

を含む。 ）の定めは、特別の指示がある場合を除き、 これを準用する。

（2）保存期間の特例

人身保護事件報告書の保存期間は、当分の間、事件結果の報告があった日

から起算して1年とする。

（3） 国立公文書館への送付

最高裁判所事務総長から、規程第10条第1項の規定に基づき内閣総理大



臣に移管することとされた記録及び事件書類の移管の指示があったときは、

当該指示にかかる事件書類等を、独立行政法人国立公文書館に送付する。

2 刑事関係確定事件記録及び事件書類の保存及び廃棄の事務の運用に関して

は、次のとおりとする。

（1） 通達等の準用

刑事関係確定事件記録及び事件書類の保存及び廃棄の事務の運用に関し下

級裁判所に対して発せられた通達（通知及び回答を含む。 ）の定めは、特別

の指示がある場合を除き、これを準用する。

（2） 保存期間等の特例

ア当庁において保存する大審院のした裁判の裁判書の原本の保存期間は、

当分の間永久とする。

イ当庁において、判決及び上告事件を完結する決定の謄本を保存するもの

とし、保存期間は、当分の間、事件終局から30年とする。

なお、事件を完結する決定に添付を省略された上告趣意書の写しは、当

該事件の裁判書謄本と共に保存する。

3様式

1及び2の事件記録及び事件書類の保存に関しては、別紙様式第1から別紙

様式第5までの様式による。

2事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等について

事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等の事務の運用に関しては、次のと

第2

おりとする。

1 通達等の準用

事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等に関し下級裁判所に対し発せられ

た通達（通知及び回答を含み、押収物等取扱規程、裁判所の事件に関する保管

金等の取扱いに関する規程及び予納郵便切手の取扱いに関する規程の施行につ

いての通達等を含む。 ）の定めは、特別の指示がある場合を除き、これを準用



する。

2事件関係帳簿諸票の名称等

事件関係帳簿諸票の名称、様式､､備え置く係等及び保存期間は、別表第1及

び別表第2のとおりとする。

3 事件関係帳簿諸票の区分又は別冊について

(1)事件関係送付簿は、次に定める事項ごとに区分し、又は別冊とすることが

できる。さらに送付先又は送付書類ごとに区分し、又は別冊とすることがで

きる。

ア庁内

イ庁外

（2）既済事件処理簿は、事件種別又は事件結果ごとに区分し、又は別冊とする

ことができる。

4帳簿諸票備付経過簿

（1） 記録保存係は、帳簿諸票備付経過簿を作成して、備え置く。

（2） 帳簿諸票備付経過簿には、別表第1及び別表第2記載の帳簿諸票を整理番

号順に登載する。

（3） 帳簿については司法年度の初めに、諸票については保存のための引継ぎを

受けたときに、それぞれ登載する。

付記

1 指示の廃止

平成22年3月12日付け最高裁訟第000110号大法廷首席書記官指示「事件記

録等の保存、送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票等の備付け、保存及び廃棄に

ついて」 （以下「旧指示」 という。 ）は、平成25年7月25日限り、廃止する。

2経過措置

(1) この指示の実施の際現に備え付けられ、又は保存されている帳簿諸票（帳

簿諸票保存簿を除く。 ）は、 この指示により備え付けられ、又は保存されてい

る帳簿諸票とみなす。



（2） 旧指示により備え付けなければならない帳簿諸票又は備え付けることができ

る帳簿諸票で、 この指示により備え付けなければならない帳簿諸票又は備え付

けることができる帳簿諸票とされなかったものについての保存期間は、従前の

とおりとする｡

（3） 従前の諸用紙は、 この指示に定める諸用紙として利用することができる。

（4） 帳簿諸票備付経過簿は、平成26年度以降の事件関係帳簿諸票について作成

する。

付記（令和4． 12． 22訟第468号）

1 実施

この指示は、令和5年1月1日から実施する。

2経過措置

この指示の実施の際、現に備え付けられ、又は保存されている帳簿諸票（帳簿

諸票保存簿を除く。 ）は、 この指示により備え付けられ、又は保存されている帳

簿諸票とみなす。

付記（令和6． 7． 16訟第203号）

1 実施

この指示は、令和6年7月16日から実施する。

2経過措置

この指示の実施の際、従前の様式による用紙が残存している場合には、 これを

使用して差し支えない。



(別表第1）

最高裁判所に備え付ける帳簿諸票（民事関係）

保存期間帳簿諸票の名称 備え置く係等

事件簿

（民事事件）

民事事件係’

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事上告事件簿（オ）

民事上告受理事件簿（受）

民事特別上告事件簿（テ）

民事特別抗告事件簿（ク）

民事許可抗告事件簿（許）

民事再審事件簿（ヤ）

民事雑事件簿（マ）

事件簿予備欄

70年

70年

70年

30年

30年

70年

30年

70年

●

● ●

ゆ

１
“
１
“
１
唖
２
》
２
》
２
⑩
》
２
》
３

●

●

●

●

０
皿
０
岬
０
皿
０
皿
０
皿
Ｏ
皿
０
皿
０

●

●

● ●、

●◆

●

●

●●

1

● ●甲 。。 ●

●■ ●Ｃ ＯＤ

●０● ● ■ ■

由 ●。● ● ●

● ■６ ，。 ●

●● ●９ ●■

２
唖
３
池
４
》
５
唖
６
皿
７
岬
８

●● ● ■ ■ ●。

“● ●● Ｏ

自白■● 白 ０

● ● ●● ■●

① ●、 ●●Ｇ

●● ●●● 。

(行政事件）

行政訴訟（第一審）事件簿（行チ）

行政上告事件簿（行ツ）

行政上告受理事件簿 （行上）

行政特別上告事件簿（行テ）

行政特別抗告事件簿（行卜）

行政許可抗告事件簿 （行う）

行政再審事件簿（行ナ）

行政雑事件簿（行二）

事件簿予備欄

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

70年

70年

70年

70年

30年

30年

70年

30年

70年

●■ 。 ●、

■ ■ ● ■

■ ●。●●

■■Ｂ ■ ■

■● ● ●

■ ■ ●■

■■■ ●ｐ

ＱＤ● 。

９
睡
加
孟
皿
》
胆
》
昭
一
皿
》
胆
》
肥
一
Ⅳ

。

●

■ 、Ｄ ■■

■● Ｄｅ

ｃ Ｄ Ｄ ｐ ｐ

■
● ｅ● ■■

■■ ■ ■●

■、● ■●

◆ ■● ■ ■

軸 ●● ●

(裁判官の分限関係）

裁判官の分限第一審事件簿（分） ※
●■■■■■■q●●■■■■■G■●■■■■｡■■■■■■●D■■■■｡●●p●●qpe■｡D■■●●g■■●●■｡●g●●D●■■■Q●●C■■■■q①●｡●●●●0●｡｡●●●･●｡●●①、■■｡●

同抗告事件簿（分ク） ※

民事事件係
●0,●●●●eCeDD●●cOeeD●goq･●、●OQQq●00Dog●OOe

民事事件係

10年
●0●●､●｡●●CCB｡、、■●●●●■■｡｡□●●■■■Qの●●■●■■q●p■■○○99●■■■g●●D■

10年

18 02

e●●●｡●●B●●｡｡G●■■■■●＆

02

●● ●●

19



保存期間帳簿諸票の名称 備え置く係等

事件簿以外の一般帳簿諸票

（期日簿等）

民事期日簿 法 廷 3年

(送付簿等）

》
一
》
一
部

事件関係送付簿 年
》
年
》
年

５
皿
５
岬
５

一
一

５
四
６
四
７

０
和
０
》
０

白 ■■ ■

Ｄ Ｄ Ｆ ■

１
ｍ
２
皿
３

２
皿
２
和
２

●■■ ●●

●白■ ■ ●

●､■■D■G●●､■■■G●●■■■白●●｡■■白●G●●D●■白､●●●DDG●●eDD■■q●●､、■Q■●●●■■0●QDDD0■CG●｡D●●■白Gd｡●be●､●●●■■●●､●、■■0●●●■Q●●DQQe●

事件記録出納簿
●epoゆ｡。■OG●■●■屯●●｡●●●●･･･●●●●◆DDD申■■●今、●｡■CO●●●●｡●●CD●●Ce●●●●●■｡①●●●●●■｡●わ●●■t■■●●●。●■●●●●●Coo●DC●･●●●■●●●●■｡●●

記録受領書

(送達関係）

法 廷
民事事件係

法 廷

民事事件係

法 廷

書留郵便物受領証（特別送達用）

同 （書留用）

郵便送達委任簿

●
●
■
●

■
●

岬
唖
■
巳

●
●
Ｇ
Ｕ

年
唖
年
一
年

５
師
３
抑
５

９
●
●
０
Ｃ
ｏ

ｏ
●

Ｃ
Ｏ

Ｄ
●

●
●
●
●

●
●

８
》
９
》
０

０
．
理
０
皿
１

●

● ■■● 早

■ ●■Ｄ ●

４
”
５
ｍ
６

２
皿
２
皿
２

Ｄｇ Ｄｇｅ

● ●● ■巳

(予納郵便切手関係）

裁判関係庶務係 1年
■■■｡●●｡■■●●GDDD■●●●●●●ODDQQO●●、●●●●0●●●●■●●g●●●■●●99●、■■

5年

予納郵便切手保存簿 1127

■■●■■■●、■■■■｡｡｡

28

●｡｡｡●■｡■e●､●■●●｡●●●■●0●･●■DQQOO●●、●Q●eDD●●q●、、●●0q●CO■｡早■｡｡p●｡■g●､■■●■■●●、■■甲｡■●●●■■●■■｡■｡■■｡●●■■■■■●■■■■G●■■■■●● ●岳■■■■G●■D■■■●■■■■■qGe■■■■■■■●B■■■■■■■■●●

受領書 法 廷 12

(閲覧謄写関係）

裁判関係庶務係民事事件記録等閲覧・謄写票 原符5年

(保管金及び民事保管物等関係）

保管金提出書

保管票

民事保管物受払簿※

民事保管物原簿※

保管票送付簿※

仮出民事保管物送付簿※

仮出票

受領票

雑

秘密記載文書受払表※

法 廷

法 廷

法 廷

記録保存係

法 廷

法 廷

法 廷

法 廷

法 廷

法 廷

原符5年

10年

10年

10年

3年

3年

3年

5年

3年

10年

■●● ■

■■、 ■

、 、 ■● ■

●Ｇ ■ ■

■ ■■ロ■

■■ ｑ ●●

０
皿
１
》
２
》
３
唖
４
函
５
卵
６

３
唖
３
唖
３
皿
３
》
３
岬
３
唖
３

■ ■■ ■■

●■ ■■ 岳

伊自 ■ ●ｑ

● ■ ■ ■■

●●■ ■■

●● ● ●●

●●

口 ■

■

７
唖
８
唖
９

３
岬
３
師
３

■● ●●●

■ ■■ ■■

－

●●●●｡●●DDpo●｡･●0,｡●｡

22



整理

番号

使用する

様式

使用する

様式備え置く係等’ 保存期間備え置く係等 保存期間帳簿諸票の名称帳簿諸票の名称

(保存関係）

登載された全ての帳簿諸
票を廃棄するまでの間

5年

登載された全ての編冊を
廃棄し，特別保存に付
し，又は独立行政法人国
立公文書館に送付するま
での間

保存期間を延長した当該
事件記録等を廃棄するま
での間（当該事件記録等
について特別保存をした
場合において、国立公文
書館に送付するときに
あっては国立公文書館に
送付するまでの間、特別
保存をした場合において
国立公文書館に送付しな
いときにあっては永久）

記録保存係

記録保存係

帳簿諸票備付経過簿
◆由 ●● Ｑ

Ｄ Ｏ Ｑｃ ●

３
》
４
《

●■

● ■

２
吋
２
唖

■ 。● ■■ ●

■ Ｃｅ ■● ■

ー

●●｡｡q●●●●q●●■■■●●D■■■●■■■■■■●●■■■●■■■●●■●●●●■●■●G●●｡●●DDG■Gd●DDD●Q●O●D●●｡｡■●●､■■■■■●■■■■■■■■●■■■■GG■■■●｡■●●■■●●■｡●●●●●q●oDDg●･

40

●●｡■｡CQ●,｡●●QOO

帳簿諸票等引継書
●･●●､●●｡●●●■■■●｡●、■■e●D■■■■■●●■■■■■■■■■■●●●巳｡■■■■●●■●●■■●●●O●､●､ウQQeO0●●O●●●●●■■●■■●●b■■■■■●●e■■■■●●■■■岳●■

記録保存係裁判原本等保存簿（民事） 2541

●●｡●●早●●●●、●｡●●●■●●●●●｡●●●●■■■●●D■■■e●■■■■■巳●●■■■●･■●●■■●●●●●●■G●●●●●●●●●●0●oDO○・●●●●●●●●●●●■●●■■■■■e●■■■■■■●■■■■■■■■■■･●e●●●■由●● ●●●｡●●0●●●●●●●●●●●｡｡｡●･･｡、●●■●G●●●■■●■●●巳●●｡●●､､●●cc●●、｡

６
１
２
－

42

－1
記録保存係保存期間延長記録等保存票

特別保存に付した当該事
件記録等を国立公文書館
に送付するまでの間（当
該事件記録等を国立公文
書館に送付しない場合に
あっては永久）

６
２
２
’

２
２
４
－ 記録保存係特別保存記録等保存票

(その他）

民事事件係

一
一

年
》
年
一
年

５
唖
５
晒
３

’
一

人身保護事件報告簿 27

28

29

27

28

29

●●

● ■

３
咽
４
》
５

４
皿
４
岬
４

■■■ ●

● ●● ｅ ●

●■■■■■●●●●■■･●●■■●●●●■■■■●●●●■CG■●昌舎.●600･●、●●●●q●●0，，●0｡●●p○●●●｡□●BD■■■■■■●■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■●●e●●■白■●● ●●｡●●eODDoDoe●O●●｡●●QQQ●●、●｡●qq●DOD｡■G5●●

裁判関係庶務係国庫金立替請求及び負担額通知簿
●｡●●●●｡●●●CQ●◆、●･＄･●●●●●●●白｡●｡●DDC･●●●●,●●●●●■屯●●ゆ甲｡｡●●申●申●●●●●●●｡●●●●｡｡●･●●●●COO●●●●●◆●●●●Q●●､●●●■●Gee■■■■ace■■■■■●●●■■■■■q●●■■■■■●●B■巳q●D■■■●●◆｡

訟廷庶務係認証等用特殊用紙授受簿

(注） 1 ※を付した帳簿は、事件が係属したとき又は記載事項が生じたときに備え置くものとする。

2大法廷においては、 1以外の帳簿についても、事件が係属したとき又は記載事項が生じたと

きに備え置くものとする。



(別表第2）

最高裁判所に備え付ける帳簿諸票（刑事関係）

’

’

整理

番号
帳簿諸票の名称 備え置く係等 保存期間

使用す
る様式

46 刑事上告事件受付票(あ） 刑事事件係 120年 30

47 刑事(旧法)上告事件受付票(れ） 刑事事件係 120年 30，

48 刑事上告事件事件票(あ） 刑事事件係 120年 31

49 刑事(旧法)上告事件事件票(れ） 刑事事件係 120年 31

50 非常上告事件簿(さ） 刑事事件係 120年 32

51 刑事再審請求事件簿(き） 刑事事件係 120年 32

52 刑事上告受理申立て事件簿(ゆ） 刑事事件係 120年 32

53 移送許可申立て事件簿(め） 刑事事件係 10年 32

54 判決訂正申立て事件簿(み） 刑事事件係 120年 32

55 刑事特別抗告事件簿(し） 刑事事件係 20年 32

56 費用補償請求事件簿(ひ） 刑事事件係 10年 32

57 刑事補償請求事件簿(も） 刑事事件係 10年 32

58 訴訟費用免除申立て事件簿(せ） 刑事事件係 10年 32

59 刑事雑事件簿(す） 刑事事件係 10年 32

60 没収の裁判の取消第一審事件簿(収へ）※ 刑事事件係 10年 32

61 ･ 没収の裁判の取消上告事件簿(収と）※ 刑事事件係 10年 32

62
法廷等の秩序維持に関する法律違反
第一審事件簿(秩と）※

刑事事件係 5年 32

63
法廷等の秩序維持に関する法律違反
特別抗告事件簿(秩ち）※

刑事事件係 5年 32

64 医療観察再抗告事件簿(医へ）※ 刑事事件係 20年 32



’
蝉以外の一般帳簿認

’

’

’

整理

番号
帳簿諸票の名称 備え置く係等 保存期間

使用す
る様式

65 刑事期日簿 法 廷 3年 04

66 事件関係送付簿
法 廷

訟廷各係
5年 05

67 既済事件処理簿 法 廷 5年 33

68 事件記録出納簿
法 廷

記録保存係
5年 06

69 国選弁護人候補指名通知依頼簿 刑事事件係 5年 34

70 書留郵便物受領証(特別送達用） 法 廷 5年 08

71 同（書留用）
法 廷

刑事事件係
3年 09

72 普通郵便委任簿 法 廷 5年 35

73 国庫郵券請求簿 裁判関係庶務係 5年 36

74 刑事事件記録等閲覧･謄写票 裁判関係庶務係 原符5年 37

75 保管金提出書 法 廷 原符5年 14

76 保管票 法 廷 10年 15

77 民事保管物受払簿(刑事）※ 法 廷 10年 16

78 民事保管物原簿(刑事）※ 保管物主任官 10年 17

79 保管票送付簿※ 法 廷 3年 18

80 仮出民事保管物送付簿(刑事）※ 法 廷 3年 19

81 仮出票 法 廷 3年 20

82 受領票 法 廷 5年 21

83 雑 法． 廷 3年 一



帳簿諸票の名称 備え置く係等 保存期間

(押収物関係）

押収物整理簿

仮出簿

仮出押収物送付簿※

押収物保管票

保管票

仮出票

受領書(還付）

受領書(仮還付）

押収物受領書

押収物送付書(甲）

押収物鑑定結果通知書

廃棄処分書

押収物主任官

押収物主任官

法 廷

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

保管物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

一
一
一
一
一
一
一

孵
一
畔
拝
口
岬
口
岬
口
群
群
口
碑

８
》
９
－
０
》
１
－
５
》
２
－
３
》
４
５
》
６

３
唖
３
－
４
《
４
－
１
》
４
－
４
》
４
－
４
蝿
４

》
酌
一
曲
車
●
一
聯
施

一
唖
■
如

拠
》
妬
一
郎
一
師
一
能
》
的
一
卯
一
別
一
躯
一
郎
一
別
》
妬
一
％
》
師

。■

函

間

率

聞

師

函

”

一
恥
』
鋤

車

印

師

岡

画

面

師

函

■

・

函

■

何

脚

位

師

単

働

申

車

制

植

幽

函』一』一四一》”一面率

一
一
■
一
一
一

年
一
年
一
年
一
年
一
年
一
年

５
－
３
－
５
－
５
’
５
－
３

》
一
》
一
一

47

M■ぬqOOqのI“I｡●岫帥①脚卯■qp脚

48

－－ ~一一…一…輯…ー－ー－－ーｰー

換価処分書
■dbIqCMbM凸64■ぬb岡■■4■Hb餌■H●H■脚●I｡■ぬpU4bU■､H､■4■qqp間■脚■H■p■QM4d■qpI4●帥｡M●帥4，■QbH●幽Q■●脚q●■qgHD■GB■●ﾛq■脚●脚■ぬDM■■QgH叩脚■配■岡■､■■■ﾛ■●ﾛ■■ﾛ■■H■ﾛ●■■■函■■●■■､ﾛ●Hq凶●

雑

49

●HeH●HdmdDIqp■dHd■■､ﾛ●師

－

(保存関係）

》
｜
》
一

記
一
記
一Ｊ

峨
一
書
一

峠
一
報
一

撫
一
撫
一

一
一
兜
一

99 1 裁判原本等保存簿(刑事） 記録保存係

一軍一一一一一一■■函一一章一一一●■…■■■一一一一■一一一一単一■■…■南一南一■一一一両■…■■”■一ー－－幸



(注) 1 ※を付した帳簿は、事件が係属したとき又は記載事項が生じたときに備え置くものとする。

1以外の帳簿についても、事件が係属したとき又は記載事項が生じたと2大法廷においては、 1↓

きに備え置くものとする。

整理

番号

100

101

帳簿諸票の名称

保存期間延長記録等保存票

特別保存記録等保存票

備え置く係等

記録保存係

記録保存係

保存期間

保存期間を延長した
当該事件記録等を廃
棄するまでの間（当
該事件記録等につい
て特別保存をした場
合において、国立公
文書館に送付すると
きにあっては国立公

文書館に送付するま

での間、特別保存を
した場合において国
立公文書館に送付し
ないときにあっては

永久）

特別保存に付した当
該事件記録等を国立

公文書館に送付する
までの間（当該事件
記録等を国立公文書
館に送付しない場合
にあっては永久）

使用す
る様式

26

－1

６
２
２
－



様式01(表）

平成 年（ ）

（
通
商

民
事

上
告
事
件
簿
）

皿O即1

』 ．

－ 一一一一争一一一 一－

事 件 番 号

当 庁 ． 受． 付 冊● ■ 冊● ●

事 件 名
、

上 告 人

申 立 人

原 ．

被

控
被

原
被
控
被

被 上 告 人

相 手 方

参 加 人

跡訟物信格（貼用印紙） 万円（ 円） 万円（ 円）

第
一
審

裁 判 所

受理 日 。 番号

終局 日 ． 結果

高地 支簡

・ ・ （ ：）

● ■

嵩地 支簡

（ ）● ●

● ●

0 ●

控
解
審

裁 判 所

事 件 番 号

終局 日 。 結果

上告提起事件

上告受理申立て事件

高地 支

（ ）

● ●

● ● （ ）

● ● （ ）

高地 支

（ ）

● ●

● ． ● （ ）
● ● （ ）

当
審

（受） 終局日 P結果

終 局 日

結 果

記 録 送 付

受・不● ●

● ●

判・決

冊。 ● 、

受・不■ ●

● □

判・決

冊● ●

関連上告・上告受理事件番号 （ ） （ ）

備 考

担当法廷

(添付郵券）

受領印 小

（ 円）

・ 小

（ 円）



(裏）

ダ

一一

冊● ｡ ● 冊● ● ● ◆ 冊

原
被
控
被

原
被
控
被

原
被
控
被

万円（ 円） 万円（ 円） 万円（ 円）

高地 支簡 高地 支簡 高地 支簡
● ● （ ） ● ● （ ） ・ ・ （ ）

凸

● ● ● ● ● ●

高地 支 高地 支 商地 支
●

（ ） （ ） （ ）

● ● ● ● ◆ 。 ●

● ● （ ） ● ● （ ）
、
Ｈ
ｇ
〃

今
〃
Ｉ
、

●●

● ● （ ） （ ）● ● ● ● （ ）

受・不● ● 受・不● ● 受・不● □

■ ● ● ● ● ●

判・決 判・決 判・決

冊● ● 冊● ● 冊● ●

（ ） （ ） （ ）

U ◆

小

（ 円）

小

（ 円）

小

（ 円）



様式 02
(表）

）年（平成

｢－－

（
哉
高
．
民
事
、
雑
事
件
簿
）

H]3,(M3)

事 件 番 号
1 e ■

当 庁 受 付 。 。 、 冊 冊0 ●

事 件 名

p d

貼 用 印 紙 円 円

申 立 人

相 手 方

一

春

裁 判 所

申 立 日 ． 番号

終 局 日

結 果

高 支
地家 簡

（ ）● ●

、 ●

高 支
地家 簡

（ ）● ●

● ●

二

審

裁 判 所

申 立 日 。 番号

終 局 日

結 果

特別抗告提起事件

許可抗告

申立て事件

申立日・番号

許可決定日

高
地 支

● ． ． （ ）

● ●

● ● （ ）

● ● （ ）

■ ●

高
地 支

● ・ （ 〉

● ●

込
Ⅱ
〃
グ

グ
〃
１
，

●●

、
８
″
厚

〃
９
８
、

●●

● ●

当
審

終 局 日

結 ． 果

記 録 送 付

● ●

｡ 。 冊

● ●

、 冊● ●

関連特別・許可抗告事件番号 （ ） （ ）

備 考

担当法定
(添付郵券）
受領印 小

（ 円）
小

（ 円）



0

(裏）

一

－－

冊● ● ・ 冊● ． 冊● ●

円 円 円

1

高 支
地家 簡◆

高 支
地家 ． 簡

高 支
地家 簡

● ● （ ） （ ）● ● ● ● （． ）

● ● ● ● ● ● ●

妊 高
地

支
高
地 ．

支
高
地 支

● ● （ ） ●

申

9 0

● （ ）
心
日
日
〃

夕
Ｊ
Ｌ
、

●●

● ● ● ● ● ●

（ ）● ． ● （ ）● ● ● ● （ ）

● ● （ ） ● ● （ ） ● ● （ ）

● ● ● ● ● ●

● ● ● ■ ● ● ●

冊 ． ． 冊 冊● ●

（ ） （ ） （ ）

小

（ ． 円）
・ 小

（ 円）
小

（ 円）



心

様式 03

(表）

年（ 予備欄平成 ）

－
一

－－ －－
－ －

事件番号
当事者

区 別

氏 名

終 局

結 果

法
廷
備 考

申
・
相

上
・
被

原
・
被

０
“
，
ｊ
０
０
９
０
ｊ
０
１
０
舎
１
０
０

控
・
被

。 。 受・不
かーー~■■ーーーー一一－一一ｰ~~一一一＝ｰー●

・ ・ 判・決
■■■一一一一一一一ー一一一一■■ー‐ー■■ーー■■ｰ■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． 。 受・不
○ｰ一一一一一一一ー一一一ー‐ｰ一一ー■■■■■■ｰQ

。 。 判・決
p■■ー午一一■■■■■■ーーｰ‐一一一-一■■ーーｰ‐■

１
２
３
．

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

。 ｡ 受・不
■■■ｰ~ー■■一■■一一一一－一‐ー‐一一一ー一画■

． ． 判・決
b－－ｰ一一■■ーー一一ーｰー‐一一＝一一一一一■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． ． 受・不
p■■ー一一一一一一一一一一

● ●

‐ー‐~ーー■■ーー一■

判・決
■幸一‘■■‘■■一一一.■■一一一■■ーーー－－■■I■■■■■■一4■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原」
●

被

. 。 受・不

・ ・ 判・決
■ｰ■■や一一一一一一一ローーーーーーーーー■■ー口

１
２
３

申
●

相

上
●

被

控
・
被

原
・
被

・ ・ 受・不
凸一一一一一一一一一一一‐－ー←－－－－－－ー■

。 。 判・決
■ーーｰ‐一一ー■■一一一ー一幸一一一■■■ーｰ一○

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
・
被

● ． ． 受・不
pーーー一一ー一一一一－一一ー■■~一一一一ー－■

■

． ． 判・決
、一一一一ー一一‐一一－－一一‐ーー■■一一■■ー｡

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

。 ． 受・不
■一＝ー一一一一一一1■■ーー一一一~一一‐ｰｰー■

。 ． 判・決F

巴一一一一一一I■■~一一一一ｨ■■‘■■ーU■■一一ー一一■■｡

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
●

被

． ． 受・不
巴一一一一一一一一一一~←－－－－■■■■ーｰー一句

・ ・ 判･決
■－－－－~ー■■ー一一一一一‐一一一ｰ一一一ー■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

・ 。 受・不
■一一ｰ~ロー‐ｰ~一寺＝‐ーー~一ニーニーーー■

。 ． 判・決
p■■一ー‐－－‐一一一一一一■■■■ー■■ｰ‐‐一一■

、 b

１
２
３

申
・
相

上
・
被

■
■

控
・
被

原
・
被

． ． 受・不
曲－‐一一一－一■■‐一一一垂一一一一一一■■■■ー■

。 。 判・決
■■ローー■■■■ー■■一-一一一一-一一一ｰ一一一■■■

１
２
３



(裏）

平成 年（ ）予備欄

"61m

事件番号
当事者

区 別

氏 名

終 局

結 果

法
廷
傭 考

申
・
相

■
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
Ｉ
日
！

上
・
被

■
Ⅱ
１
．
０
■
１
日
０
０
０
■
１
■
Ｉ
■
Ⅱ
ｄ
Ｉ
８
Ｉ
ｄ
Ｕ
■
０
８
０
■
０
０喝

０

控
・
被

原
・
被

h

●ー

， 。 受・不
ｰー一‐ｰ■■一色一一一一一＝一ー■■~■P‐■■

． 。 判・決
●‐ｰー‐‐上＝■■ー－－ーー一一一ー●ｰ‐‐ｰ□

１
２
３

申
・
相

ｌ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
１

上
・
被

１
ｌ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１

控
・
被

原
・
被

． ． 受・不
■ー■■＝■■一一一一一一一一一ーーーー－－ーｰー●

. 。 判・決
■一一ー一一ー一一一‐一一ｰー■F‐塵一一一一一句

１
２
３

申
・
相

１
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
■
ｑ

上
・
被

１
１
１
０
１
０
０
０
１
１
１
１
ｌ
ｂ
ｑ

控
・
被

原
・
被

。 ． 受・不
■ｰ－－~ー‐ーーー一－一一ー凸一一一■■ー■■ー■

。 。 判・決
■一一ーｰ一一■■ー■■1■■一－一一一ｰー1■■-口'■■ー｡

１
．
２
３

申
・
相

０
１
０
１
Ｉ
０
Ｉ
０
９
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
■

上
●

被‘

０
１
９
０
０
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
０
０
０
１
１

控
・
被

原
・
被

． ． 受・不
■ー一一一一一ｰー■■一一‐ーーー‐ーーｰ一一‐■

． ． 判・決
■ーー－－ー－ｰ－－－■■ｰ一一一一-一一一ー一■

■

１
２
３

申
・
相

’
二
Ｊ
二
－
０
１
０
■
０
■
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
呂
０
▲
０
０
口ｑ

上
・
被

１
１
１
１
１
０
０
０
０
０
１
１
０
０
ｑ

控
・
被

原
・
被

・ ・ 受・不
画一＝■■ー■■ｰｰ一一ーd■■ー■■ーー一一一一Ⅱ■■■■ー■

・ ・ 判・決
、一一一一一一一■■ー~ー■■一一一ー一‐ｰ－－■■■

１
２
３

申
・
相

▲
Ｉ
▲
１
１
０
１
皇
０
１
凸
Ｕ
▲
Ｏ
０
９
Ｙ
ｆ
Ｉ
皇
１
■■

上
・
被

１
Ｉ
Ｉ
１
１
Ｉ
１
０
０
０
Ｉ
０
Ｉ
ｌ
■

控
・
被

原
・
被

． 。 受・不
D一一一一■■ｰ‘■■一一一一－4■■』■■ー一一一ｰ‘■■一一■

． 。 判・決
B－－ー■■■■ｰー‐一一一■■一‐ｰ■■‐ｰ一一ｰｰ■

１
２
３

申
・
相

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
９
０
０
ｂ■

上
・
被

０
▲
１
０
１
０

ｊ
－
０
０
０
９
０
０
０
０
凸ｇ

控
・
被

原
・
被

． ． 受・不
由一一一一一一一一一一一一一一一一一■■一一一‐■

。 。 判・決
pー－－~一一■■ー一一ー一一一ｰー－－－－‐‐■

１
２
３

申
・
相

■
■
■
■
■
Ｕ
■
■
■
■
凸
■
■
■
■
Ｕ
０
８
▲
■
＆
■
且
■
』
■
▼
血
ｐ
■
■

上
・
被

■
■
・
■
Ｐ
ｈ
ｅ
■
■
■
■
■
Ｕ
■
■
■
甲
凸
■
目
■
■
ａ
■

色
■
茜
■
司
凸
■
■

１

控
・
被

原
・
被

。 ． 受・不
p一一ー一一一-一‐一一ーーｰ一一一一一ｰーー■

． ． 判・決
岸一一■■ー■■一一一一■■■■ー‐ーー■■‐ー－－－ｰ■

１
２
３

申
・
相

ワ
リ
０
上
８
０
０
０
呈
Ｏ
０
０
０
０
０
０
ｂ■

上
・
被

１
１
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
６■

控
・
被

原
・
被

． 。 受・不
■ー一一一一ー÷‐一一一■■一一一－一一一ー■■ー■

。 ． 判・決
●ー‐‐‐一一■■一一一ｰ‐ｰ一－一‐ー‐－－ー●

１
２
３

申
・
相

自
口
▲
Ｕ
凸
ｇ
ａ
ｐ
・
５
Ｇ
口
▲
９
。
■
・
Ｕ
０
ｐ
Ｂ
ｐ
Ｏ
ｏ
０
ｏ
Ｉ
■
１

上
・
被

・
■
■
▲
■
。
■
■
■
▲
■
Ｕ
■
Ｕ
Ｂ
Ｕ
■
９
■
■
■
■
■
国
■
伊
凸
Ｕ
■
Ｆ
且
ｐ
■

１

控
・
被

原
・
被

。 ． 受・不
■÷■一－一一一一一一±－一一一一一一。－－－草
｡

。 。 判・決
の一一‐や一一ｰ一一ー一一一一一一一一やー－－■

１
２
３

申
・
相

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

上
・
被

１
１
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ

控
・
被

原
・
被

。 ． 受・不
●一一一ｰ－－－－－－■■■■－－－1■■一一一一一■■■

。 ． 判，決
P■■一一'■■一－一ｰ一一一一一一■■一一一－一一■■■

１
２
３



様式04

期日簿（ 月 日（ ） ）
第 小法廷

代理人

(検察官。弁護士
等）

当事者
(被告人）

事件番号
事件名

主任裁判官
調査官

担当書記官
立会書記官

警備
有無 備 考時間

ＦＩｌｌｌｌｌ

ﾛ ロ ロ ﾛ ﾛ ロ

1 1 1
■

■

■

■

■
■
■

■
■
■

■
■
二

二■■■■■

ｌｌｌｌｌ

■ ■

■

画一酌■卸・凶･一旬申一中一一占艸、｡｡･姉●尚－脚･印●■･“･函・薗函－ロ

l

亨 ■ 1

■ ■ ■

ＩＩＩＩＩＩ

■ ロ ロ ロ ■

ロ ■ 。

U I I ロ

－ 1 1 ロ I ロ

■

ロ

■ ■ ■ ■

ーーーー一一ーーーーー4■■ーーI■■

ノ

■

1 1 1 1

’ －－P 完

I I
● ■ ～

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■
■
■

◆■

■

■

■

｜ ’
(注） 1 弁論期日及び判決言渡期日を記入する。 2判決言渡は赤字で記入する。3警備有の場合は，甲，乙，丙，丁を記入する。



別紙(1)

様式05 事件関係送付簿

送付 事 件 番 号 文 書 の 標 目 送 付 先 受領確認 備 考

● （ ）

● （ ）

● （ ）

● （ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）



別紙(2)

様式06 事件記録出納簿

貸出月日

記 録

事件番号または
被告人（少年・対象者）氏名

冊数

受 領 者

所属及び氏名

返還予定

年月 日

受領確認

返 還

年月 日

返還記録

受領者印

備 考

● ● ■ ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ｡

● ■ ■ ●

● ● ● ● ■

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●



様式07ー

(記録発送日平成年月 日 ）

領＆書配録受

下記の事件配録を受領しました

平成 年 月 日

地方裁判所

戯判所害記官

最高裁判所舩廷事務室民事事件係御中

合計 件 冊

[連絡事項〕

本受領香を,ファクシミリ(番号O3-3262-1198)送信してください(送付書不要)。

－－－一－－－ －Ld－－

事件番号 冊数 備 考 1

平成年（ ）第号



様式08
書留郵便物受領証（裁判所控）

(特別送達用）

1

2

3

4

5

6

7

８
９

10

８
１

事件番号 受送達者の氏名 備 考 送達済 不送達 引受番号 郵便料 摘 要

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

(差出人） 引
受
局
日
付
印



I

’

’

様式09
’

書留・特定記録郵便物等受領証
■
ロ
■
ｌ
■
９
口
日
■
０
■
７
０
。
０
Ⅱ
Ⅱ
０
■
■
１
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
凸
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
Ⅱ
日

’

略倹の鏑求をすると8その他の田舎に必要ですから

謹鶏の腿人 がない
と 額です。

｜
I

l

す ｡

厚男

’

’

へ

I

(ご依頼主のご住所・お名前）

様

お届け先のお名前 お問い合わせ番号 申出損認圃眉 摘 要

様

様

様



別紙(3)

様式10

郵便送達委任簿（第 小法廷）

送 付 事件番号 受送達者 送達書類 受領確認 備考

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

□
□
□
□
□

■ ■

（ ）

（ ）

□
□
□
□
□

■ ■

（ ）

（ ）
､

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ 〃 ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

□
□
□
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ



1

様式11
予納郵便切手保存簿

ｒ
９
０
ｌ
０
０
１
６
０

１
１
１
１
１
１
１

I

’

事 件 番 号 額
受 入 れ

年月 日 摘 要

返還事由

発生年月日

処 分

年月 日 摘 要 印

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

一

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 、 ■ ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ■ ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ｡

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 、 □ ● ■ 、 ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ｡ ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●



別紙(4)

様式12

事件番号｜令和 年（・ ）第 号

年 月令和 日

御中裁判所

住所

氏名

受 領 轡

円分を受領しました。郵便切手

予
納
郵
便
切
手
受
領
書

9

〈



別紙(5)
様式13

・・,･･･････････-..--‘･･･‘･--…-----.･…．.…------‐切‘･---合一…-----.----……．．‐取一･･--…--.--.．…-------..---－．' :線･･･合．．--..----..--..----..--‘･-‘･----..-‐
最商裁判所

注意 1 申鯖人は，太枠内に所要亭項を記入し， 『印紙」欄に所定額の印紙をちよう用（消印しない｡）

の上，原符から切り取らないで， この票を係員に提出してください。

2 「申鯖区分」欄， 「申鋪人」欄の『資格」桐， 「閲覧等の目的」欄及び「提出害麺」柵は，簸当

文字をOで囲み，その他に餓当する場合には， （ ）内に具体的に記入してください。

3 「閲覧・騰写人氏名」禰は，申鯖人以外の者に閲覧・謄写させる場合に記入してください。

4事件配録中の録音テープ等の複製を申錆する場合には，複製用の録音テープ等をこの票ととも

に係員に提出してください。
“1）

一

一一 －－一一一
ー－

…剛閲完･磯零（原符） 申賄区分 閲覚・磯写 ・複製

受付年月日 令和 年 月 日 ちよう用印紙類 円

事件番号

申鯖人氏名

令和 年（ ）第 号
事件記録等返還

月日・事件担

当書記官受領印

● ●

ロ却下

ロ拒絶

原符番号 第 号
事件担当書記官

票受領印
伏法遥・第小法副

原符番号 第 号 担当法廷 大法珪 ・ 第 小法廷
ー

民事事件記録等閲覧・謄写票 申鯖区分 閲党・膳写 ・複製

申研年月日

事件番号

当事者

氏名

》
》

閲覚等の目的

提出害類

年 月令和 日

令和 年（ ）第
■
日

号

極
Ｉ

等・その他

）
委任状・その他

（ ）

申

鯖

人

資 格

住所又は

弁獲士会

氏 名

閲克

勝写
人氏名

所要見込時間

当事者・代理人・利害関係人

その他（ ）

印

時間 分

閲党等の部分 詐否及び特別指定条件 蹄

許
。
否

交付月日 ●

閲覧人・謄写人

記録等受領確認

●●●●●●●●●●●●●●●■●●

◆

印
紙

記 録 等

返還確認印

複製申請人
複製物受領確認

備
考



様式14

(表）

(原符）

_L_－且」
■｡‐●●●｡●●●｡■‐口一一q■‐‐

◎注憲 1 選の箇所は，提出者が記入してください。
2 提出者は， この書面（提出香）に保管金を添え，会計係（歳入蟻出外現金出納官吏）
に提出し，又は送付してください。
3保管金を提出した場合には，必ず保管金受領証書を受け取ってください。

◎注意指定口座への擬込みに支障を生じた楊合には，至急その旨を届け出てください。

－－－－ ーﾔ L＝ P－－
’

事件番号（被告人） 平成年（ ）第 号 係書記官氏名

金 額 円 提出者氏名

提出書交付年月日 平成 年 月 日 種 目

受入年月 日 平成 年 月 日 提出轡進行番号 平成 年度第 号

原 符 番 号
官
一
印

係
書
記

原符番号 第 号

爆琴全提出塞

（ 兼 還 付 購 求 ■ ）

V

進行番号

平成 年度

第 号

主任書記

官 印

係膏

記富

印

部 係
4

受入年月日 平成 年 月 日

事件番号

(被告人）
平成 年（ ）第 号 穏 目

金 額

■
ロ
■
ｑ
由
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｑ
■
■
■

百

■
■
■
Ｉ
血
Ｉ
■
ｑ
■
ｑ
０
ｑ
■
ｑ
０
ｑ
■
ｑ
■
ｑ
■

十 偉 千 百 十 万 千

Ⅱ
■
０
０
１
０
１
凸
０
０
１
０
口

百

ｑ
《
■
Ｈ
ａ
０
▲
Ｕ
一
■
６
国
二
■
二
０
“
■
■

十

Ｕ
Ｏ
９
０
０
ｂ
Ｏ
Ｏ
０
０
■

円

叢

提出年月日

平成 年

月 日

※

提出者

住所
氏名 印

竃雁 （ ）

燕

金
込
等

付
握
還
の
先

握込先

金 融

撰関名

口座番号

銀行

金庫

支店

預金種別

口座名装入の

住 所
氏 名

(フリガナ）

普通，当座，通知，別段

娘込年月日 平成 年 月 日

小切手番号



(裏）

一一一一 一 一 ●一

通知受領

年月日

期満失効

起算年月日
摘 要 支払高 残高 支払年月日

● ● ● ●
・ 円 円

● ●

c e

● ● ● ● ● ●

● ● ｡ ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ロ■

● ●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

｡①

● ●

● ● ● ● ● ●

D 0
e

● ● ● ●

● ●
｡

● q ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● .● ■ ● ●

● ●

。
■
・
●
。
●

●
。

● ●

● ● 。 ● ●

◆ q

● 令
● ●



別紙(6)

様式15

一

(注） 受け入れる保管金が会計規程第25条第1項に基づく場合には、

保 管 票
受入年月日

提出者氏名

平成 年 月 日
出納官

吏等印

提出書

進行番号

事件番号
(被告人）

種 目

平成 年度第 号

平成 年（ ）第 号

提出金額

備 考

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

現金

払出通知

年月 日

期満失効

起算年月日
主任書記官印又は
事務主任官･印

係書記官印又は
担当係印

摘 要
出納官

吏等印
支払 高 残 尚

● ● 、 ●

● ● ● ●

■ ● ■ ●

e ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ■

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●



別紙(7)

様式16

令和 年

）

保 管 番 号 第 号

受 入 年 月 日

事 件 番 号 令和 年（ )第 号

主任書記官 係書記官

提 出 者

月 等
ロ
ロロ

受領年月。日 保管物主任官

原 簿 進 行 番 号

返
還

事由発生年月 日

事 由

年 月 日

結 果

主任書記官 係書記官

備 考

0 1



別紙(8)
q

様式17

ー

(民事保管物原簿）令和 年

ー

進行番号 受領月日 保管番号 事 件 番 号 目 等
ロ

ロロ 保管場所

払 渡 し

年月日 事由
保管物

主任官

備 考

第 号 第 号 令和 年（ ）第号

第 号 第 号 令和 年（ ）第号

一 へ

第 号 第 号 令和 年（ ）第号



別紙(9)

様式18

令和 年

1

(表）

保
管
票
送
付
簿

送付
月 日
提出書進行番号 事 件 ・番 号 受領確認 備 考

令和 年度第 号

C P

令和 年（ ）第 号

令和 ・年度第 号 令和 年（ ）第 ､号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

a 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ 〉第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 、 号 令和 年（ 〉第 、号

● 令和 年度第 号

●

令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年( ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号



(裏）

0

送付
月 日
提出書進行番号 事 件 番 号 受領確認 備 考

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和年（ ）第 号

0 令和年度第 号 令和 年（ ）第 号

0

C

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

9

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

口
０ 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和
■
・
■

年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ )第 号

令和年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号． 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号
B

令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号



別紙⑩

様式19 (表）

令和 年

仮
出
民
事
保
管
物
送
付
簿

裁判官
主 任

書記官

事件番号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

保管番号 第 号 第 号 第 号

原簿進行番号 第 号 第 号 第 号

目 等
口
口口

交
付
送
付

月 日

事 由

先
交付

送付

受領確認

返還年月日 ｡ ■ ● ① ● ●

備 考



(裏）

令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

第 号 第 号 第 号 第 号

第 号 第 号 第 号 第 号

● ● ● ● ● ● ■ ■



別紙伽

様式20

、

仮 出 票

I

主任書記官

仮出年月 日 令和 年 月 日

係
書
記
官 部 係

受 領

確認

原簿進行番号 令和 年度第 号

事件番号 令和 年（ ）第 号

目 等
ロ

ロロ

仮出事由

返還予定年月日 令和年 月 日

返還年月 日 令和 年 月 日

保管物

主任官

受領

確認

備 考



別紙(12）

様式21

1

受 領 票 主任書記官

受領年月 日

原簿進行番号

令和 年

令和 年度第 号

’
事

ノ

件番号

目 等
ロ
ロロ

令和 年（ ）第 号

a

事 由

I

傭 ‘考
！



様式22

平成 年度 秘密記載文書受払表

保管番号 第 1 号 第 2 号 第 3 号

受入年月日 D C ■ 、 ■ ■

事件番号
(基本事件番号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

首席
書記官
担当
書記官

申立人

秘密記載文書

引継 ’

事由発生日 ■ ■ ■ ● ■ ■

事由

年月日 、 ■ ■ ■ ■ ●

結果

首席
書記官
担当
書記官

備考



様式23

平成 年

帳
簿
諸
票
備
付
経
過
簿

一一一 ③ー－－－－－－■ －③

整理

番号
帳簿諸票の名称

●

作成

月日

引継ぎ

保存

満了

年度

廃 棄

(取扱責任者印）
備 考

■ ｡

冊

平成

年

● ｡

■ﾛ

■ ●

冊

平成

年

D C

｡ ●

冊

平成

年

■ ●

● ●

C 凸

冊

平成

年

｡ ●

■ ●

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

句 ●

● ●

冊

平成

年

● ■

凸 ■

冊

平成

年

､ ●

● ●

冊

平成

年

● ●

■ ■

冊

平成

年

● ●

■ 、

冊

平成

年

● ●

■ ｰ



、

様式24

平成○○年○○月○○日

訟廷首席書記官殿

第○小法廷首席書記官○○○○

帳簿諸票等引継書

保存のため,下記の帳簿諸票等を引き継ぎます。

番号 年度 帳簿諸票等の名称 冊数 備 考



様式25

裁判原本等保存簿

‐ ●

一一－一一一~ 一・､･一一－ －～｡ ●③－十争一 ＝一一－－■一写一一一 一

編冊の表示 完結(裁判)の日 保存終了の日 廃棄の日 備 考

● ●

I
● ●

● ● ① ●

□ ●

I
● ●

● ■ ● ●

● ●

I
0 ●

● ● ■ ●

● ●

イ
● ●

● ● ● ■

● ●

I
● ●

● ■ ● ●

● ●

I
● ｡

● ● ● ●

● ●

I
○心 ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
Q ●

● ● ● ●

q ●

I
● ●

● 、 ● ●

● ●

I
● ●

, ● ● ● ●



別紙⑬

様式26－1

保存期間延長記録等保存票

裁判所

記録（事件書類）

の表示

明・大・昭・平・令 年（ ）第 号

事 件 名

(通称）

事件

（ ） ．

延長の対象 記録の一部．全部 冊 事件書類 冊 通

延長の理由 ア保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来す
る 0

イ再審又は和解無効確認等の事件が現に係属し、又は係属する
ことが予想される。

ウ関連する事件が現に係属し、又は係属することが予想される。

エその他
（

現に係属している事件

）

裁判所 支部

平成 年（ ）第 号

事件

事件の特徴

延長の要望者の氏
名等

延長の認定の日
● ●

延長の終期
● ●

延長の始期
■ ●

廃棄の日
● ●

備
考



1

機式26 2

特別保存記録等保存票（事件記録等）

鋪判断

記録（暖件悪類j

の表示
年（ ）第 号

駆件名

(通 称）

○

I

I

ロ記録

ロ事備:霧額

柵

|ﾘI 通
保存⑳蒜無

①

I

卿醗蜜な憲法判断が示された‘

(2唾要な判例とな-:］た執判がされた事付など法令の爾釈運用.上特に参考

になる判断淨示された。

側訴訟運営上特に参考になる審琿方法により処理された鋤

側世綱を反験した學件で史料的価他が潟い。

(5)全園的に仕会の耳目を築いた又は当該地方におけ愚特殊な意義を有す

る回

佃溺蒼研究の璽要な誉考資料となる。

耐少年保識塑件の調音上特に参考.になる調査を行-罰た。

その他

（ ）

ロ
ロ

［
一
同
一
口特別保存の理由

ロ
ロ
ロ

4 ，

判例巣‘裁判象登城

HIII紙2紙掲職

担当部申出侭由上記に該当）

特別保存の蛮望

ロ塑件関係詩（ロ当躯肴口被需宥ロその他

ロ弁溌土会ロ学術関係者

ロ蚤の他（

ロ
ロ
ロ
ロ認驚プロセヌ

）

）
Ⅱ

蕊許の

概蜜及び特撤
1

備湾

別紙口確認票（口写し） ロ申出罫（口写し）

特別保存認贈日 年 月 日



様式27別紙(14）

人身保護事件報告簿

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ●

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● ●

● ●

受領確認

受領確認

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
ー■■ー■■一一一ｰ■■‐‐一‐ｰ‐一~‐ｰｰー‐一一一■■ー一一‐一口

認容棄却却下

受領確認

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ●

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● ●

● ●

受領確認

受領確認

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
ｰ‐ｰ－－－－1■■■■■■一‐■■一■■■■一一■■ー■■■■ー‐－－ー一■■■■一ロ

認容棄却却下

受領確認

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ●

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● ●

● ●

受領確認

受領確認

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
ー一一ー■■ーー-■■一ーーー一-一-一一ー一一一一一一一－一一ー＝

認容棄却却下

受領確認



別紙胴

様式28

進行

番号

事件主
任官

支出

年月日

債務者の住所

及び氏名

立替金の

金 額
事件番号

立替えを

要する事項

郵便の

種別

出納担当者

への通知日 備考

年
月
日

住所〒□□ロニロロロロ

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□ロー□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□□－□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□□－□□□□

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□ロー□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき



様式29‘

認証等用特殊用紙授受簿

年月日 摘 要
枚 数

受領 配布 残

製造番号 （発行地 ）

受領 配布
印 備考

～ ～

. ～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～



様式 30
）年 （平成

受
付
票
（
最
高
刑
）

－－
－－－

一
一

日
一
還
一
号

一
一
●
一

月
一
返
一
番

一
一
●
今

付
一
番
件

一
一

受
一
原
一
事

一
一 原裁判所 件 名 被 告 人

・
艇 上告趣意書差出

月 日
Bi■●●●●Ce●●｡‘■ccの●●凸｡●争。‐＝凸q■●缶争q

■●●●●●ｨ■の‐■●｡‐1■4■●●●ご●I■1■‘■●ロ｡●●●召

号

高

支

勾・未収･不拘･保

月 日
■●●●◆●●●1■I■4■■色◆｡■の■■●寺一回②d■■4■●●q

■●●■●－●ロローィ■｡‘●●P●d■■隼今●の●4■■卜●｡②●｡

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
b‐‐凸●己，■｡■●｡●I■卓凸＝｡，■Ⅱ■色■4■｡‐●■■の●I

､句●●●わ●I■■ーーぬの｡■‐●■｡■l■CQ■■●甲●●｡

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
p◆■●●●4■●●q■●●わ●●の甲●●●｡●●｡●■『‐｡●q

①

p●｡●｡●申cc‐－Gつ●●●●●－●C－勺●q■｡｡●－．

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
■
■
●
●
②
凸
●
●
●
●
●
ｃ
ｐ
ｃ
』
□
令
旱
。
一
■
畢
の
◇
■
●
●
ｃ
ｃ
。
■
●
●
“
の
早
口
》
の
●
。
●
■
●
の
●
。
●
由
●
の
■
■
●
今
申
■
年

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
､●ゆゆ守■●‐ーⅡ■‐■●●●Fロ●‐＝一一●●‐●◆■？g

P中旬･●I■－｡｡q■｡｡？■●や凸■。●e■や申一凸凸のI■■

号

高

支

勾・未収･不拘･保

月 日
b●●■●●●e4■｡●一一一凸q■＝●口｡●●阜1■‐●‐凸｡q

p I■●●｡●ロ｡●‐申●●●●●●年ー‐わ‐■凸凸●守｡◆ﾛ

号

高

支

勾・未収･不拘･保

月 日
b①◆●｡●｡●●●●凸凸申●凸凸｡■‐つ凸勺守凸一｡●｡q

p●凸｡●●●●｡●●－●●－■‐一一一■■●4■勺争争｡｡.

号

高
・
支

勾・未収･不拘･保

月 日
■●J■●●'■‐申－●。●●●ヴ4■｡■●口J■｡■●◇●●■･■‐。

､●●●●■■むら凸凸■｡■●●●守守今申今士,■■●●●●｡

号

高

支

勾・未収･不拘･保

● 4

月 日
､'■凸●●●●●●●｡‐◆●●｡●●守争。●凸凸●●●●■■

p●己｡●｡｡●‐●●‐●｡●・●●●字1■ー■『｡‐｡■,ロ■q

p

号

高

支

勾・未収･不拘･保



●

様式31別紙(16)
(表）

事
件
票
（
最
高
刑
）

－－q七一■一 ■一一一 ‐‐‐－→
一一一一一一一一

報告

（ ）

②
⑬

● ●

むら● ？●0●ウ■■p■-.F■ U 一.6. ●｡､旬Pb勺ﾛﾛ●■ザ“FPpFq｡●…写 0 ■や-■bｬboO ●6

● ●

主任裁判官 飼壷官 啓配官 受付月日

● ●

配録数

冊

令和 年（あ）第 号

事 件 名 被 告 人 身柄

6 9

弁
護
人

私選 国選

起訴日

第 一 審

地裁 支部 簡裁

(判決宣告 ）

第 二 審

高裁 支部

(記録受理 ． . ）

(判決宣告 . . ）

● ●

町

上告申立て 被告人・ ・ 弁護人・ ・ 検察官 ● ●

異議

訂正
申立て （ ）

終
局

裁
判

裁判日 主 文
決定謄本
送達日

●
●
ｇ
●
冒
■
且
５
・
■
ｂ
■
凸
Ｕ
ａ
Ｕ
ｈ
■
■
■
ｇ
ｇ
Ｕ
Ｑ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
９
口
■
ロ
■
■
８
］
■
■
■
■
Ｂ
■
ｒ
■

確定日

、
由
■
■
ｒ
■
■
凸
■
｝
■
甲
▲
■
Ｂ
■
里
■
▼
■
■
▲
Ｕ
と
■
■
●
■
ロ
ー
■
・
■
■
“
■
ａ
■
《
■
Ｈ
■
■
■
■
■
ａ
■
日
ロ
。
■
＆
■
凸
守
●
Ｕ
■

書記官

上
告
取
下
げ

取下被告人 受付日

● 巳

拘置所受付日

（ 拘 刑）

■

● ●

検察官に通知

● ●

書記官 検察官
了知

第 小法廷



(裏）

令和 年（あ）第 号

－■－－■■土一一一 一 L - －
－マー－－●－－－－一一

大法廷回付・撤回 回付 ● ● 撤回 ● ●

予
備
欄

｡

■ 6

6

備
考
欄

上
告
趣
意
書

完
結
後
の
処
理
事
項

そ
の
他

最終日 ● ● ● ● ● ●■

提出

● ，● （ ）

● ● （ ）

。 。 （． ）

● ● （ ）

● ● （ ）

● ● （ ）

事 項 （事件番号） 処 理

訴訟費用負担決定 ● ● 決定 命じない

訴訟費用免除申立て（ （せ） ） 。 。 免除棄却
審
審
一
Ｂ
一
一
送付

（ （ ） ） ● ●

（ （ ） ） ● ●

6

記録送付 ● ■ 冊 原審返還 ● ●



様式32

平成 年（ ）

ｰ

（
最
高
・
刑
事
雑
事
件
簿
）

’一一－－ず－－÷－－－→－－－一－ｳ･－－－

事 件 番 号

受 付 冊● ● 冊● ●

事 件 名

■ 9

申立人氏名

(検・被，弁・その他） (検？被・弁・その他）

被告人等氏名

原
審

庁 名

事件番号

局
果

終
結

最・高･地･家、 支部

簡

（ ）

● ●

最・高･地･家 支部
簡

（ ）

● ●

基 本 事 件 （ ） （ ）

申 立 日

O ●

（ 拘 刑）

● ●

（ 拘 刑）

終 局 ● ● ● ●

結 果

● ﾛ

記 録 送 付 q Q ● ●

備

考

大法廷回付

報告②
（ ）鐙

担当法廷 受領印 4 、 ． 、



別紙(171 様式33

令和 年 既済事件処理簿

可

－■

－－ －－℃－■ 一 』－一｡▲－－ 占一

終局
月日
事件番号 被告人 結果

謄本
受領
砿腿

確定

月日

確定通知

月日 受領確麗
備考

■

（ ）
■ ，

■

（ ）
●

●
‐

■

（ ）
■ ●

■

（ ）
● ■

●

（ ）
● ●

●

（ ）
■ ●

■

（ ）
■ ●

●

（ ）

今｡

、 ■

■

（ ）
● ■

■

（ ）
● ●

旬

（ ）
■ ■

●

（ ）
● ■

■

（ ）
■ ■

■

（ ）
■ ■

●

（ ）
● ●

●

（ ）
旬 ●

■

（ ）
● ■

C

（ ）
● ■



別紙⑱

様式34

国選弁護人候補指名通知依頼簿

進行番号 事件番号 被告人 受領確認
選任通知

受領確認
小法廷 備考

●



「

別紙(19)

令和 年

様式35

第小法廷
並
日 通郵便委任簿

－－－－■一 ー~＝一一一●凸一一一一一■③ローー■～-－

月日 ､ 事件 番号 受領確認

／ ■ロ－1■。■ー｡｡｡□●■｡｡■①ロロ

通

／ ■■一‐■■ppq■■■●4■●●｡q■ロ｡ ､■●■■‐■＝■｡■ロ｡■‐●‐■｡■ ｡□｡b一■■mpm句一毎Q■｡｡｡q'

通

／ ゆ｡■色一口口■口口つ■‐4■■■●ロI 卜 1■のロ｡■~■■U■‐ロー■や■q■由■ ■■●し申■q■‐、q■｡●。Ⅱ■ロロ七色I ｡●●の一一■■‐｡‐｡｡－つロー匂

通

／ ■4■②｡●｡■●｡●1■q■｡□句ロロ■ p q■■‐■‘‐q■｡●●■1■1■ーロ■色一己■ ■■■わ‐■｡d■4■‐‐q一口■■■■1

通

／

／ ■●Q■毎つ■■q■■q■■■由一②■の｡■I b七二■口■‘ ロ■■I■｡■⑧■ﾄ 4■q■■トロ■■ ■●●句●■｡■●●●●旬‐ロの｡●q

通

／ ●●●●●●｡●｡●●●ゆ色色｡｡■ ﾛロ｡●｡■0■■■｡｡q■■I■‐■■■■ ■■‐巴■r●■4■■■1■■■｡■■､‐l■I

b ダ

通

／ ■■‐‐1■屯｡●ロ4■■I色■ー凸■■●I

0

I■‐■b■1■1■0■1■■ロー■q■1■■■毎■ 早口ゆむI■■●I■q■｡●｡●●1■Ⅱ■■ゆq

通

／ ●●｡●●の｡4■、q■4■ロ■■■ﾘ 4■■●! Dロ●■■●●●単｡q■■●｡■●●■ ■■■●｡●｡■■■■■ロ■‐■■ロロﾛ

通

／ ■の｡。■一旬4■卓一つ■ロロー4■4■■■ '四○ロー■画q■■■q■｡q■‐ロ■車。■■ ■‐●1■4■旬■q■‐■｡q■。｛■■口■‐I

通

／ ■ﾛ■凸‐凸凸つ■bq■1■｡I■■｡■●ﾛ■‐4■ トー‐‐ロ■■●q■1■1■4■‐画一由一●■ ■■■■●口●■4■■‐■印■■■D d■Pl

通

／ l q■4■■4■■4■｡｡｡｡●■■■の■●■ B●旬一一つ由の●●●■●‐ロロ■●1

通



別紙剛

様式36

進行

番号

支出

年月日

受取人の住所

フリガナ

及 び 氏 名

負担の

金額

事件番号 負担を要する事項

郵便の

種 別

受領

確認

年
月
日

〒□□□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□ロー□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用
□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき
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-＝一･･一････'－－．．－．－．．鴎-,......-....．～･･･一・一－-.-..．掴･･･････－．．－．．－…－．－．．．－．－．．－．－．－.一睡一・一・-．一････-－－．－．－．．－…-…－．－．－．．線”－．－．．．．．．－．．．－．-...-.,..,.-..-‘‘..,･･････－－
一一

最高裁判所

注念エ 申賊人は，太枠に所要事覆を記入し， 『印紙」欄に所定額の印紙をちよう用（消印しない｡）の上，
原符から切り取らないで， この栗を係負に提出してください。
2 「申鯖区分」楓， 「申姉人」掴の「変格」欄， 「閲覧等の目的」掴及び「提出書類」掴は，鮫当文

字をOで囲み，その他に鰊当する場合には， （ ）内に具体的に配入してください。
3 「閲党・磨写人氏名」楓は， 申鮪人以外の者に閲党・謡写をさせる鋼合に配入してください。

ーr ■ ■－ －－ 一一③ －■ー一 ←－ー－－－守－－■－

刑ﾛ
r■

■･口匹件配録等閲覧・謄写票（原符）

受付年月日 令和 年 月 日

申鯖区分

ちよう用印紙額

記 録． 。 証拠物

閲 究 ・ 譜 写

円

事件番号

被告人等氏名

申鯖人氏名

令和 年（ ） ．

第 号 事件記録等返還

月日 ・事件担

当香記宮受領印

ﾛ■‐＝P~÷■■垂一一口 Dヰロヨー4■ーーq■－－･･

ロ担書

ロ却下

ロ拒絶

原符番号 第 号
事件担当書記官

票受領印
(大法廷・第小法廷）

原符番号 第 号 担当澤廷 大法廷・第 小法廷

9

刑事事件配録等閲覧・謄写票

申鯖年月日 令和 年 月 日

申鯖区分

記 録 ・ 旺拠物

閲 寛 ・ 磯 写

事件番号

被告人等氏名

閲究等の目的

令和 年（ ）

第 号

瞬訟準備等・その他

｛ ）

申
鮪
人

資 格

住 所

又は

弁竣士会

氏 ． 名

披告人・弁腰人・その他

（ ）

印

征拠翰勝写方法
＝ ■

閲覚

磯写
人氏名
事務貝・業者・ その他

（ ）

所要兄込時間

…出…月日

時間 分

月 日

提出香類

委任状・その他

（ ）
閲覚等の部分 許否及び特別指定条件 鍛判長(官)印

許

●

否

担当害配官印

印
紙

一
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
９
ｆ
０
９
１
ｆ
０
０
０
０
６
づ

わ
幸
一
一
色
一
《
ロ
参
一
寺
一
・
一
↓
一
宇
一
字
』
①
口
今
一

旦
■
答
■
ｐ
０
０
Ｇ
ｑ
ｂ
９
二
■
・
０
０
凸
甲
０
０
０
０
０
０
△
■
０
０
釘

一
一
一
一
一
一

一

■

・
一
口
一
・
口
。
一
一
■
画
口
』
』
一
一

■
０
０
ｊ
０
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
０
０
０
０
ｊ

』
口
。
一
一
邑
専
一
一
』
一
一
・
ロ
ロ
一
一
・
一
一
口
一
・
一

勺
０
０
０
０
０
１
０
０
０
ｔ
０
０
０
１
０
ｌ
８
０
０
Ｌ

交付月 日

閲覧人・謄写人

記録等受領確認

記 録 等

返還確認印

備
考
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様式38

年令和

月日 押 収番 号

事 件 番 号

被 告 人
(少年・対象者）

事件終局年月日

事 由

係書記官

部 ・ 係

処分終了

年月日

押収物

主任官 備 考

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか 人

● ●

ー一一一一ー一一一■■■■一一ー＝ー

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか 人

● ●

ー■■､一■■ 4■■ーー■I■ーー■■一一一4■■ー

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか 人

● ●

■■ー■■ 1■■一一一■■一一■■‐■■ーーー

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第
ロ
言

ほか 人

● ●

＝ー一一一一一一一一一一一一■■ー

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか 人

● ●

一一■■■■一一一■■■ー4■■＝ー--ー1■■

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

．ほか '、

● ●

一一一‐■■ー一一ｰー■■ー一一一一

部 係 ●



1
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様式39

令和 年

(仮出簿）

仮出
月 日

■
。

押 収 番 号 符 号
係書記官
部・係

返還予定
月 日

返 還
月 日

押収物

主任官
備 考

●

令和 年押第
ロ
言

部 係 ●

令和 年押第 号
部 係 ● ●

●

令和 年押第 号
部 係 ●

。

●

令和 年押第 号
部 係

●

令和 年押第 号
部 係

令和 年押第 号
部 係 ●

令和 年押第 号
部 係

夕 ､

令和 年押第 号
－－一－－ －

令和 年押第 号

部 係

部 係

●

令和 年押第 号
部 係

●



別紙倒

様式40

令和 年

(仮出押収物送付簿）

裁判官
主 任
書記官

事件番号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

押収番号 令和年押第 号 令和年押第 号 令和年押第 号

符 号

口

目口口

数 量

交
付
又
は
送
付

月 日

事 由

先
付
付

交
送

受領確認

｡ ●

返還年月日 ● ● ● ■ ● ●

備 考



別紙(詞

様式41

二二 －－’
の

拝 L灰 物 保管率

収
‐
号

押
番

事件

番号

令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者）

係書記官･部･係

ほか 人

部 係

符号
口

目ロロ

１
１
１
１

一一‐一一一一一一q■－－

数 量

受領
年月日

礎粧鵬
受領確認

処 分

年月日 要 旨

年月日 結 果
押収物

主任官

備 考

０
０
１

凸色■■一q■一Q■‐ローーー

Ⅱ 0

０
１
０
１

‐‐‐‐q■P一一画－－＝＝

‐q■‐‐ーｰ今一一一一一

１
１
１
１

、

０
０
０
０

■■－－4■P ■■一一一ｰ~一一



別紙伝6）

様式42

(注）符号欄に余白が生じた場合にはその部分に斜線を引く。
ノ

仮 出 票
主任

書記官

押収物

主任官

仮出

年月日

令和 年

月 日

係書

記官
部 係

受領確認

件
号

事
番

令和 年（ ）

第 号

被告人

(少年 ●

対象者）
ほか 人

押収

番号

令 和 年 押第 号

符
号

ー■ﾛ■ーー一一面■■一一I■■ 1■■ q■■－ｰ1■■ーｲ■■－1■■ 1■■ 1■■ q■■－1■■ 4■■‐■■b ■■し Ⅱ■■ー■■ー1■■ Ⅱ■■ 1■■一q■■ー－1■■ Ⅱ■■ I■■ 4■■ Ⅱ■■ 1■■ 1■■一一一一一一一一I■■ Ⅱ■■ 1■■ーーー
一一一Ⅱ■■ーーーーq■■ q■■一

4．．－－1．． ，．．－1－－－，一一一一一一一一，■■ ロ,■一一一一－－0■■ ！■■ 」■■－，■■一,■■－，■■－－’■■－‘■■－■■ ■■一‘■■一一一‘■■ ！■■■■ ！■■一！■■－」■■ ！■■＝ーー！■D ■■一一一一一ｰ一一一－0.■

仮出

事由

返還
予定
年月日

令 和 ・月年 日

返還

年月日
年 月令和 、 日

保管物

主任官

受領確認

備考



別紙㈱

様式43

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

●

押収物

主任官

受 領 書（還付）

令和 年 月 日

裁判所 御中

住所

氏名

次の押収物の還付を受け、受領しました。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号 品 ’三I 数量



別紙鯛

様式44

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えないo

押収物

主任官

受 領 書（仮還付）

令和 年 月 日

裁判所 御中

住所

氏名

次の押収物の仮還付を受け、受領しました。

必要があれば、いつでも提出します。

（

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 年押第令 和 号

符号
口

目口口 数量



別紙(2訓

様式45

I

(注）

1 事件番号、押収番号等は押収物を送付した裁判所のものを記載する。

2記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

押収物受領書

令和 年 月 日

裁判所 御中

庁名

次の押収物を受領しました。

押収物主任官

事件番号 令和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者）

● ｡

ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号 目
ロ
ロロ 数量



別紙CO）

様式46

、

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

｡

押収物送付書

令和 年 月 日

裁判所 御中

庁名

次の押収物を送付します。

押収物主任官、

事件番号 年（ ）第令 和 号

事件 名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号
口

目ロロ 数量 備 考



別紙(31)

様式47

■

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

●

裁判官
押収物

主任官

保管物

主任官

押収物鑑定結果通知書

押収物主任官殿

令和 年 月 日

裁判所書記官

次の押収物は、鑑定の結果変化したから、通知します。
、

事件番号 令和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号
口

目ロロ 数量 変化の状況



別紙“

様式48

I

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

“

裁判官
主任

書記官

廃棄処分書

庁名

令和 年 月 日

押収物主任官

次の押収物は、廃棄する裁判（令和 年 月 日）に基づき、令和

年 月 日廃棄した。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件 名

被告 人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 年押第令 和 号

符号
口

目ロロ 数量 廃棄方法 備考



別紙側

様式49

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

裁判官
主 任
書記官

庁名

換価処分書

押収物主任官

令和 年 月． 日

次の押収物は、換価する裁判（令和 年 月 日）に基づき、令和

年 月 日売却した。

事件番号 令一和 年（ ）第 号

事件 名

被告人

（ 少年 ） ほか 人

押収番号 令和 年押第 号

符号
口

目ロロ 数量 単価 金額 備考

合計金額 円 （保管票進行番号令和 年第 号）



【機密性2】

最高裁総訟第204号

令和6年7月16日

各法廷首席書記官殿
伊

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて（指示）

標記の事務について下記のとおり定めましたので、これによってください。

記

1 通達の準用

平成9年8月20日付け最高裁総三第97号総務局長通達「事件記録等の閲覧

等に関する事務の取扱いについて」 （以下「閲覧等通達」 という。 ）の定め（記

第2、第3の1の(1)及び第4の定めを除く。 ）は、その性質に反しない限り、最

高裁判所における事件記録等の閲覧等に関する事務について準用する。この場合

において、記第3中「部（下級裁判所事務処理規則（昭和23年最高裁判所規則

第16号）第10条の2第2項の規定により部とみなされるものを含む。以下同

じ。 ） 」 とあるのは「大法廷又は小法廷」と、 「記録係」 とあるのは「裁判関係

庶務係」 と、記第3の4の(1)中「 「記録係記録等返還確認印」 」 とあるのは

「 「記録等返還確認印」 」 と読み替えるものとする。

2閲覧・謄写票の備付け

別表の区分に従い、裁判関係庶務係に、閲覧・謄写票（平成25年7月26日

付け最高裁訟第415号大法廷首席書記官指示「事件記録等の保存、送付及び廃

棄並びに事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等について」様式13及び様式

37）を備え付ける。



閲覧・謄写票の使用

(1) 閲覧等の申請については、できる限り、備付けの閲覧・謄写票を申請書と

して使用させる。

(2) 閲覧・謄写票の記入の要領は、次による。

ア 「申請区分」は、閲覧、謄写又は複製の区別に従い、該当文字を○で囲む。

なお、刑事事件記録等閲覧・謄写票の場合には、記録又は証拠物の区別に

ついても該当文字を○で囲む。

イ 「資格」は、該当文字（ 「代理人」は申請代理人を含む。 ）を○で囲み、

「その他｣に該当する場合には、括弧内に具体的に記入する。

ウ民事事件記録等閲覧・謄写票の「上告人等」は上告人､申立人等の氏名を、

「被上告人等」は被上告人、相手方等の氏名を、それぞれ記入する。

エ刑事事件記録等閲覧・謄写票の「事件番号被告人等氏名」は、事件番号

のほか、被告人、請求者、申立人、少年、対象者等の氏名を記入する。ただ

し、事務に支障のない場合には、 このうちいずれかを記入すれば足りる。

オ 「閲覧・謄写人氏名」は、申請人以外の者に閲覧又は謄写をさせる場合に

記入する。

力 「提出書類」は、該当文字を○で囲み、利害関係を証する書面等「その他」

に該当する場合には、括弧内に申請人が提出した書類の標目を記入する。

キ 「閲覧等の部分」は、当該事件記録等のうち閲覧等を求める部分を具体的

に記入する。

(3) 閲覧・謄写票以外の用紙による申請書の提出があった場合には、申請人に

対し、 (1)の要領により、できる限り備付けの閲覧・謄写票に所要事項を記入さ

せる。この場合において、申請人に閲覧・謄写票に記入させることができない

ときは、裁判関係庶務係において記入する。

この記入に当たっては、申請書の記載事項を適宜引用することができる。

(4)録音テープ等の複製の申請がされた場合には、申請人から複製用の録音テー

3



プ等を受領し、裁判関係庶務係において受領した旨を備考欄に記入する。

4記録保存係において保管中の事件記録等の閲覧等に関する事務

記録保存係において保管中の事件記録等の閲覧等に関する事務は、 3及び閲覧

等通達記第3の定め（同1の(1)の定めを除く。 ）に準じ、すべて記録保存係にお

いて取り扱う。この場合には、閲覧等通達記第3の2及び3に定める記入及び押

印で事件担当書記官が行うものは、第二訟廷事務室配置の上席書記官が行う。た

だし、上席書記官が不在の場合には、民事事件記録等閲覧・謄写票に係る事件に

ついては民事事件係所属の裁判所書記官が、刑事事件記録等閲覧・謄写票に係る

事件については刑事事件係所属の裁判所書記官が行う。

付記

この指示は、令和6年7月16日から実施する。



(別表）

備え付ける閲覧・謄写票 使用する事件 閲覧・謄写票の様式

民事事件記録等閲覧・謄写票 民事事件、行政事

件、裁判官の分限

事件、家事事件

様式13

刑事事件記録等閲覧・謄写票 刑事事件、少年事

件、法廷等の秩序

維持に関する法律

違反事件、没収の

裁判の取消事件、

医療観察事件

様式37



様式13

～‐-----..----…--..-..----..･……ざ二．----‐切--．･･･さ･-..--……----…－－．．．･取一---‘･----．‘…･-…---.．…----..線・---…－．－．－?｡､震-雫雪雲----‘．
最商裁判所

注意． 1 申賄人は，太枠内に所要本項を記入し， 『印紙」欄に所定額の印紙をちよう用（消印しない｡）

の上，原符から切り取らないで，この票を係貝に提出してください。

2 『申鯖区分」桐， 「申鮒人』檀の『資格」欄， 「閲究等の目的」檀及び「提出害麺」柵は，餓当

文字をOで囲み，その他に餓当する場合には， （ ）内に具体的に記入してください。

3 「閲覧・爵写人氏名」楓は， 申鯖人以外の者に閲覧・懸写させる場合に記入してください。
4事件配母中の録音テープ等の複製を申鯖する場合には，複製用の録音テープ等をこの票ととも

に係貝に提出してください。
(4"l)

－－－－

瑚件洲閲冗･屠零（原符） 申鯖区分 閲究 ・磯写・複製

受付年月日 令和 年 月 日 ちよう用印鮒 円

事件番号

申錆人氏名

令和 年（ ）第 号
事件記録等返還

月日・事件担

当書記官受領印

● ●

ロ却下

ロ拒絶

原符番号 第 号
事件担当書記官

票受領印
(大法廷･第 4,法働

原符番号 第 号 担当法琵 大法廷 ・ 第 小法廷
ｰ

民事事件配陣等閲党・謄写票 申鯖区分 閲覚・騰写・複製

申鯖隼月日

事件番．号

当事者

氏名

》
》

閲究等の目的

提出害類

年 月令和 日

令和 年（ ）第 号

碑
Ｉ

等・その他

）
委任状・その他

（ ）

申
鯖
人

資 格

住所又は

弁賎士会

氏 名

閲兎

膳写
人氏名

所要見込時間

当事者・代理人・利害関係人

その他（ ）

印

時間 分

閲究等・の部分 許否及び特別指定条件 許可権者印

酢
。
否

交付月日 ●

閲覧人・謄写人

記録等受領確認

●●●●●●●●●●●●●●●●●●I

●

印
紙

記 録 等

返還確認印

複製申請人
複製物受領確認

備
考



様式37
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一一

｡ー

最高裁判所

注意1 申繭人は，太枠に所要事項を配入し， 「印紙』掴に所定額の印紙をちよう用（消印しない｡）の上，

原符から切り取らないで． この顕を係貝に提出してください。
2 「申鮪区分』欄， 「申飾人」欄の「蜜格」欄， 「閲党等の目的」楓及び『提出寄麺」掴は，蝕当文

字を○で囲み，その他に咳当する場合には， （ ）内に具体的に妃入してください。

3 『閲党・麟写人氏名」楓は，申瞭人以外の者に閲克・踊写をさせる場合に妃入してください。

一 一 一争一－－一・一一・一

刑］ E事件記鯨等閲覧・謄写票（原符）

受付年月日 令和 年 月 日

申鯖区分

ちよう用印紙額

記 録． 。 鉦拠物

閲 究 ・ 鰭 写

円

事件番号

被告人等氏名

申鯖人氏名

令和 年（ ）

第 号 事件記睡等返還

月日 ・事件担

当香記宮受領印

D‐■■■1■‐ーq■土。■＝■

ロ担害

ロ却下

口拒絶

原符番号 第 号
事件担当書記官
票受領印

(大法廷・第小法廷）

原符番号 第 号 担当法廷 大法廷・第 小法廷

● ●

■

刑事事件記録等閲覧・謄写票

申鯖年月日 令和 年 月 日

申鯖区分

記 録 ・ 鉦拠物

閲 究 ・ 勝 写

事件番号

被告人等氏名

閲究等の目的

令和 年（ ）

第 号

瞬鰹準備等・その他

［ ）

申
鮪
人

資 格

住 所

又は

弁嘆士会

氏 名

被告人・弁塵人・その他

（ ）

印

匪拠柚麟写方法
一 ■

閲完

賭写
人氏名
事務貝・桑者・ その他

（ ）

所要兄込時間

…出…月日

時間 分

月 日

提出香類

委任状・ その他

〔 ）
閲党等の部分 群否及び特別指定条件 戟判長(官)印

許
．
．
否

担当害配官印

印
紙

一
０
０
１
０
０
０
１
６
０
０
０
９
９
９
０
０
０
０
０
一

句
ロ
凸
ロ
一
ロ
凸
一
芋
・
一
ロ
凸
・
↓
一
今
ロ
一
』
つ
。
《
一

君
■
凸
■
白
■
０
０
▲
巳
皇
■
で
《
巳
ワ
０
０
二
●
・
Ｏ
０
０
０
０
０
ａ
ｑ
０
ヨ

ヰ
一
苧
守
口
一
一
一
一
ロ
一
口
一
邑
一
一
一
一
一
』
ロ
己
』
・

口
０
０
凸
■
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
。
Ｕ
０
１
４

色
ロ

一

・

一
一
つ
一
一
》
一
口
一
・
ロ
》
ロ
一
一
一
一
。
》
一

己
０
■
・
・
■
９
由
■
８
凸
甲
８
・
甲
■
■
６
・
■
０
白
ｇ
ｏ
ｏ
血
■
凸
■
Ｏ
Ｌ

交付月 日

閲覧人・謄写人

記録等受領確認

記 録 等

返還確認印

備
考



【機密性2】

最高裁総訟第205号

令和6年7月16日

各法廷首席書記官殿

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

最高裁判所事件管理システムを利用した事務処理について

（指示）

最高裁判所事件管理システム（以下「事件管理システム」 という。 ）を利用した

事務処理について、下記のとおり定めましたので、令和6年3月28日付け最高裁

総訟第149号大法廷首席書記官指示「事件の受付及び分配に関する事務の取扱い

について」 （以下「受付分配指示」 という。 ） 、平成25年7月26日付け最高裁

訟第415号大法廷首席書記官指示「事件記録等の保存、送付及び廃棄並びに事件

関係帳簿諸票の備付け､保存､廃棄等について」 （以下｢保存廃棄等指示」という。）、

令和元年7月18日付け最高裁総訟第193号大法廷首席書記官指示「予納郵便切

手の取扱いについて」 （以下「郵券指示」 という。 ） 、令和6年3月27日付け最

高裁総訟第148号大法廷首席書記官指示「事件記録の保管及び送付に関する事務

の取扱いについて」 （以下「保管送付指示」 という。 ）及び令和6年7月16日付

け最高裁総訟第204号大法廷首席書記官指示「事件記録等の閲覧等に関する事務

の取扱いについて」 （以下「閲覧等指示」 という。 ）の定めにかかわらず、これに

よってください。

記

第1 受付及び分配

1 受付



受付分配指示で準用する平成4年8月21日付け最高裁総三第26号事務総

長通達「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて」記第2の4の定

めにより事件簿への登載を要する書類を受領した場合には、事件簿への登載に

代えて、事件管理システムのサーバー（事件管理システムを構成する機器のう

ち、磁気情報を集中的に管理して処理するコンピュータをいう。 ）の記憶装置

（以下「サーバー」 という。 ）に所要事項を記録する。

2分配

受付及び分配手続等を終えた事件記録を、担当法廷に配布する場合には、事

件記録の授受を行う者双方の記録管理用のカードに付したバーコード及び事

件記録と一体となる事件附票に付したバーコードをバーコードリーダーで読

み取る｡この場合には、受領印は要しない。

第2事件関係の帳簿諸票の備付け等

1 事件関係の帳簿諸票の備付け

保存廃棄等指示の別表第1及び別表第2に定める事件関係帳簿諸票の備付

けについては、記載事項の全てをサーバーに記録する方法により行うことが

できる。ただし、帳簿諸票の当該年度の記載事項の全ての記録を終えたとき

は、司法年度ごとに電磁的記録媒体（これに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。 ）に複製して保存す

る。

2電磁的記録媒体の保存及び廃棄

（1） 電磁的記録媒体の保存及び廃棄については、保存廃棄等指示記第2の1

の定めを準用する。

（2） 電磁的記録媒体の保存期間は、当該電磁的記録媒体に記録されている事

項を記載する帳簿諸票のうち、保存期間が最長の帳簿諸票と同一とする。

（3） 電磁的記録媒体を保存する場合には、電磁的記録媒体の見やすい箇所に

電磁的記録媒体番号並びに保存の始期及び終期を表示し、帳簿諸票備付経



過簿の「備考」に電磁的記録媒体番号を記載する。

（4） 電磁的記録媒体の廃棄は、破砕する方法により行う。

第3予納郵便切手

第2の1の方法により帳簿諸票の備付けを行う場合には、郵券指示で適用す

る平成7年3月24日付け最高裁総三第18号事務総長通達「予納郵便切手の

取扱いに関する規程の運用について｣記第2の1の定めによることを要しない。

第4事件記録の保管及び送付

1事件記録の貸出し及び引継ぎ

（1）裁判官、調査官その他裁判部の職員に事件記録を貸し出す場合又は既済事

件記録を他の裁判所に送付するために民事事件係又は刑事事件係に引き継ぐ

場合には、保管者は、第1の2に定める方法によりその出納を明らかにする

ことができる。

（2） 既済事件記録を保存のため記録保存係に引き継ぐ場合には、保管者は、第

1の2に定める方法によりその出納を明らかにすることができる。

2対照調査

保管送付指示記2に定める対照調査は、事件記録とサーバーに記録された内

容とを対照する方法により行う。

第5事件記録等の閲覧等

事件記録等の閲覧若しくは謄写（以下「閲覧等」 という。 ）をさせる場合又は

事件記録等の閲覧等を終えた場合における事件を担当する裁判所書記官と裁判

関係庶務係との間の事件記録等の授受は、第1の2に定める方法により行う。こ

の場合、閲覧等指示で準用する平成9年8月20日付け最高裁総三第97号総務

局長通達「事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて」に定める閲覧・

謄写票の原符の「事件記録等返還月日・事件担当書記官受領印」の記載及び押印

は要しない。

第6 その他



使用する様式のうち、事件管理システムに登録されている様式については、

同システムにより印刷したものを用いる。

付記

1 実施

この指示は、令和6年7月16日から実施する。

2指示の廃止

平成25年7月26日付け最高裁総訟第417号大法廷首席書記官指示「最高

裁判所事件管理システム等を利用した事務処理について」は、令和6年7月15

日限り、廃止する。

、



【機密性2】

最高裁総訟第209号

令和6年7月16日

各法廷首席書記官殿

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

最高裁判所の事件に関する保管金等及び押収物等の取扱いに

ついて（指示）

標記の取扱いについて下記のとおり定めましたので、これによってください。

記

1 事件に関する保管金等の取扱い

（1） 平成4年9月2日付け最高裁総三第31号事務総長通達「裁判所の事件に関

する保管金等の取扱いに関する規程の運用について」 （以下「運用通達」 とい

う。 ）の定め（記第5の定めを除く。 ）は、その性質に反しない限り、最高裁

判所の事件に関する保管金及び保管有価証券の受入れ及び払出しに関する事務

で裁判所書記官の行うもの並びに民事保管物の受入れ、保管、仮出し及び返還

に関する事務の取扱いについて準用する。この場合において、記第3の1の(1)

中「ただし、各裁判所は、事務の取扱い上必要があると認めるときは、 1又は

2以上の部（下級裁判所事務処理規則（昭和23年最高裁判所規則第16号）

第10条の2第2項の規定により部とみなされるものを含む。以下同じ。 ）ご

とに備え付けることができる。 」 とあるのは「ただし、大法廷首席書記官が事

務の取扱い上必要があると認めるときは、法廷ごとに備え付けることができ

る。 」 と読み替えるものとする。

（2） 平成17年3月31日付け最高裁総三第000101号総務局長通達「保管金事務



処理システムを利用した裁判所の事件に関する保管金の取扱いについて」 （以

下「保管金システム通達」 という。 ）の定め（記第4の定めを除く。 ）は、そ

の性質に反しない限り、 (1)の定めにかかわらず、保管金事務処理システムを利

用した最高裁判所の事件に関する保管金の取扱いについて準用する。

（3）運用通達記第2の1の(1)のア及び保管金システム通達記第1の1の(2)に定め

る「種目」は、別表のとおりとする。

なお、別表に記載のない事件に係る種目については、その性質に反しない限

り、運用通達別表第1に準ずる。

2押収物等の取扱い

平成7年4月28日付け最高裁総三第24号事務総長通達「押収物等取扱規程

の運用について」の定め（記第1及び第11の定めを除く。 ）は、その性質に反

しない限り、最高裁判所における押収物並びに少年保護事件及び医療観察事件の

証拠物の受入れ､保管､仮出し及び処分に関する事務の取扱いについて準用する。

3保管金等及び押収物等に関する事務の検査

（1） 首席書記官等の検査

首席書記官（大法廷首席書記官を除く。以下同じ。 ）は、その所属する法廷

（訟廷首席書記官にあっては、大法廷)の保管金、保管有価証券、民事保管物、

押収物並びに少年保護事件及び医療観察事件の証拠物に関する事務（歳入歳出

外現金出納官吏、保管有価証券取扱主任官、保管物主任官、歳入徴収官及び物

品管理官の取り扱う事務を除く。以下「保管金等及び押収物等に関する事務」

という。 ）について、毎年1回定期的に、又は随時に検査を行うほか、当該事

務の取扱者の異動等により事務の引継ぎを行うときは、これに立ち会って検査

し、又は当該取扱者の配置されている法廷の上席書記官（以下単に「上席書記

官」 という。 ）に検査させ、その結果を大法廷首席書記官に報告する。

（2）報告方法

ア定期検査報告



首席書記官は、毎年12月末日現在の状況を、翌年1月20日までに、別

紙様式第1により大法廷首席書記官に報告する。

イ随時検査報告

首席書記官は、随時に検査を行った際は、別紙様式第1により大法廷首席

書記官に報告する。

ウ交替検査報告

首席書記官は、異動等により保管金等及び押収物等に関する事務の取扱者

が交替するときは、前任及び後任の書記官に別紙様式第2の事務引継書を作

成させた上、 自ら検査し、又は上席書記官に検査させ、交替日から20日以

内に、別紙様式第3により大法廷首席書記官に報告する。

付記

実施1

この指示は、令和6年7月16日から実施する。

指示の廃止

昭和48年3月5日付け最高裁訟第000124号大法廷首席書記官指示「最高裁判

の事件に関する保管金等及び押収物等の取扱いについて」は、令和6年7月1

2

所の事件に関する保管金等及び押収物等の取扱いについて」は、令和6年7月1

5日限り、廃止する。

3経過措置

この指示の実施の際、既に保管している保管物等及び押収物等については、

この指示に基づく手続により保管しているものとみなす。



(別表）

種目 事件の種類 基本法条

1 民事予納金 上告事件

上告受理事件

特別上告事件

特別抗告事件

許可抗告事件

再審事件

民事雑事件

行政雑事件

民訴費用法12

民訴条約等実施法30

2人身保護保証金 人身保護事件 人身法10

3保釈保証金 上告事件 刑訴法94

4代替金 刑事雑事件 組織的犯罪処罰法26， 731

麻薬特例法19Ⅳ、 23

5追徴保全解放金 刑事雑事件 組織的犯罪処罰法42， 731

麻薬特例法20Ⅲ､ 23



【機密性2】

(別紙様式第1）

令和 年 月 日

大法廷首席書記官殿

第○小法廷首席書記官

保管金等及び押収物等に関する事務の検査（口定期口随時）

1 検査実施日令和 年 月 日 （ ）

2保管金及び保管有価証券についての検査

（1） 保管金等の状況

口別表のとおり （進行番号、受入年月日、事件番号、金額を記載）

口該当なし

（2） 保管金等に関する事務の取扱いの状況

口適正 口不適正 口該当なし

（不適正な状況）－

■－－－■■■■■■■■■■■■■■■■－－一－－9■■■■■■■■■■■■■■■q■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－－－■■■■■■■■

3 民事保管物についての検査

(1) 民事保管物の状況

口別表のとおり （進行番号、受入年月日、事件番号、品目等を記載）

口該当なし

（2） 民事保管物に関する事務の取扱いの状況

口適正 口不適正 口該当なし

（不適正な状況）－

4押収物並びに少年保護事件及び医療観察事件の証拠物についての検査

（1） 押収物等の状況

口別表のとおり （押収番号、受入年月日、事件番号、品目等を記載）

口該当なし

（2） 押収物等に関する事務の取扱いの状況

口適正 口不適正 口該当なし

（不適正な状況）ー

－－1■■■■■■■■－1■■■■■■■■･■■■■■■－－－－－－－1■■■■■■■■0■■■■■■■■0■■■■■■■■一一一－



【機密性2】

(別紙様式第2）

保管金等及び押収物等に関する事務引継書

保管金等及び保管物等に関する事務について、別表のとおり引継ぎを了した。

令和 年 月 日

最高裁判所第○小法廷

前任の書記官○○○○

後任の書記官○○○○

(注1） この事務引継書は、交替検査書（別紙様式第3）に添付する。

(注2）添付する別表には、引き継ぐ対象に応じて以下の項目を記載する。

・保管金等：進行番号、受入年月日、事件番号、金額

・民事保管物：進行番号、受入年月日、事件番号、品目等

・押収物等：押収番号、受入年月日、事件番号、品目等



【機密性2】

(別紙様式第3）

令和 年 月 日

大法廷首席書記官殿

第○小法廷首席書記官

保管金等及び押収物等に関する事務の検査（交替）

1 検査実施日令和 年 月 日 （ ）

2事務引継者

前任の書記官○○○○

後任の書記官○○○○

3保管金及び保管有価証券についての検査

（1） 保管金等の状況

口別添「保管金等及び押収物等に関する事務引継書」のとおり

口該当なし

（2） 保管金等に関する事務の取扱いの状況

口適正 口不適正 口該当なし

（不適正な状況）－■■■■一－－Ⅱ■■■■■■■■－Ⅱ■■■■■■■■Ⅱ■■■■■■■■一－一1■■■■■■■■I■■■■■■■■1■■■■■■■■q■■■■■■■■Ⅱ■■■■■■■■－■■■■■■■■■■■■■■－一一I■■■■■■■■－－

4民事保管物についての検査

（1） 民事保管物の状況

口別添「保管金等及び押収物等に関する事務引継書」のとおり

口該当なし

（2） 民事保管物に関する事務の取扱いの状況

口適正 口不適正 口該当なし

（不適正な状況）－

－1■■■■■■■■ q■■■■■■■■I■■■■■■■■－－－一q■■■■■■■■1■■■■■■■■q■■■■■■■■I■■■■■■■■－－－－一

5 押収物並びに少年保護事件及び医療観察事件の証拠物についての検査

（1） 押収物等の状況

口別添「保管金等及び押収物等に関する事務引継書」のとおり

口該当なし

（2） 押収物等に関する事務の取扱いの状況

口適正 口不適正 口該当なし

（不適正な状況）－ －

I■■■■■一－－－－－－q■■■■■■■－－－－一－q■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－一－



【機密性2】

、

最高裁総訟第367号

令和6年7月16日

各法廷首席書記官殿

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

裁判所書記官による民事・家事分野の裁判事務処理における

文字の取扱いについて（指示）

標記の取扱いについて下記のとおりとしますので、令和6年7月16日からこれ

によってください。

記

1 字種が同じ文字は、字形や字体の違いにかかわらず、区別せずに同一のものと

取り扱うことを原則とする。

2裁判文書の作成に当たっては、裁判事務システム又は職員貸与パソコンによっ

てそれぞれ標準的に入力することができる範囲の文字のみを使用することを原

則とする。



【機密性2】

最高裁総訟第368号

令和6年7月16日

各法廷首席書記官殿

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

e事件管理システムの管理について（指示）

標記の管理について下記のとおり定めましたので、これによってください。

記

1 通達の準用

令和6年7月1日付け最高裁デ審第78号事務総長通達「e事件管理システム

の管理について」 （以下「管理通達j という。 ）の定め（記第2、第5、第6及

び第7の定めを除く。 ）は、その性質に反しない限り、最高裁判所におけるe事

件管理システムの管理について準用する。この場合において、管理通達中「職員」

とあるのは「書記官等」 と読み替えるものとする。

2用語の定義

この指示における用語の意義は、次に定めるところによる。

（1） 本件システム e事件管理システムをいう。

（2） 書記官等裁判所書記官及び裁判所事務官をいう。

（3） ユーザID別表記載の事件に関して本件システムを利用する職員対し付与

される本件システムのアカウントをいう。

3本件システムの管理

訟廷首席書記官は、最高裁判所における本件システムの管理を行う。この場合

において、訟廷首席書記官は、所属する書記官等の中から、本件システムにお



いて最高裁判所のユーザ情報（所属部署、官職並びにシステムの操作及び管理

の権限の有無に関する情報をいう。 ）の登録や訂正のほか庁単位で行う各種の

設定を行うシステム上の権限を有する者として運用管理者及び運用担当者を定

める。

4本件システムの利用不能時等における対応等

（1）本件システムに障害が発生するなど本件システムの利用ができない緊急事態

の発生に備えて、訟廷首席書記官を緊急時対応者（緊急時に必要な対応をと

るべき旨の判断をする責任者をいう。 ） とする。

（2）訟廷首席書記官は、前項の緊急事態が発生した場合には、必要な対応をとる。

5 その他

この指示に定めるもののほか、この指示の実施に必要な事項については、大法

廷首席書記官が定める。

付記

この指示は、令和6年7月16日から実施する。



(別表）

簡易裁判所

和解事件

督促事件

通常訴訟事件

手形訴訟事件及び小切手訴訟事件

少額訴訟事件

少額訴訟判決に対する異議申立て事件

控訴提起事件

飛躍上告提起事件

少額異議判決に対する特別上告提起事件

再審事件

抗告提起事件

民事一般調停事件

宅地建物調停事件

農事調停事件

商事調停事件

鉱害調停事件

交通調停事件

公害等調停事件

特定調停事件

共助事件

民事雑事件

共助事件（行政事件）

地方裁判所

通常訴訟事件



家庭裁判所移行前の人事訴訟事件

手形訴訟事件及び小切手訴訟事件

控訴提起事件

飛躍上告提起事件

飛躍上告受理申立て事件

再審事件

控訴事件

上告提起事件

抗告事件

抗告提起事件

発信者情報開示命令事件

労働審判事件

民事一般調停事件

宅地建物調停事件

農事調停事件

商事調停事件

鉱害調停事件

交通調停事件

公害等調停事件

特定調停事件

共助事件

民事雑事件

人身保護事件

人身保護雑事件

訴訟事件（行政事件）

控訴提起事件（行政事件）

1

1



(行政事件）飛躍上告提起事件及び上告提起事件

飛躍上告受理申立て事件（行政事件）

再審事件（行政事件）

抗告提起事件（行政事件）

共助事件（行政事件）

雑事件（行政事件）

家庭裁判所

家事審判事件

家事調停事件

人事訴訟事件

通常訴訟事件

子の返還申立事件

家事抗告提起事件

民事控訴提起等事件

再審事件

保全命令事件

家事共助事件

家事雑事件

高等裁判所

通常訴訟事件

控訴事件

上告提起事件

上告受理申立て事件

抗告事件

特別抗告提起事件

許可抗告申立て事件



再審事件

上告事件

特別上告提起事件

民事一般調停事件

宅地建物調停事件

農事調停事件

商事調停事件

鉱害調停事件

交通調停事件

公害等調停事件

民事雑事件

人身保護事件

人身保護雑事件

訴訟事件（第一審、行政事件）

控訴事件（行政事件）

上告提起事件（行政事件）

上告受理申立て事件（行政事件）

特別上告提起事件（行政事件）

抗告事件（行政事件）

特別抗告提起事件（行政事件）

許可抗告申立て事件（行政事件）

再審事件（行政事件）

雑事件（行政事件）

家事審判事件

家事調停事件

第一審事件（裁判官の分限事件）



最高裁判所

上告事件

上告受理事件

特別上告事件

特別抗告事件

許可抗告事件

再審事件

民事雑事件

訴訟事件（第一審、行政事件）

上告事件（行政事件）

上告受理事件（行政事件）

特別上告事件（行政事件）

特別抗告事件（行政事件）

許可抗告事件（行政事件）

再審事件（行政事件）

雑事件（行政事件）

第一審事件（裁判官の分限事件）

抗告事件（裁判官の分限事件）



【機密性2】

最高裁総訟第369号

令和6年7月16日

各法廷首席書記官殿
↓

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

e事件管理システムを利用した事務処理の運用について

（指示）

標記の運用について下記のとおり定めましたので、これによってください。

、記

通達の準用

(1)令和6年7月2日付け最高裁総三第211号総務局長通達「e事件管理シス

テムを利用した事務処理の運用について」 （以下「運用通達」 という。 ）記

第1から記第5までの定め（記第4の3の定めを除く。 ）は、令和6年3月

28日付け最高裁総訟第149号大法廷首席書記官指示「事件の受付及び分

配に関する事務の取扱いについて」 、平成25年7月26日付け最高裁訟第

415号大法廷首席書記官指示「事件記録等の保存、送付及び廃棄並びに事

件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等について」 、令和6年7月16日付

け最高裁総訟第209号大法廷首席書記官指示「最高裁判所の事件に関する

保管金等及び押収物等の取扱いについて」記1の(1)、平成元年7月18日付

け最高裁総訟第193号大法廷首席書記官指示「予納郵便切手の取扱いにつ

いて」の定めにかかわらず、その性質に反しない限り、最高裁判所における

e事件管理システムを利用した事件の受付及び分配、事件関係の帳簿諸票の

備付け、事件記録等の保存及び廃棄、保管金等の取扱い並びに予納郵便切手

1



の取扱いに関する事務について準用する。

(2)運用通達記第6及び第7の定めは、令和6年3月27日付け最高裁総訟第1

48号大法廷首席書記官指示「事件記録の保管及び送付に関する事務の取扱

いについて」 （以下「保管送付指示」 という。 ）及び令和6年7月16日付

け最高裁総訟第204号大法廷首席書記官指示「事件記録等の閲覧等に関す

る事務の取扱いについて」の定めにかかわらず、その性質に反しない限り、

最高裁判所におけるe事件管理システムを利用した事件記録の保管及び送付

並びに事件記録等の閲覧等に関する事務について準用する。

2通達の読替え

運用通達記第4の1中「訟廷管理官」 とあるのは「訟廷首席書記官」 と、

「 （訟廷事務をつかさどる主任書記官を含む。以下同じ。 ） 」 とあるのは

「 （第二訟廷事務室に配置された上席書記官を含む。以下第4の1において同

じ。 ） 」と、記第5中「訟廷管理官」 とあるのは「第二訟廷事務室所属の訟廷

首席書記官補佐」 と、記第6の2中「保管送付通達記第1の5に定める対照調

査」 とあるのば「保管送付指示記2に定める対照調査」 と、記第7中「記録係」

とあるのは「裁判関係庶務係」 と、 「平成9年8月20日付け最高裁総三第9

7号総務局長通達「事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて」 」 と

あるのは令和6年7月16日付け最高裁総訟第204号大法廷首席書記官指示

「事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて」 と読み替える。

3 その他

この指示に定めるもののほか、サーバーに所要事項を記録する場合の細目その

他e事件管理システムを利用した事務処理、事件記録の保管及び送付に関する

事務並びに事件記録等の閲覧等に関する事務に関し必要な事項は、大法廷首席

書記官が別に定めるところによる。

付記

この指示は、令和6年7月16日から実施する。



【機密性2】

最高裁総訟第370号

令和6年7月16日

各法廷首席書記官殿
』

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

秘匿に関する申立て等がされた場合における事件情報のe事

件管理システムへの入力について（指示）

標記の入力について下記のとおり定めましたので、これによってください。

記

令和6年7月2日付け最高裁総三第212号事務総長通達「秘匿に関する申立

て等がされた場合における事件情報のe事件管理システムへの入力について」

（以下「入力通達」 という。 ）の定めは、最高裁判所におけるe事件管理システ

ムへの入力について準用する。この場合において、入力通達中「総務局長」 とあ

るのは｢大法廷首席書記官」 と読み替えるものとする。

付記

この指示は、令和6年7月16日から実施する。



【機密性2】

最高裁総訟第640号

令和6年12月24日

各法廷首席書記官殿

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

「事件記録等の保存、送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票

の備付け、保存、廃棄等について」の一部改正について

（指示）

平成25年7月26日付け最高裁訟第415号大法廷首席書記官指示「事件記録

等の保存、送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等について」

の一部を下記のように改正します。

記

1 別表第1中

「

（期日簿等）

」

を

「

」

に改める。

2別表第2中

「

（期日簿等）

20 民事期日簿 法 廷 3年 04

20 (削除） 04

65 刑事期日簿 法 廷 3年 04



」

を

「

」

に改める。

3別紙様式04を次のように改める。

様式04削除

付記

1 実施

この指示は、令和7年1月1日から実施する。

2経過措置

この指示の実施の際、保存されている民事期日簿及び刑事期日簿の保存期間

は、なお従前の例による。

65 (削除） 04



最高裁訟第415号

平成25年7月26日

改正令和4年12月22日最高裁訟第468号

改正令和6年7月16日最高裁総訟第203号

改正令和6年12月24日最高裁総訟第640号

各法廷首席書記官殿

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

事件記録等の保存、送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票の

備付け、保存､廃棄等について（指示）

標記の事務について、下記のとおり定めましたので、平成25年7月26日から

これによって取り扱ってください。

記

第1 事件記録及び事件書類の保存、送付及び廃棄について

1 事件記録等保存規程（昭和39年最高裁判所規程第8号。以下「規程」 とい

う。 ）の運用に関しては、次のとおりとする。

(1) 通達等の準用

規程の施行に関して、下級裁判所に対して発せられた通達（通知及び回答

を含む。 ）の定めは、特別の指示がある場合を除き、 これを準用する。

（2） 保存期間の特例

、 人身保護事件報告書の保存期間は、当分の間、事件結果の報告があった日

から起算して1年とする。

（3） 国立公文書館への送付



最高裁判所事務総長から、規程第10条第1項の規定に基づき内閣総理大

臣に移管することとされた記録及び事件書類の移管の指示があったときは、

当該指示にかかる事件書類等を、独立行政法人国立公文書館に送付する。

2刑事関係確定事件記録及び事件書類の保存及び廃棄の事務の運用に関して

は、次のとおりとする。

(1) 通達等の準用

刑事関係確定事件記録及び事件書類の保存及び廃棄の事務の運用に関し下

級裁判所に対して発せられた通達（通知及び回答を含む。 ）の定めは、特別

の指示がある場合を除き、 これを準用する。

（2） 保存期間等の特例

ア当庁において保存する大審院のした裁判の裁判書の原本の保存期間は、

当分の間永久とする。

イ 当庁において、判決及び上告事件を完結する決定の謄本を保存するもの

とし、保存期間は、当分の間、事件終局から30年とする。

なお、事件を完結する決定に添付を省略された上告趣意書の写しは、当

該事件の裁判書謄本と共に保存する。

3様式

1及び2の事件記録及び事件書類の保存に関しては、別紙様式第1から別紙

様式第5までの様式による。

2事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等について

事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等の事務の運用に関しては、次のと

第2

おりとする。

1 通達等の準用

事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等に関し下級裁判所に対し発せられ

た通達（通知及び回答を含み、押収物等取扱規程、裁判所の事件に関する保管

金等の取扱いに関する規程及び予納郵便切手の取扱いに関する規程の施行につ



いての通達等を含む。 ）の定めは、特別の指示がある場合を除き、 これを準用

する。

2事件関係帳簿諸票の名称等

事件関係帳簿諸票の名称、様式、備え置く係等及び保存期間は、別表第1及

び別表第2のとおりとするb

3 事件関係帳簿諸票の区分又は別冊について

(1)事件関係送付簿は、次に定める事項ごとに区分し、又は別冊とすることが

できる。 さらに送付先又は送付書類ごとに区分し、又は別冊とすることがで

きる。

ア庁内

イ庁外

（2） 既済事件処理簿は、事件種別又は事件結果ごとに区分し、又は別冊とする

ことができる。

4帳簿諸票備付経過簿

(1)記録保存係は､帳簿諸票備付経過簿を作成して、備え置く。

（2） 帳簿諸票備付経過簿には、別表第1及び別表第2記載の帳簿諸票を整理番

号順に登載する。

（3） 帳簿については司法年度の初めに、諸票については保存のための引継ぎを

受けたときに、それぞれ登載する。

付記

1 指示の廃止

平成22年3月12日付け最高裁訟第000110号大法廷首席書記官指示「事件記

録等の保存、送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票等の備付け、保存及び廃棄に

ついて」 （以下「旧指示」 という。 ）は、平成25年7月25日限り、廃止する。

2経過措置

(1) この指示の実施の際、現に備え付けられ、又は保存されている帳簿諸票（帳

簿諸票保存簿を除く。 ）は、 この指示により備え付けられ、又は保存されてい



る帳簿諸票とみなす。

（2） 旧指示により備え付けなければならない帳簿諸票又は備え付けることができ

る帳簿諸票で、この指示により備え付けなければならない帳簿諸票又は備え付

けることができる帳簿諸票とされなかったものについての保存期間は、従前の

とおりとする。

（3） 従前の諸用紙は、 この指示に定める諸用紙として利用することができる。

（4） 帳簿諸票備付経過簿は、平成26年度以降の事件関係帳簿諸票について作成

する。

付記（令和4． 12． 22訟第468号)．

1 実施

この指示は、令和5年1月1日から実施する。

2経過措置

この指示の実施の際、現に備え付けられ、又は保存されている帳簿諸票（帳簿

諸票保存簿を除く。 ）は、 この指示により備え付けられ、又は保存されている帳

簿諸票とみなす。

付記（令和6． 7． 16総訟第203号）

1 実施

この指示は、令和6年7月16日から実施する。

2 経過措置

（1） この指示の実施の際、従前の様式による用紙が残存している場合には、 これ

を使用して差し支えない。

（2） この指示の実施の際、現に備え付けられ、又は保存されている特別保存記録

等保存票の保存期間は、なお従前の例による。

付記（令和6． 12． 24総訟第640号）

1 実施

この指示は、令和7年1月1日から実施する。

2経過措置



ノ

保存されている民事期日簿及び刑事期日簿の保存期間この指示の実施の際、
ノ

は、なお従前の例による。
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(別表第1）

最高裁判所に備え付ける帳簿諸票（民事関係）

保存期間帳簿諸票の名称 備え置く係等

事件簿

（民事事件）

民事上告事件簿（オ）

民事上告受理事件簿（受）

民事特別上告事件簿（テ）

民事特別抗告事件簿（ク）

民事許可抗告事件簿（許）

民事再審事件簿（ヤ）

民事雑事件簿（マ）

事件簿予備欄

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

年
》
年
》
年
》
年
一
年
一
年
唖
年
ふ
年

０
《
０
唖
０
》
０
》
０
》
０
》
０
》
０

７
恥
７
吋
７
曲
３
唖
３
師
７
皿
３
皿
７

●●

① ◆

●

●

●

●

１
“
１
”
１
》
２
》
２
》
２
》
２
》
３

●

０
》
０
恥
０
》
０
和
０
配
Ｏ
皿
０
》
Ｏ

Ｇ

●

●●

●●

●

● ●●●

●

。● ● ■ ■ 。

● ● ●白 ● ●

●ｅ● ●■●

●● ■● ■ ●

■■ ●”◆ ｑ

● ■■ ● ●●

■ ●■■ロ

－
曲
２
》
３
》
４
和
５
》
６
和
７
曲
８

● ” ●ｐｅ

Ｑ■■Ｂ●●

ロＢ ●● ロ●

■ ●●■ ■■

● ｐｅ ｐ ｃ

●● ● 、 ●

■■● ■● ロ

(行政事件）

行政訴訟（第一審）事件簿（行チ）

行政上告事件簿（行ツ）

行政上告受理事件簿 （行上）

行政特別上告事件簿（行テ）

行政特別抗告事件簿（行ト）

行政許可抗告事件簿 （行う）

行政再審事件簿（行ナ）

行政雑事件簿（行二）

事件簿予備欄

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

民事事件係

年
》
年
》
年
一
年
一
年
》
年
一
年
一
年
》
年

０
》
０
》
Ｏ
》
０
鉦
０
》
０
》
０
》
０
》
０

７
岬
７
岬
７
皿
７
吋
３
並
３
皿
７
和
３
和
７

● 。● ●

● ● ●●

■■ ■■

■■ ａ ●

■■●巳

● ●●、

白 Ｃ Ｑ ●

● ● 合 ●

９
唖
、
》
ｕ
》
岨
》
旧
》
皿
唖
焔
》
肥
》
Ⅳ

■

■

●

■

ロ

●

●

凸

● ●

■■

■■

■ ●

■●

■ 。

● ●

●●

(裁判官の分限関係）

民事事件係裁判官の分限第一審事件簿（分） ※
●●●CG●D●●Q●●●●｡●●e●｡■●q●●D■●■●●■■■■■●●｡■■■■■●D■■■■■■●D■■■■■●■■■■■■■●■､■■■●●●白■■■Qo白Ged●●、●●●●Q●ODD●●eOo0●●OqeOo

同抗告事件簿（分ク） ※

10年
■■■■■■■■●●●■■●●●D■G●●O●ODDO●●0●｡｡｡●●●●●●■｡Q●●B■■■■■●●

10年

02

●●■■■●■G●●■■●●Ce●●白●

02

一

８
、
９

１
ｍ
ｌ

《 ●e○・○●●｡●q●●●｡●●●C｡●｡甲｡｡●●■●■G●●●｡■■■■●●

民事事件係



’

事件簿以外の一般帳簿諸票

(送付簿等）

(送達関係）

(予納郵便切手関係）

(閲覧謄写関係）

(保管金及び民事保管物等関係）

－

04

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

05

p●●●○●●DDD●｡●●●D■●■q

06

､●｡●0●●●｡●｡●Q●●●●●･q

07

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■

08

■p■■●●●D■■■■■●●｡■■■q

09

■●●●●●●D●■e●●●■■■■Gq

10

■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

11

p■■■■巳●GDC■■｡●●0●由●I

12

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■

13

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

20 (削除）

21 事件関係送付簿
法 廷

訟廷各係
5年

22 事件記録出納簿
法 廷

記録保存係
5年

23 記録受領書 民事事件係 5年

24 書留郵便物受領証（特別送達用）
法 廷

民事事件係
5年

25

26

同 （書留用）

郵便送達委任簿

法 廷

民事事件係

法 廷

3年

5年

27 予納郵便切手保存簿 裁判関係庶務係 1年

28 受領書 法 廷 5年

29 民事事件記録等閲覧・謄写票 裁判関係庶務係 原符5年

整理

番号
帳簿諸票の名称 備え置く係等 保存期間

使用する

様式



’

口 ’

(注） 1 ※を付した帳簿は、事件が係属したとき又は記載事項が生じたときに備え置くものとする。

2大法廷においては、 1以外の帳簿についても、事件が係属したとき又は記載事項が生じたと

きに備え置くものとする。

－ 帳簿諸票備付経過簿 記録保存係
登載された全ての帳簿諸
票を廃棄するまでの間

23

40 帳簿諸票等引継書 記録保存係 5年 24

41 裁判原本等保存簿（民事） 記録保存係

登載された全ての編冊を
廃棄し，特別保存に付
し，又は独立行政法人国
立公文書館に送付するま
での間

25

42

－1
保存期間延長記録等保存票 記録保存係

保存期間を延長した当該
事件記録等を廃棄するま
での間（当該事件記録等
について特別保存をした
場合において、国立公文
書館に送付するときに
あっては国立公文書館に
送付するまでの間、特別
保存をした場合において
国立公文書館に送付しな
いときにあっては永久）

26

－1

２
２
４
－ ′ 特別保存記録等保存票 記録保存係

特別保存に付した当該事
件記録等を国立公文書館
に送付するまでの間（当
該事件記録等を国立公文
書館に送付しない場合に
あっては永久）

６
２
２
－

43 人身保護事件報告簿 民事事件係 5年 27

44 国庫金立替請求及び負担額通知簿 裁判関係庶務係 5年 28

45 認証等用特殊用紙授受簿 訟廷庶務係 3年 29



Q

(別表第2）

最高裁判所に備え付ける帳簿諸票（刑事関係）

帳簿諸票の名称 備え置く係等 保存期間

事件簿

（刑事事件）

刑事上告事件受付票(あ）

刑事(旧法)上告事件受付票(れ）

刑事上告事件事件票(あ）

刑事(旧法)上告事件事件票(れ）

非常上告事件簿(さ）

刑事再審請求事件簿(き）

刑事上告受理申立て事件簿(ゆ）

移送許可申立て事件簿(め）

判決訂正申立て事件簿(み）

刑事特別抗告事件簿(し）

費用補償請求事件簿(ひ）

刑事補償請求事件簿(も）

訴訟費用免除申立て事件簿(せ）

刑事雑事件簿(す）

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

120年

120年

120年

120年

120年

120年

120年

10年

120年

20年

10年

10年

10年

10年

創脚

阻 閥

両肺 ね

間脚

■

。

Ｏ
唖
０
岬
１
唖
１
虻
２
蝿
２
《
２
》
２
岬
２
》
２
恥
２
唖
２
唖
２
岬
２

●

脚

和

ね

■

３
》
３
岬
３
“
３
“
３
》
３
《
３
州
３
幟
３
唖
３
鋤
３
》
３
“
３
岬
３

ｍ■

岡 脚

●●

閥閥 ■

Ｈ●● 帥

酎

● ●

“ 帥● ■

46

47

48

4950

51

52

53

54

55

56

57

58

59

(その他の事件関係）

没収の裁判の取消第一審事件簿(収へ）※

没収の裁判の取消上告事件簿(収と）※

法廷等の秩序維持に関する法律違反
第一審事件簿(秩と）※

法廷等の秩序維持に関する法律違反
特別抗告事件簿(秩ち）※

医療観察再抗告事件簿(医へ）※

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

刑事事件係

一
一
一
岬
一
碑
一
癖
一
岬

、

吟

■” 脚

■

■

ぬ

配

■

０
帥
１
唖
２
皿
３
岬
４

６
恥
６
帥
６
恥
６
“
６
Ｈ

■

■

耐

脚

凶

岡 。

●

阿 雨

２
岬
２
岬
２
蝿
２
岬
２

●

尚

３
岬
３
吋
３
岬
３
》
３

句Ｎ■

間■

Ｈ●間函



’外の一般帳簿諸勇
申 ○

’

’

’

整理

番号
帳簿諸票の名称 備え置く係等 保存期間

使用す
る様式

65 (削除） 04

66 事件関係送付簿
法 廷
訟廷各係

5年 05

67 既済事件処理簿 法 廷 5年 33

68 事件記録出納簿
法 廷

記録保存係
5年 06

69 国選弁護人候補指名通知依頼簿 刑事事件係 5年 34

70 書留郵便物受領証(特別送達用） 法 廷 5年 08

71 同（書留用）
法 廷

刑事事件係
3年 09

72 普通郵便委任簿 法 廷 5年 35

73 国庫郵券請求簿 裁判関係庶務係 5年 36

74 刑事事件記録等閲覧･謄写票 裁判関係庶務係

～

原符5年 37

75 保管金提出書 法 廷 原符5年 14

76 保管票 法 廷 10年 15

77 民事保管物受払簿(刑事）※ 法 廷 10年 16

78 民事保管物原簿(刑事）※ 保管物主任官 10年 17

79 保管票送付簿※ 法 廷 3年 18

80 仮出民事保管物送付簿(刑事）※ 法 廷 3年 19

81 仮出票 法 廷 3年 20

82 受領票 法 廷 5年 21

83 雑 法 廷 3年 ■■■■■■■■



保存期間備え置く係等帳簿諸票の名称

押収物主任官

押収物主任官

法 廷

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官
保管物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

》
》
》
》
一
》
《
》
一
一
》
》
》

》
》
》
〉
岬
》
》
》
》
》
》
峠
》

恥
岬
皿
岬
呼
皿
呼
呼
物
鋤
岬
岬
岬

脾
一
笄
一
群
一
孵
一
解
一
群
一
碑
一
群
一
碑
一
群
一
碑
一
群
一
碑
一
奔

晒
晒
岬
咽
岬
暉
姻
和
加
・
唖
岬
晒
唖

岬
州
岬
》
》
》
岬
岬
岬
》
》
岬
呼

岬
廻
岬
碑
》
輔
鋤
岬
呼
蝿
岬
拙
一

》
岬
》
》
一
個
一
一
一
一
一
峠
》

唖
州
》
唖
州
唖
岬
娼
皿
岬
岬
咽
唖

岬
》
》
一
一
一
一
一
》
》
》
》
一

岬
岬
》
軸
鋼
麺
》
》
》
岬
“
》
姻

岬
帥
岬
》
岬
岬
伽
鋤
斗
伽
》
岬
岬

ゆ
叩
叩
咀
呵
Ⅷ
帥
、
印
即
叩
、
知

伽
岬
岬
岬
唖
岬
唖
》
岬
州
岬
唖
岬

唖
一
一
唾
唖
》
》
》
》
》
《
》
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
恥
一
・

一
一
》
》
》
》
一
一
》
》
》
》
》

一
畔
一
一
癖
》
峠
一
》
翻
》
一
一
た
》
》
口
雑

岬
恥
岬
榊
軸
唖
唖
恥
》
》
恥
唖
“

尚

酬

８
》
９
岬
０
岬
１
咽
５
砿
２
岬
３
岬
４
岬
５
噸
６
岬

３
《
３
州
４
婚
４
》
１
岬
４
砕
４
岬
４
崎
４
岬
４
岬

閃

々
■

甲 Ｈ

価
弛
■
岬
唖
■
》
》
柚
恥
■
壁

■

■

、

■

■

●

４
軸
５
恥
６
岬
７
恥
８
“
９
恥
０
岬
１
唖
２
恥
３
岬
４
帥
５
恥
６
唖
７

８
》
８
軸
８
崎
８
恥
８
恥
８
岬
９
“
９
卦
９
恥
９
《
９
鋤
９
蝿
９
恥
９ －

(保存関係）

登載された全ての帳簿
諸票を廃棄するまでの
間

5年

登載された全ての編冊
を廃棄し，特別保存に
付し,又は独立行政法
人国立公文書館に送
付するまでの間

保存期間を延長した
当該事件記録等を廃
棄するまでの間（当
該事件記録等につい
て特別保存をした場
合において、国立公
文書館に送付すると
きにあっては国立公

文書館に送付するま
での間、特別保存を
した場合において国
立公文書館に送付し
ないときにあっては

永久）

記録保存係帳簿諸票備付経過簿 23

24

一

mqpUq○UUpUq●U4pr■■､U■■U■■■q口■■■■⑤■閏■b■■凶■単■H■■Q■師｡H■由■M■世●H●■4●QqD■｡●M●Md脚●帥06■gBpe巳ﾛeHe四■H●HgH●脚OB■pUqp津p脚●■qDUqDUq則q■Uq■U■■Uq■再■H■閉■pO■■0■■■■■ﾛ｡■OqbQ咀凸IdbQ｡bQdbQ□ 卸■由●H●由口創■QdgMCM●Q●bQdM□bQdD■dO脚●Qe0pq●0CDU●DOq0U●
DM●HQD■eHe和eCUe●UqpU○p

98

1q､■”lqDl”脚■09■粕”IQBI

記録保存係帳簿諸票等引継書
■qDH●■DUQ●ﾛq､ﾛ●､ﾛ■脚●DpqD■■H■■■H■■叩H■H■M●H■砲dHQ卜■qHq餌qDIQけI⑪I0●I“I●pHgI目qHdBIOOI■010,1●014,明pH■単■岡■■■脚■■■幻■■■■q■ﾛq■■叩ﾛ■●H■ﾛ■■ﾛ叩ﾛ■■間b､■■脚■■q■M■■■00■H■b■､NDI■01”■QblqpW”lqcIqM●DlqDI●01“同“IqO■qpI4●HDmQH●陣IQpU●､Q”U●､ﾛ■､■GDB■記

裁判原本等保存簿(刑事） 記録保存係 2599

Hg■ﾛ■■U■■H■U■gbpq■QqDO■■Hp
I｡pI“■“I”甲●脚●脚■b■4帥加同“M●Q仙聞●卸b津■凶叶■eHg■“岡●n曲ﾛ■■Hgﾛ●■ﾛ叩ﾛ■■ﾛ叩■“■■■qgH■両”■■両■､■qHq■ﾛ■Hq■令■､ﾛ■HqM●01⑪■qH■GI■Hd餌qM●HqM●MqD■4，14口HbI幻gI4Q脚■脚■■9gMPI4pIQ｡I ●pI“■”U“■“UqCUQHQ明QH■H■図●Hg■■間■四叩ﾛ■■ﾛ■､ﾛ●､ﾛ叩ﾛ■■脚■閏■■q■19,函●脚●HqDU申脚q■■4■H●H

６
１
２
一記録保存係保存期間延長記録等保存票100



(注) 1 ※を付した帳簿は、事件が係属したとき又は記載事項が生じたときに備え置くものとする。

2大法廷においては、 1以外の帳簿についても、事件が係属したとき又は記載事項が生じたと

きに備え置くものとする。

整理

番号

101

帳簿諸票の名称

特別保存記録等保存票

備え置く係等

記録保存係

保存期間

特別保存に付した当
該事件記録等を国立
公文書館に送付する
までの間（当該事件
記録等を国立公文書
館に送付しない場合

にあっては永久）

使用す
る様式

６
２
２
’



様式01(表）

平成 年（ ）

（
赴
高

民
事

上
告
事
件
簿
）

mO"1

』 ．

－ 一一一一一一一一 一 －－ ー －
－

事 件 番 号

当 庁 受 付 冊● ● 冊● ●

事 件 名

上 告 人

申 立 人

原

被

控
被

原
被
控
被

被 上 告 人

相 手 方

参 加 人

解訟物価格（貼用印紙） 万円（ 円） 万円（ 円）

第
一
審

裁 判 所

受理 日 。 番号

終局 日 ・ 結果

商地 支簡

｡ ｡ ． （ ： ）

● ●

高地 支簡

（ ）● ｡

● ロ

控
訴
審

裁 判 所

事 件 番 号

終局 日 。 結果

上告提起事件

上告受理申立て事件

高地 支

（ ）

● ●．

（ ）● ●

● ● （ ）

高地 支

（ ）

● ●

（ ）■ ‘ ●

（ ）● ●

当

審

（受）終局日 ，結果

終 局 日

結 果

記 録 送 付

受・不● ■

● ●

判・決

冊0 ● ●

受・不、 ●

● 0

判・決

冊● ●

関連上告・上告受理事件番号 （ ） （ ）

備 考

ｬ

担当法遥

(添付郵券）

受領印 小

（ 円）

･小

（ 円）



(裏）

「

一ｹ P－ 一
一

冊． 、 ● 冊● ● ● ● 冊

原
被
控
被

原
被
控
被

原
被
控
被

万円（ 円） 万円（ 円） 万円（ 円）

高地 支簡 商地 支簡 商地 支簡
● ● （ ） ● ｡ （ ） ・ ・ （ ）

● ● O ● ● ●

高地 支 高地 支 商地 支

（ ） （ ） （ ）

● ●
6

● ● U ● ･

■ ● （ ） 。 。 ’ （ ） （ ）● ●

● ←● （ ） （ ）● ● ● ● （ ）

受・不● ● 受・不● ● 受・不D D

■ ● ● ● ● ●

判・決 判・決 判・決

冊● ● 。 。 冊 冊● ●

（ ）
P

（ ） （ ） ‘ ．

｡ ●

小

（ 円）

小

（ 円）

小

（ 円）



様式 02

(表）

）年（平成

（
斌
癌
、
民
事
．
雑
事
件
簿
）

HI3.(m3)

ー

事 件 番 号
1

当 庁 受 付 。 。 、 冊 冊■ ■

事 件 名

貼 用 印 級 円 円

申 立 人

相 手 方

一

審

裁 判 所

申 立 日 。 番号

終 局 日

結 果

商 支
地家 簡

● ● （ ）

、 ■

高 支
地家 簡

I

● ● （ 〉

● ●

二

審

裁 判 所

申 立 日 。 番号

終 局 日

結 果

特別抗告提起事件

許可抗告

申立て事件

申立日・番号

貯可決定日

高
地 支

● ． ． 〈 ）

● ●

● ● （ ）

（ ）● ●

● ●

高
地

支

も
も
″
ク

ロ
ヴ
凪
も

●●

● ●

● ● （ ）

・ ・ （ ）

、 ●

当
審

終 局 日

結 ・ 果

記 録 送 付

● ●

・ ・ 冊

O ●

冊● O 由

関連特別・許可抗告事件番号 （ ） （ ）

備 考

担当法定
(漆付郵券）
受領印 小

（

小

（ 円）



6

(裏）

一－－ －－－ 一ーー

冊． ● ● ・ 冊● ． 冊● ●

ト

円 円 円

1

癌 支
地家 簡①

高 支
地家 、 簡

高 支
地家 筒

（ ）● ● O ● （ ） ● ● （々 ）

● ● ● ● ● ● ●

込 商
地

支
高
地 支

高
地 支

、
Ｈ
１
〃

〃
ｆ
６
、

●● ●

6

Ｇ
も
Ｉ
〃

Ｊ
Ｈ
Ｅ
Ｂ

●

Ｌ
日
日
グ

グ
″
Ⅱ
、

●●

● ● ● ● ● ●

（ ）● ● （ ）● ● ｡ ● ● （ ）

● ● （ ） ● ● （ ） ● ● （ ）

● ● ● ● ● ●

● ● ● o ● ● ●

冊● ● 。 。 冊 冊● ●

（ ） （ ） （ ）

小

（ ． 円）
・ 小

（ ． 円）
小

（ 円）



、

様式 03
(表）

予備欄年（ ）平成

’

－ －－－
一一

－

事件番号

当事者

区 別

氏 名

終 局

結 果

法
廷
備 考

申
・
相

上
・
被

控
・
被

■
８
１
８
日
■
■
■
Ｕ
■
■
■
■
■
Ｕ
Ｑ
０
□
■
■
■
■
■
■
■
凸
■
■
■
■
ｑ

原
・
被

・ ・ 受・不
由一一一一一一■■一一一■■一一一一一一－一ーーﾛ■■■

・ ・ 判・決
■‐一－一一＝－1■■■■一一ー｡一一回■I■■■■■ーー‐■

１
２
３

申
・
相

Ｔ
ｌ
Ｏ
６
‐
１
０
合
Ｕ
曇
８
０
》
０
０
０

“
０
－
１
，
世■

上
・
被

甲
ｌ
Ｏ
０
０
０
０
１
０
０
０
０
９
１
△
凸■

控
・
被

１
Ｉ
ｊ
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
９
Ｉ
０
Ｌ
１

原
・
被

・ ・ 受・不
■ー一~■■－－一'■■1■■－■■■■■■-1■■一一I■■－1■■ーー■

。 。 判・決
p一－一一ｰ‐‐ー‐‐ーー－－－－‐■■ーーーｰ■

１
２
３
．

申
・
相

■
Ｕ
■
０
．
■
■
０
■
Ｈ
■
■
凸
８
●
■
■
■
■
Ⅱ
■
■
ｂ
■
■
Ｉ
■
０
■
８

上
・
被

ａ
０
二
８
６
■
・
Ｉ
凸
ｊ
０
ｑ
■
ｇ
《
８
《
８
今
０
凸
■
■
１
０
血
０
■
９

控
・
被

０
１
１
１
１
０
０
０
０
１
１
０
１
弓

原
・
被

． 。 受・不
ローーーーーー一一‐一一一一一一一一一一ーーーー■

・ ・ 判・決
■ｰー－－－－‐■■－－■■一mーー■■ーーー■■一■■■

１
２
３

申
・
相

０
０
０
０
１
０
１
０
Ⅱ
１
１
９
０
１昭

上
・
被

０
０
０
１
０
１
０
０
０
０
０
０
０
１
１

控
・
被

Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
０
Ｉ
１
０
ｌ
ｌ
１

原
・
被

. 。 受・不
画一一一一一一一一一一一一

● ●

一一一一■■ｰ‐‐ー■■■

判・決
■ー■■ー一一■■ー1■■■■ー■■■■1■■ーー一一1■■ｰ■■ｰ■■■

１
２
３

申
・
相

０
日
芸
■
０
．
０
塁
８
０
呂
日
０

０
．
０
．
◆
ｇ
ｏ
目
１
凸■

上
・
被

０
０
０
０
０
６
１
０
０
０
０
０
１
凸
ｑ

控
・
被

０
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０ｑ

原
●

被

。 ． 受・不
四一■■ー＝＝一－一一－1■■■■ー■■－－－＝＝－－－口

。 ． 判・決●

房一－一一一一一■■ー一一一一■■‐ーq■ー＝一一ー■

１
２
３

申
●

相

▲
１
１
凸
９
０
０
９
０
１
Ⅱ
０
６
■
０
マ
０
０
■
ｑ

上
●

被

０
０
０
０
０
０
９
０
０
０
９
０
１
０
口
１

控
・
被

１
．
口
■
■
０
画
■
０
．
９
凸
８
１
８
．
■
８
■
０
．
０
０
ロ
ー
ｂＩ

原
・
被

一
一

不
一
決
一

●
一
●
一

受
一
判
一

・
一
一

●
一
●
一

一
一

●
一
●
一

一
一
一
一

１
２
３

申
・
相

ｑ
０
ｉ
Ｉ
ｊ
０
０
△
１
０
０
△
０
８
０
ｉ
凸一■

上
・
被

０
ｌ
Ｉ
０
０
０
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
０
凸■可

控
・
被

Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ■

原
．
、
被

・ ・ 受・不

． ． 判・決
■■■一一－一一一■■‐＝■■■■一つ一一■■－－－－－■

１
２
３

申
・
相

■
■
“
■
■
甲
己
■
Ｑ
Ｕ
凸
■
●
■
▲
■
■
■
巳
■
■
■
■
ｑ
■
Ｂ
■
Ｕ
■

１

上
・
被

■
■
■
●
凸
■
ｚ
■
■
■
ｐ
■
■
妄
■
▼
■
■
言
■
甲
■
■
、
守
▲
■
の
■
守
凸
■
》
■

１

控
・
被

■
０
曲
■
■
■
由
■
■
０
口
、
■
，
■
Ｉ
▲
Ｕ
■
Ｂ
由
り
■
Ｕ
■
日
■
Ｕ
■
１

原
・
被

． . 受・不
■I■■ー一一一一一一一一一ーー一や~I■■‘■■■■ーｰ一口

。 ． 判・決
心ーー一一‐‐一一一－一一一一一－一一口ーー一口

１
２
３

申
・
相

０
１
１
１
０
０
０
０
０
８
０
０
０
Ａ
口

上
・
被

０
０
０
０
１
０
０
６
１
０
９
０
０
６Ｕ

控
・
被

０
０
９
０
０
０
８
０
１
０
１
０
０
凸■

原
、

被

． ． 受・不
■■■－－一ーｰ一一I■■一ｰ1●■ー■■一一一■■ーー■■ー■

● ●

b－－－－～一一

判･決
ーーｰ－－－－ー~土一一一一一■

１
２
３

申
・
相

０
１
０
１
１
０
９
１
Ｊ
Ｊ
１
０
１
Ｊ
】
１

上
・
被

０

０

０
０
０
０
９
畠
８
１
今
０
－
１
０
△
０
０
■
１

控
・
被

■
■
・
口
０
句
凸
■
凸
■
凸
Ｂ
■
▽
△
ｇ
凸
Ｕ
凸
Ｐ
ロ
Ⅱ
■
・
凸
■
■
■
■
１

原
・
被

・ 。 受・不
由■■－－－一－－－~ーｰ‐‐■■■■~一一一一一一■

。 。 判・決
由一一一一一■■一一＝－■■‐－－■■~－‐一－一一■

１
２
３

申
・
相

０
０
Ｉ
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
Ｉ
ｌ

上
・
被

■
● １

１
１
０
０
０
０
０
１
０
１
０
０
１

控
・
被

１
０
１
０
９
０
０
０
１
０
０
０
０
１

原
・
被

。 。 受・不
■－－一一一一色一一一一＝ー一一一一一一‐■■ー■

。 。 判・決
町－1■■‐■■■■■■■■■■■■一'■■■■－－1■■~ー＝1■■ー■■，■■■

１
２
３



(裏）

平成 年（ ）予備欄

"61m

－ e－－－

事件番号
当事者

区 別

氏 名

終 局

結 果

法
廷
傭 考

申
・
相

■
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
可

上
・
被

■
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
■
Ｉ
Ｉ
ｄ
０
８
ｑ
１
■
１
１
１
日
ｑ

控
・
被

■
１
１
■
■
■
■
■
■
■
■
血
■

０
■
Ｉ
■
■
■
■
■
■
０
■
■
■
ｑ

原
・
被

● ● 受・不
■■■‐｡ー■■一一一ー■■ーローーー－1■■一一‐一ー■

． ． 判・決
由■■ｰロ‐■■ーー一一ーーーーーー●■‐｡‐‐‐ｰ■

１
２
３

申
・
相

Ｉ
ｊ
０
０
０
０
０
０
Ｉ
Ｉ
０
１
Ｉ
ｌｑ

上
・
被

Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
１
０
０
１
０
０
０
Ｉ
ｌ
ｌ
１

控
・
被

Ｉ
０
４
０
Ｉ
１
Ｉ
０
０
ｌ
ｌ
Ｉ
０
４■

原
・
被

． ． 受・不
■ー■■ーー一－一一一‐－－■■ー一一■■－－■■一一口

・ ・ 判・決
■一一一＝ーー一再■■‐‐‐ー■■ー■■ｰーｰロー‐■

１
２
３

申
・
相

０
０
０
Ｐ
０
１
凸
８
０
．
０
．
０
０
三
８
１

０

０

００

上
・
被

１
０
０
１
０
０
０
０
Ｉ
０
０
０
０
ｂ
０

控
・
被

■
０
０
マ
０
・
■
０
凸
１
二
－
’
一
０
０
１

０

１

０

ｌ

ｂ９

原
・
被

・ ・ 受，不
■一一一~ーｰ‐‐一一ーー‐ーーー‐‐‐ーー■■■

。 。 判・決
■一一ーー■■一一一‐’■■q■■ーーーｰ一一一一ｰ一一●

１
２
３

申
・
相

１
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１

上
●

被，

Ｉ
１
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ■

控
・
被

０
０
０
０
０
１
１
０
０
０
０
０
０
１■

原
・
被

9 ． 受．不
一一一一一一一■■一一一一－－－－－－－－－ー‐■

． ． 判・決
レーーーーーー一一一■■‐垂一一一鐘一一一一一一■

1

１
２
３

申
・
相

０
０
１
０
０
０
０
０
０
１
１
１
ｌ
ｂ町

上
・
被

Ｉ
ｊ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
ユ
ー
ニ
リ
ニ
８
凸
３
－
６
０
■
凸
ｐ
凸
０
■■

控
・
被

９
．
９
■
０
・
Ｕ
Ｏ
二
８
８
皇
■
今
日
■
■
６
函
１
－
６
“
６
□■

原
・
被

。 。 受・不
■ー一一一‘■■Ⅱ■■一■■－1■■ー■■ー■■ー一一ーｰ一一一■

． ． 判・決
■一一一一■■一一一一一ー一一一ー一一一ピコ■■‐■

１
２
３

申
・
相

１

１

１
０
▲
０
凸
１
二
９
凸
’
１
１
１
０
０

０
■１

上
・
被

凸
■
色
Ｂ
ａ
■
▲
■
凸
■
▲
Ｕ
■
■
■
■
凸
■
▲
Ｕ
Ｏ
Ｕ
０
ワ
、
目
０
■
１

控
・
被

１
１
１
０
二
８
０
０
三
９
０
０
”
ａ
９
・
■
“
Ｄ
０
凸
１

原
・
被

． 。 受・不
p~ー÷ーー－－－1■■一一■■ーー■■－－－ｰ‐一一■

． 。 判・決
■－1■■ーー1■■一-一一一一‐ーー---■■ーー1■■■■■

１
２
３

申
・
相

Ｉ
Ｉ
１
ｌ
ｊ
Ｉ
Ｉ
０
０
８
０
０
Ｉ
０■

上
・
被

ｌ
Ｉ
１
１
ｊ
０
０
０
Ｉ
０
０
８
０
ｈ
■

控
・
被

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
凸■

原
・
被

・ ・ 受・不
＝一■■■■I■■一一一一一一一一一■■一一一一一一一'■■■

． ． 判・決
●‐一一一一ー■■■■一‐－－－－■■一一一ー一ー‐■

１
２
３

申
・
相

●
０
口
■
Ｉ
ａ
Ｕ
“
８
今
日
ｐ
９
Ｂ
Ｕ
■
■
０
《
Ｄ
ａ
０
ａ
ｒ
８
■
１

上
・
被

０
０
０
８
０
０
０
ｔ
０
０
０
０
０
０
■
１

控
・
被

■
ｑ
ｄ
９
■
■
■
■
自
可
▲
日
司
▲
■
■
■
■
■
■
８

凸
■
■
■
■
■
凸
■
■
■

原
・
被

． 。 受・不
●一一■■－－－■■ーー‐－－－■■－－■■一一－一一■

． ． 判・決
■ー‐■■やーー一一一一一ー‐‐ー一一ーー－－‐■

１
２
‐
３

申
・
相

０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
ｌ
０
ｈ■

上
・
被

マ
０
０
０
０
０
６
０
９
９
０
０
０
１
凸０

控
・
被

■
０
１
０
１
０
《
０
０
０
０
０
０
０
０
▲
Ｉ
凸■

原
・
被

． ． 受．不
一一一一一一■■ー■■一一ーー一一一ｰｰ－－－ーー■

。 ． 判・決
■ー一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一匡ヱ■

１
２
３

申
・
相

■
■
■
■
■
日
■
９
■
■
■
■
邑
日
由
り
■
■
■
ｇ
■
■
■
■
且
、
■
、
■
１

上
・
被

二
■
■
・
■
■
■
ｇ
凸
■
■
○
口
Ｕ
■
ｑ
■
■
■
■
■
Ｕ
■
■
■
■
■
■
凸
■
■

可

控
・
被

■
口
■
０
■
■
■
Ｕ
凸
■
■
ｑ
■
ｑ
ａ
Ｕ
ｄ
Ｕ
ｄ
Ｕ
■
■
■
Ｕ
■
■
凸
Ｕ
■

原
・
‐
被

。 ． 受・不
■一一一一■■一一一一一由一一一一一一■■－－－■■■

●

。 。 判・決
岳－1■■一－一－＝一一ー一一一一‐ーーーーｰー‐■

１
２
３

申
・
相

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

上
・
被

Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
１
０
１

控
・
被

原
・
被

・ ・ 受・不
毎一一一一一一一一一一一■■‐‐‐ｰ一一一一一ー■

・ ・ 判・決
ゆ一一一一一一一一一一一一1■■一一一イ■■一一一一一■

１
２
３
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一

←｡

『
ｰ

一･ 一 ･ P｡ 一F~ - ･今一 今一 ｰ→－－｡●

へ

一

1
一

－． ． 4●凸 . わ丁･一T■ ･今 ･ ･ヘロテ ･ 守寸一q一一一コ ･ らつ ･－◆･･－ ．－｡･･･ ･っ ･ ･〒●一一 ・ 句 －－

一℃
・
一

０
〆
〆

。
一
の
『。●一
Ｇ

Ｐ
ｐ
ｃ
令

合一

一
、
ｅ
・
ｅ
一
一
守

↑
今
。
◆

令
、

？
●
●
一
・
、
、
●

ら
Ｐ
Ｏ
▽
④
Ｉ
令
ｇ
①
旬
も
可
も
Ｉ
Ｌ
ｊ
ｕ
１
６
◆
６
の
』
■
ひ
ｑ
０
ｂ
ｏ
０
ｐ
凸
も
守
ウ
・
咽
口
’
《
命

・
李
舎
Ｐ
も
・
・
一

●
毎

一
叩
き
“
◆

◆

一

今

毎一▽一↓
《
。

〉
、
・
一
・

’
●
《
》
◇
●

ロ
一

戸
Ｌ一
》
６

。

●
Ｆ◆
ザ
◇
↑

』
●
●
．
０
，
《

Ｐ
毎
ｄ
ｏ
己
ら
勺
。
Ｐ
ｑ
．
Ｌ
●
毎
・
・
Ｌ
■
Ｐ
０
電
・
Ｕ
Ｏ
６
今
凸
今

●
●
一
◆
凸
再

４℃

も
●

今
・
口
や
６
６
毎
●
の

一
↑
姑

ナ
毎
毎

ナー

ヘ

÷会一 一一 少 ③ ｰー● - ～一

《
、
ｏ
ｄ

ｅ
●

守
り
一
◇

》
◆
一
戸
４
一

一

今
一一
◆
◆
へ
．
へ
》
◆

《一

一
一
侭
雫
・
・
一
，
一
●
●
■

ら
一
一
今
６
．
●
●

＄
・
一
↑
↑

《
●
や

◆

。
．
Ｆ
・
§
司
令
零
●
、
Ｌ
ザ
‘
‐
、
稲
‐
‐
，
／
・
・
さ
‐
い
‐
く
．
，
。

』

↑

，

″

一

一
心
〆

〈
●
。
一

一
◆
Ｌ
○
毎

巾
一
一
》

恥
、

《
６

●
↓一●
一
、
０
■
。

●
句

●
。

ｂ
・
一
一
・
一

・
の
一
Ｇ
一
・
〆
＄
一
・
Ｐ

一
Ｇ
勺
一
毎
巾

や
『
。
●
一

▲

一
ｆ
・
●
一
一
●

。
〃

毎
》
◆

－
ず
《
◇
』
０

Ｐ
◇
－
６
６
典

子
』

◇
一
毎
少

●
タ
ー
ー
乳
や

●
寺
◇一
＊
４

？
Ｐ
・
序
Ｆ
▲
ｒ
、
’
１
Ｊ
。
今
Ｐ
寺
》
《
封
や
●
●
０
●
１
１
色
■
■
■
ワ
Ｏ
ｐ
卓

鋒
毎
｝

◇
一
◇

タ

ゥ
の
《
▲
の

一
ｅ
一
・
凸
一

和
一

巾
ら
一
Ｐ

一
◇

６
一

毎
タ

ー

毎
《
毎
毎●

◇
ａ

､一
ー

C

---r？埜争｡′ d･ ･▲◆. ｡● －－
－－ ◇ ◇←‐●

一

ｅ
ｄ
ｐ
も
Ⅱ
ｉ
Ｉ
６
ｄ
寺
‐

廷 ノ

ノ~

I

一一

~

一

、 0
〆 －－－一

●
一

ぐ

争.ニク J・ ・・ 、 ､-÷ ~

砂少
一

~

８
』

・
も
。
軽

』
ｅ
ｅ

Ｊ
０
■
ｅ

ｅ
ｃ
Ｇ
■

●
、
シ
子

勺
６

年
や

」
勺
■

、
一
Ｃ

６
◆

↑
叩
毎
〃
●α『
毎
◇

寺
■

〆
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別紙(1)

様式05 事件関係送付簿

送付 事件 番 号 文 書 の 標 目 送 付 先 受領確認 備 考

● （ ）

（ ） 、

（ ）

● （ ）

● （ ）

● （ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）



別紙(2)

様式06 事件記録出納簿

貸出月 日

記 録

事件番号または
被告人（少年・対象者）氏名

冊数

受 領 者

所属及び氏名

返還予定

年月 日

受領確認

返 還

年月 日

返還記録

受領者印

備 考

● ● ■ ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● 、 ●

● ● ● ●



様式07一

(記録発送日平成年月 日 ）

配録受領ゞ書

下配の事件配録を受領しました

平成 年 月 日

地方戴判所

裁判所書配官

最高裁判所舩廷事務室民事事件係御中

合計 件 冊

[連絡事項〕

本受領書を,ファクシミリ(番号03-3262-1198)送僧してください(送付害不要)。

一 L－－－一－－－

事件番号 冊数 備 考

平成年（ ）第号



様式08
書留郵便物受領証（裁判所控）

(特別送達用）

1

2

3

4

5

6

７
８
９

10

I

事件番号 受送達者の氏名 備 考 送達済 不送達 引受番号 郵便料 摘 要

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

(差出人） 引
受
局
日
付
印



１
１

’

様式09
I

書留・特定記録郵便物等受領証’

１
１
’

r

きぞの他の岱舎に必要ですから

呂

哩入がなしo
■です．損
。
実
す’

1

1

’ インターネット…………炉

I

’

(ご依頼主のご住所・お名前）

様

お届け先のお名前 お問い合わせ番号 申蠅認噸 摘 要

様

様

様



別紙(3)

様式10

郵便送達委任簿（第 小法廷）

送 付 事件番号 受送達者 送達書類 受領確麗 備考

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

□
□
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
□
□

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
□

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ



リ

様式11
予納郵便切手保存簿

I

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

’

’

事 件 番 号 額
受 入 れ

年月 日 摘 要

返還事由

発生年月日

処 分

年月 日 摘 要 印

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 g ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ， ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●



別紙(4)

様式12

号事件番号｜令和 年（ ）第

令和 年 月 日

御中裁判所

住所

氏名

受 領 書

円分を受領しました。郵便切手

予
納
郵
便
切
手
受
領
書

I



別紙(5)
様式13

……･･---.．…--････････-..--…･･---二-..---..切・･---ﾑｰ…-----..--..-----..-.･取・･…----...--..-…-..---------‐線．----..---二一･･･二?･宝.．-言手＝----.
-

逓高裁判所

注意 1 申鯖人は．太枠内に所要事項を記入し、 『印紙」欄に所定額の印紙をちよう用（消印しない｡）

の上，原符から切り取らないで，この票を係貝に提出してください。

2 『申鯖区分」桐， 「申爾人」梱の『資格」欄， 「閲寛等の目的」欄及び｢提出害類」柵は，麟当
文字をOで囲み，その他に餓当する場合には， （ ）内に具体的に記入してください。

3 「閲覧・騰写人氏名』欄は，申鯖人以外の者に閲魔･謄写させる場合に配入してください。
4事件配録中の録音テープ等の複製を申鮪する場合には，複製用の録音テープ等をこの票ととも

に係員に提出してください。
“1）

’

－－－－ 4
－－

…剛閲見･鯛票僻） 申鯖区分 閲究・磯写・ 複製

受付年月日 令和 年 月 日 ちよう用印紙顕 円

事件番号

申鯖人氏名

令和 年（ ）第 号
事件記録等返還

月日・事件担

当書記官受領印

● ●

ロ却下

口拒絶

原符番号 第 号
事件担当書記官
票受領印

(大法是・第 小法働

原符番号 第 号 担当法廷 大法廷 ・ 第 小法廷
、

民事事件配録等閲覚・賭写票 申鯖区分 閲覚・臓写・複製

申賄年月日

事件番号

当事者

氏名

》
》

閲究等の目的

提出香類

年 月令和 日

令和 年（ ）第 号

碑
Ｉ

等・その他

）
委任状・その他

（ ）

申
鯖
人

資 格

住所又は

弁護士会

氏 名

閲究

瞬写
人氏名

所要見込時間

当事者・代理人・利害関係人

その他（ ）

印

時間 分

閲究等の部分 詐否及び特別指定条件 蹄口

許
。
否

交付月日 ●

閲覧人・謄写人

記録等受領確認

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●

印
紙

記 録 等

返還確認印

複製申請人
複製物受領確認

備
考



様式14

P

(愛）

(原符）

_竺一一旦」
､●ー‐1■●■一つわd■4■口口｡■q■ー‐

◎注憲 1 頭の箇所は，提出者が記入してください。
2 提出者は， この書面（提出毎）に保管金を添え，会計係（畿入蟻出外現金出納官吏）
に提出し，又は送付してください。

3 保管金を提出した場合には．必ず保管金受領証書を受け取ってください。

戴判所

◎注意指定口座への掻込みに支障を生じた場合には，至懲その旨を届け出てください。

一一 一一

－

事件番号（被告人） 平成年（ ）第 号 係■配官氏名

金 額 円 提出者氏名

提出省交付年月日 平成 年 月 日 種 目

受入年月 日 平成 年 月 日 提出■進行番号 平成 年度第 号

原 符 番 号
官
一
印

係
書
配

原符番号 第 号

爆奮全提出善

（ 兼 遠 付 購 求 ■ ）

V ，

進行番号
平成 年度

第 号

主任書湿

官 印

係■

記富

印

部 係

受入年月日 平成 年 月 日

事件番号

(被告人）

平成 年（ ）第 号 籾 目

金 額

百 十

０
■
０
１
■
Ｉ
■
０
１
０
■
■
■
８
１
■

偉

０
０
０
０
０
０
０
０
０
日
■

千 百 十 万 千 百 十 円

糸

提出年月日

平成 年

月 日

豪

提出者

住所
氏名 印

冠騒 （ ）

燕

金
込
等

付
握
還
の
先

撞込先

金 融

観閲名

口座番号

銀行

金庫

支店

預金種別

口座名蕊人の

住 所

氏 名

(フリガナ）

普通， 当座，通知，別段

握込年月日 平成 年 月 日

小切手番号



(高）

●‐一一

通知受個

年月日
期満失効

超算年月日
摘 要 支払高 残高 支払年月日

● ● ● ●
円 円

● ●

F q

● ① ● ● ● ●

● ● 、 ● ､｡ ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●■

e O

● ●

● ● ● ● ● ●

● ， ● ●

◆■

● ●

● ● ● ● ● ●

● ●｡ ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ･

● ● ● ● ● ●

、 ● ● ● ● ●

● ● ● ・0 。 ● ●

● ●

●

｡

● 8 ●

q

①

● ■

、 ● ｡ ● ●

U b

● ●



別紙(6)

様式15

(注） 受け入れる保管金が会計規程第25条第1項に基づく場合には、 「事件番号(被告人)lは、 「保管法令I とする。

保 管 票
受入年月 日

提出者氏名

平成 年 月 日
出納官

吏等印

提出書

進行番号

事件番号
(被告人）

種 目

平成 一年度第 号

平成 年（ ）第 号

提出金額

備 考

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

現金

払出通知

年月 日
期満失効
起算年月日

主任書記官印又は
事務主任官､印

係書記官印又は

担当係印
摘 要

出納官
吏等印
支払 高 残 高

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ｡ ■

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● o

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●



別紙(7)

様式16

令和 年

保 管 番 号 第 号

受 入 年 月 日

事 件 番 号 令和 年（ ）第 号

主任書記官 係書記官

提 出 者

口

目 等ロロ

受領年月・ 日 保管物主任官

原 簿 進 行 番 号

返
還

事由発生年月 日

事 由

年一 月 日

結 果

主任書記官 係書記官

備 考



別紙(8)

様式17

ー

(民事保管物原簿）令和 年

~‐

進行番号 受領月日 保管番号 事 件 番 号 目 等
ロ

ロロ 保管場所

払 渡 し

年月日 事由
保管物

主任官

備 考

第 号 第 号 令和 年（ ）第号

第 号 第 号 令和 年（ ）第号

ー

第 号 第号 令和 年（ ）第号



別紙(9)

様式18

令和 年
(表）

保
管
票
送
付
簿

送付
月 日
提出書進行番号 事 件 番 号 受領確認 備 考

● 令和 年度第
国
言 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 ．号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

▲ 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第
己
宕 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年く ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

◆ 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号
酋

令和 年（ ）第 言



(裏）

I

送付
月 日
提出書進行番号 事 件 番 号 受領確認 備 考

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

。 □ 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（）第 号

令和 年度第 ． 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

、 令和． 年度第 号 令和 年（ ）第 号

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

■
■
８ 令和 年度第 号 令和 年（ ）第． 号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和
０
《
■

年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

･ 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 ・年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号



別紙⑩

様式19 (表）

令和 年

仮
出
民
事
保
管
物
送
付
簿

裁判官
主 任

書記官

事件番号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

保管番号 第 号 第 号 第 号

原簿進行番号 第 号 第 号 第 号

目 等
口

口口

交
付
送
付

月 日

事 由

先
付
付

交
送

受領確認

返還年月日 ● ● ■ ● ● ●

備 考



(裏）

令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

第 号 第 号 第 号 第 号

第 号 第 号 第 号 第 号

● ● ● ● ● ｡ ■ ●



別紙(ll)

様式20

仮 出 票

I

主任書記官

仮出年月 日 令和 年 月 日

係
書
記
官 部 係

受 領

確認

原簿進行番号 令和 年度第 号

事件番号 令和 年（ ）第 号

品 目 等

仮出事由

返還予定年月日 令和 年 月 日

返還年月 日 令和 年 月 H

保管物

主任官

受領

確認

備 考



別紙(12)

様式21

受 領 票 主任書記官

受領年月 日

原簿進行番号

事件番号

令和 年

令和 年度第 号

年（ ）第令和 号

目 等
『コ
ロロ

事 由

備 考

I

！



様式22

秘密記軟文 受払表平成 年度

受入

保管番号 第 1 号 第 2 号 第 3 号

受入年月日 ■ ■ ■ ■ ■ ●

事件番号
(基本事件番号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

首席
書記官
担当
書記官

申立人

秘密記載文書

引継

事由発生日 ■ ■ ■ ■ ■ ■

事由

年月日 ■ ■ ■ □ □ ●

結果

首席
書記官
担当

書記官

備考



様式23

平成 年

帳
簿
諸
票
備
付
経
過
簿

一
－ －－－一 ●Q一 一 一

整理

番号
帳簿諸票の名称

作成

月日

引継ぎ

保存

満了

年度

廃 棄

(取扱責任者印）
備 考

● □

冊

平成

年

0 ●

● ●

冊

平成

年

p D

● ●

冊

平成

年

● ●

● ●

6

冊司

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

● ●

● ■

冊

平成

年

？ ●

● の

冊

平成

年

● 、

● ●

冊

平成

年

● 凸

● ●

冊

平成

年

● ●

■ Q

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

● ●

守



様式24

平成○○年○○月○○日

訟廷首席書記官殿

第○小法廷首席書記官○○○○

帳簿諸票等引継書

保存のため,下記の帳簿諸票等を引き継ぎます。

番号 年度 帳簿諸票等の名称 冊数 備 考



様式25

裁判原本等保存簿

一一－

一一一

－－－－ .－=－－－－ 一

編冊の表示 完結(裁判)の日 保存終了の日 廃棄の日 備 考

● ●

I
● ●

● ● ● ●

ロ ●

I
● ●

● ● ● ●

｡ ●

I
● ●

● ● ● ｡

● ●

I
● ●

● ● ● ●

｡ ●

I
● ●

｡ ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ｡ ●

● ●

I
｡ ●

● ● ● ●

● ●

●

I
●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

q ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●



別紙⑬

様式26－1

保存期間延長記録等保存票

裁判所

記録（事件書類）

の表示

申
↑

明・大・昭・平・令 年（ ）第 号

事 件 名

(通称）

事件

（ ）

延長の対象 記録の一部．全部 冊 事件書類 冊 通

延長の理由 ア保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来す
る 。

イ再審又は和解無効確認等の事件が現に係属し、又は係属する
ことが予想される。

ウ関連する事件が現に係属し、又は係属することが予想される。

エその他
（ ）

現に係属している事件

裁判所 支部

平成 年（ ）第 号

事件

事件の特徴

延長の要望者の氏
名等

延長の認定の日
● ■

延長の終期
● ●

延長の始期
● ●

廃棄の日
● ●

備
考



I殻式2，6 2

特別保存記録等保存票〈事件記録等）

毅判閑

記録（単件蕎蛸j

の表示
年（ ）第 号

事件名

(通 称）

ロ記録

ロ躯侭書類

MI}

冊 通
保存の対象

(1)箪要な憲法判断謬示された凹

働里要な判例とな-.た執判がされた串WIなど法令の爾釈運用上特に参考

になる判断淨不された鯵

(3)訴訟運営l特に参考になる霧琿方法により'処理された。

(4)世相を反験した事件で史#:I的価龍が烏い。

(5)全国的に社会の耳目を集めた又は当該地方における特殊な意義を有す

愚凹

⑤調査研究の箪変な参考資馴となる。

(7)少簿保護事何の調査.l特に参考になる調管を諭．｡た･

その他

（ ）

匡
口

ロ
ロ
ロ特別保存の琿由

ロ
ー
〕
ロ

r

』

判例象・裁判集響戦

脚刊紙2級掲載

担当部申出（琿由上記に該当）

特別保存の要撃

ロ事件関係肴（ロ当事肴匡被害者ロその他

口弁謹土会ロ学術関係者

ロその他（

ロ
［
一
口
ロ認忘プロセヌ

）

）

事件の

慨要及び特徴

ロ

獺考

別祇画確認票（口写し） ロ甲出書く口写し）

特別保存認溝日 鮮 月 日



様式27別紙“）

人身保護事件報告簿

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ●

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● ●

｡ ●

受領確認

受領確認

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
ーー一一■■■■＝■■■■‐ー一ー■■■■ー■■ーー■■■■ 1■■ー＝-ー■■■■一一‐ロ

認容棄却却下

受領確認

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ●

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● ●

● ●

受領確認

受領確認

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
■■‐■■■■■■■■■■■■■■■■－－ーーーー■■■■一一一ー‐■■■■－－－■■■■一‐

認容棄却却下

受領確認

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ●

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● ●

● ●

受領確認

受領確認

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
‐ーｰ■■ｰ－－ー■■■■■■ｰ＝＝■■■■ー■■ー■■一一一一一一－一ー■■－－

認容棄却却下

受領確認



別紙個

様式28

進行

番号

事件主
任官

支出

年月日

債務者の住所

及び氏名

立替金の

金 額
事件番号

立替えを

要する事項

郵便の

種別

出納担当者

への通知日 備考

年
月
日

住所〒□□ロー□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□□－□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年

月

日

住所〒□□□－□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□ロー□□□□

ﾌﾘ〃ﾅ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□ロー□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき



様式29

認証等用特殊用紙授受簿

年月日 摘 要
枚 数

受領 配布 残

製造番号 （発行地 ）

受領 配布
印 備考

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

｡～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～



様式 30
）（年平成

受
付
票
（
最
高
刑
）

一
－－

ー －－－ － 一

一
一

旦
浬
号

一
一
●
一

月
一
返
一
番

一
一

付
一
番
件

一
一

受
一
原
一
事

》
一 原裁判所 件 名 被 告 人

．
》
マーマケー 上告趣意書差出

月 日
､｡■■●4■‘■1■‐‐マロ■＝4■l■‐'■■‐■や●＝●画ロー●●●■

､｡■のら由の｡●｡●p●。｡｡●●●｡‐●わ■一｡●ロ守口

号

高

支

勾・未収･不拘･保

も 6

月 日
､1■■●－●●｡'■■4■口宇●I■■●■'■●凸守Q●■口●●①■

､－口■■■,●‐■4■‐‐凸●■寺一一■わI■凸○一■h今●■CG

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

、

月 日
守
●
■
●
●
口
■
●
凸
ロ
ロ
ロ
函
巳
ロ
●
●
旬
ウ
色
●
乎
凸
■
■
早
口
●
凸
。
②
●
一
●
凸
心
■
■

Ｆ
■
つ

■
句
の
ロ
●
■
●
■
凸
●
今
■
。
ロ
ロ
●
■
６

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
じ申■｡■■●4■｡■■●●の1■申■■‐■●ｰI■■q■'■‐■■Ⅱ■q

O

D●‘■●■●■●ロー－℃I■・‘■己｡‐｡■今守一●吟字守や■■

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
ﾛ■向一÷‐｡‐‐今■cc争口I■■●●1■毎4■卑凸●■●■●■

■■争■‐■●ローローマ●守口■ロロー‐一｡■ー■ロ一勺■■■

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
■凸◆｡●阜一一■＝‐I■●●4■ひ毛4■ローー■1■ロー守口I■｡｡

■■｡●●‐ｰ■申口中●●■｡●｡■し｡｡｡■学‐今●●‐■

号

高
・
支

勾・未収･不拘･保

月 日
■ '■■‐凸凸凸凸1■■凸早一一・一一曲色■●｡■‐わ■一■●■

q

b凸■■●●ヰ凸｡■■‐d■●－－勺色色●号凸●｡←'■凸一らa

号

高

支

勾・未収･不拘･保

月 日
一
Ｇ
口
ロ
■
凸
。
。
●
申
申
申
”
■
●
守
●
一
■
●
●
●
毎
●
①
●
■
●
旬
①
凸
の
●
①
■
ゆ
◆
屯
ゆ
の

。
■
や
ロ
の
今

の
。
ｃ

《
隼
●
守
凸
●
◆
●

号

高
・
支

勾・未収･不拘･保

月 日
●

■宇凸■｡●－－e●●■■－ゴ■－，■車■凸つ争■早早凸＝凸｡

■つ凸｡●●●●e●●申甲。●●‐■｡｡■●●■－勺寺I■凸■

号

高

支

勾・未収･不拘･保

月 日
■一争｡●，■｡●口車句●‐‐UeUロー■由ゅ，■ロ●守口e■q

b●●｡，■■■●』■■●や■＝‐■凸●の巳■■｡■C申申p－Qq

号
、

高

支

勾・未収･不拘･保



別紙(16) 様式31
(表）

事
件
票
（
般
高
刑
）

一一一一一 qd－－
一一一●r‐－口一一一一 可中ｳー

一一 ー一■茜 マー－

報告

（ ）

倉
③

● ●

凸■凸 ･P●△■●姉FL今Q●｡ ■ 色. 勺■やqFbo6U■●■■･ｳ。①0←q●ら■ 凸.. ■色■①曲■も｡ ■-

● ●

主任裁判官 鋼壷官 害記官 受付月日

g ●

配録数

◆

冊

令和 年（あ）第 号

事 件 名 被 告 人 身柄

9 F

0

弁
護
人

私選

ヴ

国選
｡

起訴日

第 一 審

地裁 支部 簡裁

(判決宣告 ● ● ）

第
一
一 審

高裁 支部

(記録受理 ・ ・ ）

(判決宣告 ． . ）

● ●

① －

上告申立て 被告人・ ・ 弁護人・ ・ 検察官． ．
異議

訂正
申立て （ ）

終
局

裁
判

裁判日 主 文
決定謄本
送達日

Ｄ
■
■
■
■
■
因
■
■
■
Ｄ
ｑ
６
■
■
■
■
■
●
■
６
口
■
■
■
ｑ
■
■
凸
Ｕ
▲
Ｕ
■
ロ
ユ
■
０
▲
■
。
●
』
■
日
■
■
ｑ
■
■
二
■
ワ
■
ｐ
■

Ｄ
ｎ
Ｕ
■
ｒ
ａ
■
《
■
▲
■
▲
■
■
甲
凸
甲
凸
甲
凸
■
▲
■
由
宇
凸
ワ
凸
甲
“
ｇ
■
０
■
，
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
・
■
■
■
■
■
■
■
■

確定日

■
１
１
１
皇
８
１
１
－
０
‘
０
０
１
１
０
０
０
０
０
０
０
０
６
＃
０
０
０
１
１
０
９

■
９
１
０
０
口
０
１
国
０
０
６
０
０
０
９
０
０
０
１
Ｐ
０
０
０
０
８
０
０
０
“
１
０

書記官

上
告
取
下
げ

取下被告人 受付日

ロ ●

拘置所受付日

（ 拘 刑）

*

● ●

検察官に通知

● ●

書記官 検察官

了知

ゆ 1

第 小法廷



(裏）

令和 年（あ）第 号

一←－－－一一一－ やdG ③ ー 争一 一
一G一一一■ ●－0－－－

大法廷回付・撤回 回付 ● ● 撤回 ● ●

予
備
欄

q

P

り ぐ

備
考
欄

上
告
趣
意
書

完
結
後
の
処
理
事
項

そ
の
他

最終日 ■ ● ■ ● ‘ ● 、

提出

●

● ．● （ ）

● ● （ ）

． 。 （． ）

■ ● （ ）

■ ● （ ）

● ● （ ）

事 項 （事件番号） 処 理

訴訟費用負担決定 、 ● 決定 命じない

訴訟費用免除申立て（ （せ） ） ● 。 免除棄却
審
審
一
■
一
一
送付

（ （ ） ） ● ●

（ （ ） ） ● ●

a

記録送付 ● ● 冊 原審返還 ● ●



様式32

平成 年（ ）

ｰ

（
最
高
・
刑
事
雑
事
件
簿
）

－－－÷－ マー－一ー÷－ 0一一 －－÷ ③－●－－一－－‐－

事 件 番 号

受 付 ● ● 冊 冊● ●

事 件 名

申立人氏名

(検･被・弁・その他） (検・被・弁・その他）

被告人等氏名

原

審

庁 名

事件番号

終 局

結 果

最・高･地･家
簡

支部

（ ）

● ●

溌・高･地･家 支部
簡

（ ）

● ●

基 本 事 件 （ ） （ ）

申 立 日
Q ●

（ 拘 刑）

● ●

（ 拘 刑）

終 局 ● 、 ■ ●

結 果

記 録 送 付 q ■ ● ●

備

考

大法廷回付

報告②
（ ）⑧

◆

担当法廷 受領印 。 、 4、
一



様式33別紙(17)

既済事件処理簿令和 年

可

－－ ■ー－－ ③－ や-0 ●旬－一一一一 ▲一

終局
月日
事件番号 被告人 結果

謄本
受領

確罷

確定
月日

確定通知

月日 受領確麗
備考

■

（ ）
■ ■

■

（ ）
● ■

●

（ ）
■ ■

■

（ ）
■ ■

●

（ ）
あ ■

■

（ ）
■ ●

■

（ ）
● ■

ロ

（ ）

▲勺

■ ■

●

（ ）
■ ■

■

（ ）
■ ●

■

（ ）
● ■

●

（ ）
■ ■

■

（ ） U ■

■ ●

■

（ 〉
■ ■

■
０

（ ）
● ●

■

（ ）
● ●

■

（ ）
● ■

■ ｡

■

（ ）
● ■



別紙⑱

様式34

国選弁護人候補指名通知依頼簿

進行番号 事件番号 被告人 受領確認
選任通知

受領確認
小法廷 備考



『

別紙(19)
様式35

第小法廷普通郵便委任簿令和 年

－－
一一一一一－－－－一一一 L－ 一

月日 事件番号 受領確認

／ 、‐●口｡●ー■■■一口‐‐ロのロ●①

通

／ pq■‐‐ロロ｡●●1■1■‐q■4■●｡｡‐ 、｡‐●①‐の｡－4■1■■q■のロロロ●a ■■、‐屯ロー■P q■ロ4■●4■ロー●4■●●1

通

／ ローーー1■1■1■■■口■4■■ﾄ q■■■4■ロI IC‐、■○句｡●4■ご■●ロローロ●■ ■‐｡｡｡‐■IC■1■‐‐1■宇色の●●I 4■句■■q■ロ■q■■｡q■ーl■｡‐｡‐ロ

通

／ ■‐口つ･●q■q■q■‐‐q■‐q■口●｡q■ P4■｡｡●ロの●●●の‐｡‐ロ｡●‐■ 、ロロロー■‐口一一一口■■4■■■●I

通

／

／ 、●のローロロ■Ⅱ■口のq■｡●●●●■ b①●●●●■1■■,ロー●●■｡■4■■■ ､●●勺｡ｰ○口●●｡●q‐●｡●●I

通

／ ■●○4■1■ロロ●●●らロ●｡｡■■、 、ロ●申■■｡■1■4■1■。■■q■1■の■卜4■■ p■‐1■a■､■4■4■■1■■■●ロロロー1

旬 タ

通

／ ●●｡●■○4■q■d■ローq■d■I■●4■ロ4■1 ﾙｰ画□●●●●｡●●ロ｡｡｡■■●■ ■ロロー｡■□｡●‐●●●●●●、①I

通

／ ■｡｡■､‐口●申l■｡｛■q■■｡■■｡｡● P－口q■■1■■0■一口d■■4■①■■4■■■ ■●●1■■1■4■ロ■‐●●●○℃‐ロのI

通

／ l q■●の●●●Cpp－q■4■l■●■●{■■ ■1■■｡●の○つl■1■●｡■1■4■4■口｡pq

通

／ P｡｡q■1■ロロロロ■4■｡⑧－口ロ｡●■ ■■■ロ■■｡■1■■●‐①｡｡■■■'

通

／ l■P｡｡■｡●●●●●●●｡｡●由－1■■

通



別紙剛

様式36

進行

番号

支出

年月日

受取人の住所

フリガナ

及 び 氏 名

負担の

金額

事件番号 負担を要する事項
郵便の

種 別

受領

確認

年
月
日

〒□□ロー□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□ロー□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用
□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□ロー□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□ロー□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき



様式37別紙(211

,･･･‘－．．．．．-一･一･･-’－，．－．．．．‘･････‘-."．．､｡･･･一一一・‘一･･ .切”－．－－．－．－．．．－．．-...-･･･…-…－．－．．－政=･-.--．･･･－．－．－．．．－．．．－．－．疹・-..-.-.．線”-…････-.-…－．．．．．－．．．．－．．．．．．－．
ー

●ー

最高裁判所

注意エ 申鮪人は，太枠に所要事項を妃入し， 「印紙」欄に所定額の印紙をちよう用（消印しない｡）の上‘

原符から切り取らないで， この軍を係貝に提出してください。

2 「申繭区分」欄， 「申鮪人」楓の「変格」桐， 「閲党等の目的」楓及び「提出香類」欄は，咳当文

字を○で囲み．その他に麟当する場合には， （ ）内に具体的に妃入してください．

3 『閲克・麟写人氏名」掴は，申鮪人以外の者に閲党・麟写をさせる場合に妃入してください。

－ 一一 一③ －－－ －－ ‐‐ ■一・ $－－－一－－－

刑事ﾛ E件記鍛等閲覧・謄写票（原符）

受付年月日 令和 年 月 日

申鯖区分

ちよう用印紙額

記 録． 。 疵拠物

閲 究 ・ 譜 写

円

事件番号

被告人等氏名

申鯖人氏名

令和 年（ ）
第 号 事件配録等返迩

月日 ・事件担

当寄配官受領印

｡‐ーロー‐q■＝‐q■ー＝ h■ﾛロ--4■ーー‐ー。■‐■

ロ担害

ロ却下

口拒絶

原符番号 第 号
事件担当書記官

票受領印
(大法廷・第小法廷）

原符番号 第 号 担当法廷 大法廷・第 小法廷

刑事事件配録等閲覧・謄写票

申鯖年月日 令和 年 月 日

申鯖区分

記 録 。 匪拠物

閲 究 ・ 磯 写

事件番号

被告人等氏名

閲究等の目的

令和 年（ ）

第 号

解訟軍傭等・その他

〔 〕

申
鯖
人

変 格

住 所

又は

弁嘆士会

氏 名

被告人・弁塵人・その他

（ ）

印

腔拠翰賭写方法
一 ①

閲党

磯写
人氏名
事務貝・業者． ・ その他

（ ）

所要兄込蒋間

ー出垂月日

時間 分

月 日

提出香類

委任状・ その他

〔 ）

閲究等の部分 鮮否及び特別.指定条件 鮫判長(官)印

許
。
．
否

担当害配官印

印
紙

－
０
０
０
０
６
０
０
０
ｆ
皇
’
’
’
’
８
１
０
０
０
１
学

年

一
一
口
一
・
一
一
一
口
一
一
宰
口
匂
↓
・
わ
－
わ
一
再
・

豆
■
０
０
０
０
０
０
■
汀
９
。
Ｕ
《
ａ
ｒ
０
０
ｏ
甲
０
０
０
．
■
８
４

口
一
己
一
■
一
一
一
・
一
口
一
・
ロ
。
己
ロ
ロ
ロ
一
』
一
口
一

口
０
■
■
・
日
６
１
。
■
ｌ
０
ｏ
ａ
■
白
■
△
Ｕ
０
０
９
０
．
０
．
。
■
■
０
４

－
□

一

一

一
一
一
一
一
》
ロ
ロ
ロ
一
一
口
一
一
一
一
口
一
口
一

旬
０
０
・
■
０
０
０
■
・
■
・
Ｉ
二
０
．
０
６
１
・
甲
０
▲
甲
・
■
■
・
●
Ｕ
Ｌ

交付月 日

閲覧人・謄写人

記録等受領確認

記 録 等

返還確認印

●

備
考



別紙四

様式38

年令和

：： 1 1▽

月日 押 収 番 号

事 件 番 号

被 告 人
(少年・対象者）

事件終局年月日

事 由

係書記官

部 ・ 係

処分終了

年月日

押収物

主任官 備 考

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号
ー1■■■■一ー一q■■一■■■■ 1■■ 1■■一一一一一一一一ーー1■■■■－－■■

ほか 人

● ●

■■■■■■ー■■■■■■一一■■■■一一一－一

部 係 ●

● 令和 年押第

令和 年（ ）第 号
■ﾛ■－－』■■ I■■ 』■■■■ I■■一一一ｰ一一一一一I■■■■一－1■■ｰ‘■■一一ｰ

． ほか 人

● ●

ー一一1■■一一ｰ■■一一■■--ー■■■■

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか 人

● ●

ー一一一一一一一-一一一■■ーーーq

部 係 ●

◆ 令和 年押第 号

令和 年（ ）第
ロ
言

ほか 人

● ●

＝1■■ー』■■■■一一q■■ Ⅱ■■一1■■一一一一一

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

｡

ほか 人

● ●

■■ q■■■■ 1■■ー』■■一1■■－1■■ 1■■ I■■ I■■ 1■■ I■■ I■■

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか ’、

● ●

ー－1■■ 1■■ 1■■ーー1■■ーーー一一一一一

部 係 ●



1

別紙倒

様式39

令和

ノ

年

(仮出簿）

仮出
月 日

ｒ

●

押 収 番 号 符 号
係書記官
部 ● 係

返還予定
月 日

返 還
月 日

押収物

主任官
備 考

Q

令和 年押第 号
部 係 ● ●

●

令和 年押第 号
部 係 ●

●
令和 年押第 号

部 係
■

q ●
令和 年押第 号

部 係 ◆

令和 年押第 号
部 係

令和 年押第 号
部 係

令和 年押第 号
部 係 ､

●

令和 年押第 号
部 係

●

●

令和 年押第 号
部 係

令和 年押第 号
部 係 ● ●



別紙倒

様式40

令和 年

(仮出押収物送付簿）

裁判官
主 任
書記官

事件番号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

押収番号 令和年押第 号 令和年押第 号 令和年押第 号

符 号

ロ

目口口

数 量

交
付
又
は
送
付

月 日

事 由

先
付
付

交
送

受領確認

返還年月日 ● ● ■ ● ● ●

備 考



別紙間

様式41

|J

押 L灰 牛勿 保管蘂

収
‐
号

押
番

事件

番号

令和 年押第 号

年（ ）第令和 号

事件名

被告人

(少年・対象者）

係書記官･部･係

ほか 人

部 係

符号
ロ

目口口

１
１
０
１

■■ ■■＝■■ ■■ ■■ ■■ー■■ ■■ ■■ー

数 量

０
０
８
０

＝■■■■一■■■■~‐‐｡●口

受領
年月日

W鋤主髄
受領確認

処 分

年月日 要 旨

年月日 結 果
押収物

主任官

備 ‘ 考

－■■－－＝■■－＝■■■‐ー

０
０
０
１

０
日
０
０

ｨ■■ 1■bｰ一一一一一一一一＝

、



別紙㈱

様式42

(注）符号欄に余白が生じた場合にはその部分に斜線を引く。

仮 出 票
主任

書記官

押収物

主任官

仮出

年月日

令和 年

月 日

書
官

係
記

部 係

受領確認

事件

番号

令和 年（ ）

第 号

被告人

(少年 ●

対象者） ほか 人

押収

番号
令 和 年 押 第 号

符

号

－q■■ 1■■ 1■■ 1■■一q■■一一一一一一一一一一＝I■■ 4■■ ･一一 1■■一一Ⅱ■■ 1■■ 1■■ Ⅱ■■ 1■■ 1■■ q■■ Ⅱ■■ 1■■一一1■■一一一一一－一一一一ｰ1■■ 1■■ー1■■ 1■■ 1■■一一一一1■■ーー一一一－4■■ 4■■ q■■一一一一

仮出

事由

返還
予定
年月日

令 和 年 月 日

返還

年月日

令和 年 月 日

保管物

主任官

受領確認

備考



別紙㈱

様式43

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

｡

押収物

主任官

受 領 書（還付）

令和 年 月 日

裁判所 御中

住所

氏名

次の押収物の還付を受け、受領しました。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告 人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 今 和1コ 年押第 号

符号 日
ロ

ロロ 数量



別紙㈱

様式44

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

押収物

主任官

受 領 書（仮還付）

令和 年 月 日

裁判所 御中

住所

氏名

次の押収物の仮還付を受け、受領しました。

必要があれば、いつでも提出します。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号
口

目口口 数量



別紙倒

様式45

(注）

1 事件番号、押収番号等は、押収物を送付した裁判所のものを記載する。

2記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

押収物受領書

令和 年 月 日

裁判所 御中

庁名

次の押収物を受領しました。

押収物主任官

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事 件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号 目
ロ

ロロ 数量



別紙例

様式46

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

押収物送付書

令和 年 月 日

裁判所 御中

庁名

次の押収物を送付します。

押収物主任官，

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号
口

目ロロ 数量 備 考



別紙(31)

様式47

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

‐

裁判官
押収物

主任官

保管物

主任官

押収物鑑定結果通知書

押収物主任官殿

令和 年 月 日

裁判所書記官

次の押収物は、鑑定の結果変化したから、通知します。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告 人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号
口

目ロロ 数量 変化の状況



別紙02)

様式48

I

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

唖

裁判官
主任

書記官

廃棄処分書

庁名

令和 年 月 日

押収物主任官

次の押収物は、廃棄する裁判（令和 年 月 日）に基づき、令和

年 月 日廃棄した。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名
I

被告 人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号
口

目口口 数量 廃棄方法 備考



別紙側

様式49

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

裁判官
主 任
書記官

庁名

換価処分書

押収物主任官

令和 年 月 日

次の押収物は、換価する裁判（令和 年 月 日）に基づき、令和

年 月 日売却した。

事件番号 令和 年（ ）第 号

事件名

被告人

（ 少年 ） ほか 人

押収番号 令和 年押第 号

符号
口

目ロロ 数量 単価 金額 備考

合計金額 円 （保管票進行番号令和 年第 号）


